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第
二
回
国
丑
開
発
幹
線
自
動
車
道

建
議
会
議
の
概
要
に
つ
い

道
路
局
有
料
道
路
課

象
と
し
ま
し
た
。
同
時
に
、
四
五
年
以
内
の
債
務
返
済
見

通
し
に
つ
い
て
も
確
認
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
一
、
一
五
三
如
が
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
区
間
に
つ
い
て
は
、
第
二
回
国
幹
会

議
後
に
、
会
社
及
び
機
構
と
の
協
議
を
経
て
、
二
月
一
0

日
に
会
社
整
備
区
間
と
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

一

開
催
経
緯

平
成
一
三
年
一
二
月
に
道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化
方

針
が
打
ち
出
さ
れ
て
以
降
、
平
成
一
六
年
六
月
に
民
営
化

関
係
四
法
が
成
立
し
、
こ
れ
を
受
け
て
平
成
一
七
年
一
〇

月
一
日
に
六
つ
の
高
速
道
路
株
式
会
社
と
、
独
立
行
政
法

人
日
本
高
速
道
路
保
有
･債
務
返
済
機
構
が
発
足
し
ま
し

た
。
ま
ず
は
、
国
が
定
め
る
暫
定
的
な
協
定
に
基
づ
き
、

新
た
な
高
速
道
路
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、

平
成
一
五
年
一
二
月
に
は
第
一
回
国
土
開
発
幹
線
自
動
車

道
建
設
会
議

(以
下
｢国
幹
会
議
｣)
が
開
催
さ
れ
、
新

直
轄
方
式
に
切
り
替
わ
る
区
間
六
九
九
踊
が
選
定
さ
れ
ま

し
た
。

去
る
二
月
七
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
回
国
幹
会
議
で

は
、
こ
れ
ま
で
の
道
路
関
係
公
団
改
革
の
過
程
に
お
い
て

残
さ
れ
て
い
る
以
下
の
課
題
に
つ
い
て
、
審
議
･
報
告
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

①

会
社
の
自
主
性
を
尊
重
し
た
会
社
整
備
区
間
の
確
定

②

新
直
轄
方
式
で
整
備
す
る
区
間
の
確
定

③

更
な
る
コ
ス
ト
削
減
二
･
五
兆
円
の
具
体
化

④

｢抜
本
的
見
直
し
区
間
｣
に
つ
い
て

二

審
議
事
項

1

会
社
の
自
主
性
を
尊
重
し
た
会
社
整
備
区
間
の
確
定

(図
1
、
表
こ

現
在
、
暫
定
的
に
会
社
が
事
業
を
行
っ
て
い
る
一
、
二

七
六
踊
を
対
象
と
し
て
、
採
算
性
等
の
客
観
的
デ
ー
タ
な

ど
を
踏
ま
え
つ
つ
、
引
き
続
き
会
社
が
整
備
す
る
区
間
を

選
定
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
会
社
の
自
主
性
を
尊
重
す
る

観
点
か
ら
、
会
社
が
整
備
す
る
意
向
を
有
す
る
区
間
を
対



暫定的に会社が整備している区間 (1, 276kIn ) 平成18年2月7日現在
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会
社
が
整
備
す
る
意
向
を
有
し
て
い
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新直轄方式に切り替え劉 藍
= 壽 『

｣ 会拙こて整備
(12 3k m ) (L 153l‘m )

※ この考え方は、会社及び機構の意向を踏まえて、とりまとめたもの

図 1 会社整備区間と新直轄方式に切り替わる区間の選定フロー

道々テセ 2006.3



表 l 東日本 ･中日本 ･西日本高速道路株式会社が整備を行う区間

< 東日本高速道路株式会社>
路 系家 名 区 間 延長 (km )

北海道縦貫自動車道
北海道横断自動車道 根室線

日本海沿岸東北自動車道

東北中央自動車道

常磐自動車道

多
東関東自動車道 水戸線

イン

東関東自動車道 館山線
北関東自動車道

大沼 ~ 国 縫
よいむ おたる
余市 ~ 小樽JCT
夕 張

とからしみず
~ 十勝清水

なかじまう 諺フらかわ
中 条 ~ 荒 川

南 陽高畠
ゃまがたかみのゃま

~ 山 彩り上 山
とょう‘ぽんとみおか しんら
常 磐 富 岡 ~ 新地
新製も やましと

~ 紫テ諒
山元こ ~ 百理
馨爾鷺 ~ 醜笏なぜCT
鉾田 へ

“麩霧恭し
君津 ~ 富 津中 央
いせナさき いわゐ.ね伊勢崎 ~ 賞.舟JCT
宇都宮上三川 ~ 友部

6 8

2 4

8 1

1 0

2 4

5 5

1 6

1 2

1 6

1 7

9

3 9
4 1

合 計 4 1 2

< 中日本高速道路株式会社>
路 線 名 区 間 延長 (km)

東海北陸自動車道
第二東海自動車道

多
中部横断自動車‐道

多
近畿自動車道 名古屋大阪線
近畿自動車道 名古屋神戸線

近畿自動車道 紀勢線

近畿自動車道 敦賀線

感濃朧塁 ~ 白 川 郷
海老名南JCT ~ 秦野はだの ごてんぱ
秦野 ~ 熱鷺盪鵠T
禦腱盪義T ~ 巍搜沼津
長巍沼津 ~ 鹿野JCT
吉 原JCT ~ 乱雑よ艷
引佐JCT ~ 豊 田 東、JCT
よし#フら とみにゞ“〕
吉 原JCT ~ 富沢
ろくごう ますは
六 郷 ~ 増穂生十怯 み者慰み
磐廚雙み“み

~ 南 アル プス

色高屋南 ~ 燕打JCT
四日市JCT ~ 菰野こもの 力･めやま
菰野 ~ 鱒縁り"義
畿艘中‘ ~ 帆禦土山
枇鍼長島 ~ 狸乳。“
嶽暑 ~ 熱御多気JCT
小浜 ~ 敦賀JCT

2 6

2 1

3 3
1 4

4 4

8 9
5 4

2 1

1 0

6

1 2

1 4

1 8

1 3

1 0

2 4

3 9
合 計‐ 4 4 8

< 西日本高速道路株式会社>
路 線 名 区 間 延長丈 (km)

近畿自動車道 名古屋神戸線

多
近畿自動車道 紀勢線
近畿自動車道 敦賀線
中国横断自動車道 姫路鳥取線
山陰自動車道
四国横断自動車道

東九州自動車道

甲賀土山 ~ 呑ま羽CT
護瓢CT ~ 城 陽
城 陽 ~ 高槻第…JCT
高槻第一JCT ~ 神戸JCT
みなべ ~ 田辺
ノN浜西 ~ “･浜

播磨新宮 ~ 山 崎JCT

表親録、 ~ 出雲
とくしま

侠摩 束 K“ゞ 徳島義鬘
巍鳧,声,

徳 島JCT らつ
鳴門JCT

臨み俶州Jd " 鑿椎 田 南
が幸久見 ~ ‘を伯

門 川 ~ 西『都

2 8

2 5

1 4
4 0

6

1 1

1 2

1 8

4

1 1
2 4

2 8

1 3

5 9
合 計 2 9 3

1 ) 建設主体は、各高速道路株式会社及び地方公共団体の意見と一致している。
2 ) 区間は、平成15年l1月28日に公表した事業評価における評価区間単位を基本とする。

(ただし、会社及び地方公共団体からの意見によって分割された区間がある)。
3 ) 未供用のインターチェンジ名は、仮称である。
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2

新
直
轄
方
式
で
整
備
す
る
区
間
の
確
定

(図
ー
、
表

2
)

新
直
轄
方
式
に
新
た
に
切
り
替
わ
る
区
間
は
、
現
在
、

会
社
が
整
備
し
て
い
る
区
間
一
、
二
七
六
如
の
う
ち
、
今

後
会
社
が
整
備
し
な
い
区
間
を
基
本
と
し
ま
し
た
。
た
だ

し
、
整
備
手
法
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
の
意
見
に
お
い

て
、
｢新
直
轄
方
式
｣
あ
る
い
は

｢新
直
轄
方
式
、
有
料

方
式
の
い
ず
れ
で
も
可
｣
と
の
回
答
を
得
て
い
る
区
間
を

対
象
と
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
一
一
言
知
が
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

第

一
回
国
幹
会
議
に
て
選
定
さ
れ
た
六
九
九
師
と
併

せ
、
延
べ
八
二
二
如
、
約
三
兆
円
の
事
業
が
国
と
地
方
の

負
担
に
よ
る
新
直
轄
方
式
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

3

更
な
る
コ
ス
ト
の
削
減

(図
2
)

確
実
な
債
務
返
済
な
ど
の
観
点
か
ら
、
平
成
一
五
年
一

二
月
の
政
府
与
党
申
し
合
わ
せ
に
お
い
て
、
従
来
の
四
兆

円
の
コ
ス
ト
削
減
に
加
え
、
更
に
二
･
五
兆
円
の
コ
ス
ト

削
減
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
会
社

と
国
に
お
い
て
と
り
ま
と
め
た
コ
ス
ト
削
減
策
を
踏
ま

え
、
各
区
間
毎
の
工
事
の
概
算
額
を
変
更
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。
そ
の
際
、
有
料
道
路
方
式
に
よ
る
区
間
だ
け
で

な
く
、新
直
轄
方
式
に
切
り
替
わ
っ
た
区
間
に
つ
い
て
も
、

同
様
の
コ
ス
ト
削
減
を
行
い
ま
し
た
。

表 2 新直轄方式の区間

路 線 名 区 間
長
截

延

&

麗
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道

動
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道
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車
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目
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車

車
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動
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車

動

動
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目
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動
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繭
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観
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罵
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剃
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虔
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呈
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篠
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表における未供用のインターチェンジ名は、仮称である。
第2回国幹会議 (H l82 .7) の議を経て、新直轄方式に切り替わった区間。



20兆円 (H 15以降残)

16兆円

< 新直轄方式》
　
　
　
　
　
　
　
　

<
…

ゼ,兆円 u
(全体事業費)

対象 : 8 2 2 k m

l コス荊 滅 :4兆円 l
第1回国幹会議にて反映
(H 15.12 ,25)

【具体的な削減メニュー】
･インターチェンジやジャンクションのコンパクト化
･施工形態の見直し細り,6車線区間の4車線施工への変更)
･T B M 等の新技術の活用による施工方法の見直し 等

< 有料道路事業>

コスト削減 2 . 5 兆円

･H l5,12,22 政府 ･与党申し合わせ
にて決定

･第2回国幹会議にて反映(H 18.2.7)

【具体的な削減メニュー】

･設計速度の見直し等による道路構造･規格の見直し
･E rC普及に伴う本線料金所の拡張計画の廃止
･掘割構造など特殊構造物区間の構造見直し 等

　I
=

字 灘区円

(H 18以降残事業費)

対象 ;1 , 1 5 3k m

図 2 コスト削減と事業費のイメージ

H 1 5 ~ H 1 7執行額 :3兆円



三

報
告
事
項
舎
抜
本
的
見
直
一し
区
=間
に
に

｢抜
本
的
見
直
し
区
間
｣
と
し
て
設
定
さ
れ
た
五
区
間
一

①

第
二
名
神

(三
五
臘
)
に
っ
い
て
は
、
三
五
%
を

つ
い
て
)

四
三
如
に
つ
い
て
は
、
文
字
通
り
抜
本
的
な
見
直
し
を
行

超
え
る
コ
ス
ト
削
減

(三
、
八
Q
O
億
円
減
)
を
図

い
、
国
幹
会
議
に
報
告
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
次
の

る
一
方
で
、
主
要
な
周
辺
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
供
用
後

平
成
一
五
年

三

月
の
政
府
与
党
申
し
合
わ
せ
に
て
、

と
お
り
で
す
。

に
お
け
る
交
通
状
況
等
を
見
て
そ
の
着
工
に
つ
い
て

1 153km

道路整備特別措置法(第3条)

※1整備計画の決定にあたっては、あらカ、

じめ、関係都道府県等の意見を聴取

〔H18請来供用延長 73 67km〕

玉 開発幹線 1 J 整備計画の決定※1 l高速自動車国道法 “ ~‐｣、
自動車道建設会議 r雪 I L 漏叱細｣(国土交通大臣) (第5条)

図 3 高速自動車国道の整備について

第1回国幹会議 (H15,12.25) :699km

第2回国幹会議 (H-8. 2 7) :123km

高速自動車国道法(第6条)
822km

1 新直轄方式による整備 l

国土開発壷全線 I
　自動車道建設会議 ÷→

会長 :委員の互選より選出 戯㈱
、,

7"
l1IlI11Iu守

(環境影響評価)

1
I
--lI
幽
▼

、

ノ

　　　　　　
　

　　
　
　

　
　　

　　
　
　

/
"
ll
1
ll
i、、



こ
れ
を
受
け
、
会
社
に
よ
る
有
料
道
路
方
式
と
国
と
地

方
の
負
担
に
よ
る
新
直
轄
方
式
の
二
本
立
て
に
よ
り
、
債

務
の
確
実
な
返
済
を
図
り
つ
つ
、
真
に
必
要
な
高
速
道
路

に
つ
い
て
、
着
実
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
区
間
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
回
以
降
の
国

幹
会
議
に
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

四

今
後
の
高
速
道
路
整
備
に
つ
い
て

会
議
に
お
い
て
、
審
議
事
項
、
報
告
事
項
と
も
、
原
案

通
り
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
、
こ
れ
ら
の
結
果
を
踏
ま
え
、
三
月
末
ま
で
に
民

営
化
会
社
と
機
構
と
の
間
で
新
協
定
が
締
結
さ
れ
、
会
社

の
自
主
性
を
尊
重
し
た
ト
各
的
な
局
凍
濱

.
･ミ
台

に り の 営 通 幹
っ 堕 の こ ま 自 化 今 り 会 團 会 こ ②
い 催 負 れ す 主 会 後 了 議 [ 譲 れ , . は い も 割 ) 改
て萎拠褻 o 性 社 、 承 に ▲ に ら 八 北 町 ]ヒ 当 る に の 新 め

を と こ コ ツ

②

新
直
轄
区
間

(
一
〇
人
知
)
に
つ
い
て
は
、
約
二

割
の
コ
ス
ト
削
減

(三
五
〇
億
円
減
)
を
図
る
と
と

も
に
、
当
面
並
行
す
る
一
般
道
路
が
縊
路
と
な
っ
て

い
る
以
下
二
区
間
四
〇
踊
の
み
に
着
工
し
、
そ
の
也

北
海
道
縦
貫
道

士
別
市
南
町
東
~
士
別
市
多
寄

･
北
海
道
横
断
道

陸
別
町
小
利
別
5

い 石. ~ れ す
て 実 担 を 0
、 な に 受

返 よ け

ノ 町 北 当 る に の 新 め
km 海 ( 海 面 以 、 コ 直 て) 道 - 道 着 下 当 ス 轄 判

横 二 縦 工 二 面 ト 区 断
断 km 貫 し 区 並 削 間 す

分離 癩 !鯵議題揉ま麗蓼る
　
　

　
業

北 士 し
見 別
市 市 そ

多 の
二 寄 他

玉 が
、 と 始
債 地 ま

道路関係四公団民営化に関するこれまでの経緯

< 平成13年>
12月 19日 ｢特殊法人等整理合理化計画｣ を閣議決定

< 平成14年 >
6月 7 日 道路関係四公団民営化推進委員会設置法成立 ※ 第 1回 道路関係四公団民営化推進委員会 6月24

日光
12月 6 日 道路関係四公団民営化推進委員会、総理に意見書を提出

12日 道路関係四公団民営化に関する政府与党申し合わせ
17日 ｢道路関係四公団、国際拠点空港及び政策金融機関の改革について｣ を閣議決定

< 平成15年>
3 月25日 第 3回道路関係四公団民営化に関する政府 ･与党協議会

(道路関係四公団民営化に関し直ちに取り組む事項について報告)
月 12日 ｢本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成15年度において緊急に講ずべき特別措

置に関する法律｣ 及び ｢高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律｣ が成立
月22日 第 5回道路関係四公団民営化に関する政府 ･与党協議会

(民営化の基本的枠組みを決定)
･道路の建設 ･管理 ･料金徴収等を行う会社と、資産 ･債務の保有と債務返済を行う機構を設立
･道路公団は3社に分割
債務を民営化後45年以内に返済し、無料開放
高速自動車国道の有料残事業費を10.5兆円に縮減、管理コストを3割縮減
抜本的見直し区間 (5区間143km) を設定

･高速自動車国道料金を平均 1割程度引き下げ
･会社の自主性を尊重した新規建設 (事業中区間の協議制、新規区間の申請主義)

12月25日 第 1回国土開発幹線自動車道建設会議
27区間699kmを新直轄方式に切り替え

< 平成16年>
6月 2 日 道路関係四公団民営化関係 4法案成立、 6月 9 日公布 ･一部施行

･高速道路株式会社法案
独立行政法人日本高速道路保有･債務返済機構法案
日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律案
日本道路公団等民営化関係法施行法築

く平成17年>
5 月30日 高速道路株式会社の第 1回設立委員会 (~ 第 3回 9月15日)
6 月30日 第 1回高速道路株式会社及び独立行政法人日本高速道路保有 ･債務返済機構資産評価委員会

(~ 第 3回 9月12日)
10月 1 日 高速道路株式会社 (6社) と独立行政法人日本高速道路保有 ･債務返済機構が成立

1日 暫定協定策定

< 平成18年>
2月 7 日 第2回国幹会議

･ 7区間l22kmを新直轄方式に切り替え (計822km)
2 月 10日 高速道路株式会社が新設又は改築を行うべき高速道路の大臣指定



ノ熊爺 〆テク
テク 新たに新直轄方式に切り替わる区間

　　　　 　　　　
　　

　

　 　　　　　　　

ノ溌. ＼ “ソ タ 斡ん 路 線 名 区 闇

/ 葬拳 i ムがp ① 北海遺縦貫目勁單道 撫 ~ 大沼
ノ ー鳶l. ＼ ② 日本海沿摩東北識廳趙 荒川 ~ 鯛日

斡、 路 .線 名 区 間

≦①
く△" -

北海道縦貫自動車道 七飯 ~ 大沼
日本淺税台座東ロヒ自動服趙 荒川 ~ 期日

③ 東北中央自動車道 東嶺 ~ 尾花沢
④ 中部横断自動車道 富沢 ~ 六郷
、企拶1近畿自動車道

四国横断自動率強
田辺 ~ 白浜
とぼつし± にくしばひがL小松島 ~ 徳島寮⑧-

⑦ 東九州自動車道 佐伯 ~ ‐斡江

で癈遜道路妻田嚇寂燕株式会社

高速自動市‐国、蓉
-霊一 供用区間
竈1鼈111 壁備計臆区間

　　　　　　　
　　　　 　　　　　　

　　　　 　　　 　　 　 　　　　　　---- 供用区間

事萬区間

“廿面区間

鬮圏蜥蔭防式に切り螫ゎる区間 高筑目廟鬮:並行する目輔蝿用磁
@ ジャンクションの追加塾館野薩変集 雲ニ三ニニ 供用区間

図 4 国土開発幹線自動車道計画図 (平成18年 2月 7 日)



遭
蹄
脆
識
の
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
に
つ
い
て

道
路
局
地
方
道
･
環
境
課
道
路
環
境
調
査
室

小
池

昭
広

一

は
じ
め
に

昨
年
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
重
篤
な
健
康
被
害
が
社
会

問
題
と
し
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
政
府
の

｢ア
ス
ベ

ス
ト
問
題
へ
の
当
面
の
対
応
｣
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
道
路
施
設
に
お
け
る
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
状
況

に
つ
い
て
道
路
管
理
者
等
に
調
査
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、

道
路
に
関
連
す
る
建
築
物
へ
の
吹
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
等
の

使
用
、
各
種
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
資
材
の
使
用
の
ほ
か
、

土
木
構
造
物
へ
の
吹
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
等
の
使
用
事
例

や
、
試
験
的
な
施
工
と
し
て
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
に
ア
ス

ベ
ス
ト
が
含
有
さ
れ
て
い
た
事
例
が
判
明
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
結
果
を
踏
ま
え
、
学
識
経
験
者
･
専
門
家
を
委
員

と
し
た

｢道
路
施
設
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
検
討
委
員
会
｣
が

開
催
さ
れ
、
道
路
関
連
施
設
に
お
け
る
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使

用
状
況
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
分
類
毎
の
対
応
方
針
、
今
後
の

対
応
の
あ
り
方
な
ど
を

｢道
路
施
設
に
お
け
る
ア
ス
ベ
ス

ト
対
策
に
つ
い
て
｣
と
し
て
取
り
ま
と
め
て
い
た
だ
い
た

と
こ
ろ
で
す
。

本
稿
で
は
、
道
路
施
設
の
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
と
し
て
、

委
員
会
報
告
書
の
概
要
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
本
稿
の
記
述
の
う
ち
、
委
員
会
報
告
書
の
内
容

に
つ
い
て
原
文
を
参
照
し
な
く
て
も
ご
理
解
頂
け
る
よ
う

に
、
ま
た
紙
数
の
都
合
も
あ
り
、
表
の
ア
レ
ン
ジ
や
箇
所

名
の
省
略
を
い
た
し
ま
し
た
。
委
員
会
の
議
事
要
旨
と
報

告
圭
星
寸
に
つ
い
て
は
、
文
末
に
記
載
す
る
道
路
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
公
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、詳
し
い
内
容
は
、

こ
ち
ら
で
確
認
し
て
頂
く
よ
う
に
お
願
い
致
し
ま
す
。

二

報
告
書
の
構
成

道
路
施
設
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
検
討
委
員
会
の
報
告
書

は
、
平
成
一
七
年
三
一月
に

｢道
路
施
設
に
お
け
る
ア
ス

ベ
ス
ト
対
策
に
つ
い
て
｣
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し

た
。報

告
書
の
構
成
は
、
冒
頭
に
ア
ス
ベ
ス
ト
に
つ
い
て
解

説
し
、
本
文
で
は
最
初
に
ア
ス
ベ
ス
ト
関
係
法
令
と
し
て

｢労
働
安
全
衛
生
法

(石
綿
障
害
予
防
規
則
)｣
｢大
気
汚

染
防
止
法
｣
｢廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
｣

を
概
説
し
て
い
ま
す
。
次
に
、
建
築
物
に
お
け
る
吹
付
け

ア
ス
ベ
ス
ト
等
に
関
す
る
各
種
政
府
調
査
と
、
そ
れ
ら
と

整
合
を
図
り
な
が
ら
実
施
し
た
道
路
関
連
施
設
に
係
る
調

査
と
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
ま
す
。
調
査
結
果
に

つ
い
て
は
、
｢吹
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
等
使
用
建
築
物
｣
｢吹

)直行セ 20063 9



付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
等
使
用
道
路
構
造
物
｣
｢ア
ス
ベ
ス
ト

含
有
資
材
｣
｢
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
舗
装
｣
に
分
け
て
、
使

用
状
況
と
対
策
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

道
路
関
連
施
設
ご
と
に
飛
散
防
止

･
ば
く
露
防
止
の
対

策

･
対
応
方
針
を
ま
と
め
、
最
後
に
法
令
遵
守
や
記
録
の

作
成
、
巡
回
･
点
検
な
ど
道
路
管
理
上
必
要
な
今
後
の
対

応
を
示
し
て
い
ま
す
。

三

道
路
関
連
建
築
物
に
お
け
る
吹
付
け
ア
ス

ベ
ス
ト
等
の
状
況

道
路
関
連
建
築
物
は
、
除
雪
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
管
理
事

務
所
、
高
速
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
棟
や
料
金
所
な

ど
の
施
設
で
、
国
土
交
通
省
の
各
地
方
整
備
局
等
が
管
理

す
る
直
轄
国
道
に
お
け
る
二
、
二
〇
五
施
設
、
及
び
道
路

公
団
民
営
化
に
よ
り
発
足
し
た
各
高
速
道
路
株
式
会
社
の

管
理
す
る
高
速
道
路
に
お
け
る
四
、
0
三
二
施
設
に
つ
い

て
吹
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
･
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
吹
付
け
ロ
ッ

ク
ウ
ー
ル
の
使
用
状
況
を
調
査
し
ま
し
た
。そ
の
結
果
は
、

表
1

(平
成
一
七
年
三
一月
二
〇
日
現
在
)
の
と
お
り
で

す
。施

設
の
種
類

･
使
用
部
位
ご
と
に
対
策
状
況
を
見
る

と
、
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
レ
ス
ト
ラ
ン
棟
や
料
金
所
な
ど

多
数
の
方
が
接
す
る
部
位
に
つ
い
て
は
す
べ
て
除
去
･
封

じ
込
め
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
今
後
対
策
を
実

施
す
る
予
定
の
施
設
は
、
ほ
と
ん
ど
が
電
気
室
や
機
械
室

な
ど
立
ち
入
り
が
限
定
さ
れ
た
部
位
を
有
す
る
も
の
と
な

表 道路関連建築物における吹付けアスベスト等の状況
(施設数)

直轄国道 高速道路 計

措置済 3 QJRU 範
今後対策を実施 14 鶉 ね
詳細調査中 第 Û に･〕

ず･上

計 32 142 74

っ
て
い
ま
す
。
最
終
的
に
は
す
べ
て
除
去
さ
れ
ま
す
が
、

そ
れ
ま
で
の
間
は
、
封
じ
込
め
･
囲
い
込
み
の
措
置
が
講

じ
ら
れ
ま
す
。

な
お
、

一
つ
の
施
設
に
複
数
の
使
用
部
位
が
あ
る
場
合

に
は
、
全
て
の
部
位
の
措
置
が
終
了
す
る
ま
で

｢今
後
対

策
を
実
施
｣
の
施
設
と
し
て
計
上
し
て
い
ま
す
。

四

道
路
関
連
土
木
構
造
物
に
お
け
る
取
付
け

ア
ス
ベ
ス
ト
篭
の
状
況

道
路
関
連
土
木
構
造
物
に
お
け
る
吹
付
け
ア
ス
ベ
ス

表 2 道路関連土木構造物における吹付けアスベスト等の状況

使用箇所 種 類 目 的 措置状況

1
.

鉄道を跨ぐ人道橋
の床版下側

アスベスト含有吹付け
ロ ック ウ ー ル

た
の

れ
グ

さ
ン
め

置
冴
た

設
づ
光

に
ご
認

橋
ド
獅

道

一
果

人
口
効

去

っ
工

除

に
と

は

去
関

外

除
機
o

以

の
係
中

部

部
開
議

断

断

、協

横
0横
は
の

道
了
道
て
等

鉄
完
鉄
い
法

2
,

地下道天井部 スべスアけ“付
"

n= 楜
了続除

o

し
済讓時速一

交

遮
た

主を
し

ト
置

イ
設
側

ラ
で
内

ド
的
の

ッ
目
ル

へ
る
ネ

･す
ン

3
光
ト

ト
◆

スべスア汁
ヴ

一･吹 てしと材音防

去
制
と

除
規
関

o通
機

済
交
係

施

、関

実
法
て

策
工
い

対
の
つ
中

急
事
に
議

応
工
等
協

" 道行セ 2006.3



ト
･
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
吹
付
け
ロ
ッ
ク
ウ
ー
ル
の
使
用
状

況
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
七
年
一
二
月
二
〇
日
現
在
、
三

例
が
報
告
さ
れ
、
そ
の
概
略
は
、
表
2
の
と
お
り
で
す
。

大
気
中
の
ア
ス
ベ
ス
ト
濃
度
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
三
例

と
も
大
気
汚
染
防
止
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
ア
ス
ベ
ス
ト

を
使
用
す
る
工
場
等
の
敷
地
境
界
基
準

(
一
〇
本
/
L
)

を
下
回
っ
て
い
ま
し
た
が
、
除
去
工
事
を
実
施
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
｢石
綿
障
害
予
防
規
則
｣
｢大
気
汚
染
防
止
法
｣

は
、
屋
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
構
造
物
を
対
象
と
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
報
告
書
で
は
、
解
体

･
撤
去
時
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
関
連
規
定
を
準
用
し
て
措
置
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

五

道
路
関
連
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
資
材

道
路
施
設
に
お
け
る
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
資
材
の
用
途
情

報
に
つ
い
て
は
、
｢既
存
建
築
物
に
お
け
る
石
綿
使
用
の

事
前
診
断
監
理
指
針

(㈲
日
本
石
綿
協
会
)｣
な
ど
か
ら

製
造
会
社
を
選
定
し
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
す
る
な

ど
の
情
報
収
集
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
保
温
材
･
断
熱
材
･
耐
火
被
覆
材
と
し
て

飛
散
性
の
資
材
が
主
に
建
築
物
に
使
用
さ
れ
、
ト
ン
ネ
ル

内
装
化
粧
板

･
遮
音
壁
と
し
て
非
飛
散
性
の
資
材
が
主
に

土
木
構
造
物
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
用
途
情
報
は
、
報
告
書
及
び
参
考
資
料
に

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

報
告
書
で
は
、
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、
用
途
情
報
に

基
づ
く
使
用
状
況
の
把
握

･
記
録
･
状
態
の
監
視

･
計
画

的
な
除
去
を
促
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

写真 1 人道橋床版下側
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写真 3 遮光トンネル全景



穴

ア
ス
ベ
ス
ト
富
有
舗
装

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
舗
装
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
担
当

職
員
や
0
B
、業
界
関
係
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
か
ら
、

昭
和
四
0
~
五
五
年
頃
に
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
耐
摩
耗
性

表

含有位置 表層のみ
外以

み
層
の

表 搬珍
調査時は無 計

箇所単位 2 10 リ
ム

R
U 22

路線単位 2 A
V

リ
ム

ヮ
‘

ワ!ず4

の
向
上
等
を
目
的
と
し
て
試
験
的
、
ま
た
は
限
定
的
に
施

工
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

工
事
記
録
か
ら
、
全
国
一
七
路
線
二
二
ヵ
所
で
の
施
工

が
確
認
さ
れ
、
残
存
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
全
箇
所
で

補
修
履
歴
の
調
査
と
採
取
し
た
コ
ア
の
分
析
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
概
略
は
、
表
3
の
と
お
り
で
す
。

表
層
に
含
有
が
確
認
さ
れ
た
ヵ
所
で
は
大
気
中
の
ア
ス

ベ
ス
ト
濃
度
を
測
定
し
、
全
て
の
箇
所
に
お
い
て
大
気
汚

染
防
止
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
ア
ス
ベ
ス
ト
を
使
用
す
る

工
場
等
の
敷
地
境
界
基
準

(
一
〇
本
/
L
)
を
下
回
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
後
の
劣
化
等
に
よ

る
飛
散
を
予
防
す
る
た
め
オ
ー
バ
ー
レ
イ
舗
装
に
よ
る
封

じ
込
め
が
実
施
さ
れ
、
平
成
一
七
年
三
一月
二
七
日
現
在

で
す
べ
て
措
置
済
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

穴

お
わ
り
に

ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
関
係
法
令
を
遵

守
し
政
府
全
体
の
対
応
と
整
合
を
図
り
つ
つ
、
安
全
･
安

心
な
対
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
道
路
局
に
お

い
て
は
委
員
会
の
報
告
書
を
受
け
て
、
道
路
管
理
者
の
ア

ス
ベ
ス
ト
対
策
の
推
進
を
促
す
た
め
、
｢道
路
施
設
に
お

け
る
ア
ス
ベ
ス
ト
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

(平
成
一
八
年

一
月
三
一日
道
路
局
長
通
知
)｣
を
発
出
し
た
と
こ
ろ
で

す
。
各
道
路
管
理
者
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
使
用
状
況
の

把
握
、
飛
散
防
止
･
ば
く
露
防
止
策
の
推
進
、
巡
回
･
点

検
等
の
体
制
の
整
備
、
情
報
の
共
有
な
ど
に
一
層
努
め
て

頂
き
ま
す
よ
う
、
お
願
い
致
し
ま
す
。

ま
た
、
除
去
工
事
等
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
交
通
規
制

等
が
必
要
と
な
る
場
合
に
は
、
道
路
利
用
者
及
び
関
係
機

関
に
ご
迷
惑
を
お
か
げ
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。

国
土
交
通
省
道
路
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　

T
O
P
↓
道
路
I
R
↓
審
議
会
･
委
員
会
↓
道
路
施

設
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
検
討
委
員
会

物 道イテセ 20063



ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
利
用
終
了
に
つ
い
て

j
三
月
一
目
よ
り
E
T
C
へ
の
付
替
え
及
び
払
戻
し
が
始
ま
り
ま
し
た
i

道
路
局
有
料
道
路
課

栗
原

靖
幸

一

は
じ
め
に

ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
社
会
の
キ
ャ
ッ
シ

ュ
レ
ス
化
や
利
用
者
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
昭
和
六
二

年
一
二
月
か
ら
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
小
口
利
用
者
へ

の
割
引
制
度
を
拡
充
す
べ
き
と
の
多
く
の
声
を
受
け
、
平

成
七
年
四
月
よ
り
、
八
、
0
O
0
円
の
プ
レ
ミ
ア
の
付
い

た
五
0
、
0
0
0
円
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
が
導
入
さ
れ

た
。し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
五
0
、
0
0
0
円
券
の
偽
造
が

平
成
=
年
頃
か
ら
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
道
路
関

係
四
公
団

(当
時
、
以
下
同
じ
。)
に
お
い
て
は
、
諾
々
の

対
策
を
講
じ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
使
用
･
流
通
が
後
を

絶
た
な
い
状
況
で
あ
る
と
と
も
に
、
東
/
中
/
西
日
本
高

速
道
路
株
式
会
社

(旧
日
本
道
路
公
団
、
以
下

｢三
会
社
｣

と
い
う
。)
だ
け
で
、
約
三
五
〇
億
円
を
超
え
る
多
大
な
被

害
が
発
生
す
る
見
込
み
で
あ
り
、
深
刻
な
社
会
問
題
化
し

た
こ
と
な
ど
か
ら
、
五
0
、
0
0
0
円
券
及
び
三
0
、
0

0
〇
円
券
の
高
額
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
は
平
成
エ
ハ年
三

月
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
、
今
般
一
○
、
0
0
0
円
以
下
の

全
て
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
利
用
終
了
に
至
っ
た
。

各
高
速
道
路
株
式
会
社

(以
下

｢各
会
社
｣
と
い
う
。)

に
お
い
て
は
、
E
T
C
を
活
用
し
た
多
様
で
弾
力
的
な
割

り
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
ハ
イ

ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
導
入
か
ら
、
今
般
の
全
廃
に
至
る
ま
で

の
経
緯
と
と
も
に
、
各
割
引
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

二

ハ
イ
ウ
エ
イ
カ
ー
ド
の
導
入
に
つ
い
て

ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
は
、
高
速
道
路
の
利
用
に
あ
た
っ

て
、
大
口
の
多
頻
度
利
用
者
に
お
い
て
は
、
｢別
納
割
引
｣

(当
時
)
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
般
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る

小
口
の
多
頻
度
利
用
者
に
対
す
る
割
引
に
つ
い
て
は
、
主

に
一
般
有
料
道
路
に
お
け
る
回
数
券
割
引
し
か
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
一
般
ユ
ー
ザ
ー
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

及
び
利
用
の
定
着
を
図
る
と
と
も
に
、
社
会
の
キ
ャ
ッ
シ

ュ
レ
ス
化
に
応
え
る
も
の
と
し
て
、
昭
和
六
二
年
か
ら
導

入
さ
れ
た
。

当
初
は
、
常
磐
自
動
車
道
に
お
い
て
、
券
種
は
一
、
0

0
0
円
券
、
三
、
0
0
0
円
券
、
五
、
0
0
0
円
券
、
一

○
、
0
0
0
円
券

(五
〇
〇
円
の
プ
レ
ミ
ア
)
及
び
三
○
、

0
0
0
円
券

(二
、
五
〇
〇
円
の
プ
レ
ミ
ア
)
が
導
入
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
順
次
拡
大
さ
れ
、
平
成
二
年
四
月
に
は

高
速
道
路
全
路
線
に
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
導
入
が
完
了

し
た
。
ま
た
、
平
成
元
年
三
月
よ
り
阪
神
高
速
道
路
で
、

平
成
元
年
三

月
よ
り
本
州
四
国
連
絡
道
路
で
、
さ
ら
に

道行セ 2006.3 影



平
成
二
年
四
月
よ
り
首
都
高
速
道
路
で
使
用
可
能
と
な
っ

た
。し

か
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
、
一
般
ユ
ー
ザ
ー
で
あ

る
小
口
の
多
頻
度
利
用
者
に
対
す
る
料
金
割
引
に
つ
い
て

は
、
大
口
の
多
頻
度
利
用
者
に
比
べ
、
必
ず
し
も
十
分
と

は
言
え
ず
、
高
額
･
高
割
引
率
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の

導
入
を
求
め
る
利
用
者
の
声
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
要
望

に
対
し
て
、
他
の
割
引
制
度
と
の
均
衡
に
配
慮
し
つ
つ
検

討
を
し
た
結
果
、
平
成
七
年
四
月
よ
り
、
八
、
0
0
0
円

の
プ
レ
ミ
ア
を
付
加
し
た
五
0
、
0
0
0
円
券
の
ハ
イ
ウ

ェ
イ
カ
ー
ド
の
発
売
を
開
始
し
た
。

亘

偽
造
ハ
イ
ウ
エ
イ
カ
ー
ド
の
発
見
に
つ
い
て

五
○
、
0
0
0
円
券
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
は
、

一
般

ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
小
口
の
多
頻
度
利
用
者
に
対
す
る
割
引

制
度
と
し
て
、
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
図
ら
れ
、
広

く
浸
透
し
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
三

年
五
月
に
初

め
て
そ
の
偽
造
券
が
発
見
さ
れ
た
。

道
路
関
係
四
公
団
に
お
い
て
は
、
こ
の
事
態
を
受
け
、

た
だ
ち
に
ポ
ス
タ
ー
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
注
意
喚
起
を

す
る
と
と
も
に
、
警
察
へ
の
届
出
、
チ
ケ
ッ
ト
商
組
合
へ

の
情
報
提
供
を
行
っ
た
。
ま
た
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
機

器
に
偽
造
券
の
利
用
を
防
ぐ
機
能
を
追
加
し
、
さ
ら
に
、

偽
造
防
止
の
た
め
に
、
平
成
三

年
八
月
に
、
五
〇
、
O

0
0
円
券
の
新
型
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド

(ホ
ロ
グ
ラ
ム

･

透
か
し
印
刷
付
き
)
を
発
売
し
た
(同
年
一
〇
月
に
一
0
、

0
0
0
円
券
、
同
年
三

月
に
三
0
、
0
0
0
円
券
も
新

型
で
販
売
開
始
)。

し
か
し
な
が
ら
、
偽
造
対
策
と
し
て
導
入
し
た
新
型
ハ

イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
に
よ
り
、
一
時
は
沈
静
化
し
た
よ
う
に

も
見
え
た
が
、
平
成
一
二
年
三
一月
に
お
い
て
、
新
型
ハ

イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
偽
造
券
が
新
た
に
発
見
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
、
平
成
一
三
年
四
月
に
は
、
旧
型
の
ハ
イ

ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
利
用
を
停
止
し
、
新
型
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ

カ
ー
ド
に
切
り
替
え
を
行
っ
た
。

ま
た
、
阪
神
高
速
道
路
公
団

(当
時
)
に
お
い
て
は
、

そ
の
抜
本
的
な
対
策
と
し
て
、
平
成
一
三
年
八
月
を
も
っ

て
、
五
0
、
0
0
0
円
券
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
販
売

を
停
止
し
た
。

一
方
、
日
本
道
路
公
団

(当
時
、
以
下
同
じ
。)
に
お

い
て
は
、
チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
の
構
築
や
更
な
る
高
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
検
討
な
ど
有
効
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
る
偽
造
対
策
を
進
め
て
い
た
こ
と
や
E
T

C
が
平
成
一
二
年
四
月
に
千
葉
地
区
に
お
い
て
、
初
め
て

試
行
運
用
が
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
全
国
展
開
が
さ
れ

て
い
な
い
状
況
の
中
で
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
代
替
施

策
を
講
じ
な
い
ま
ま
、
販
売
を
停
止
す
る
こ
と
は
、
膨
大

な
販
売
量
や
利
用
者
数
か
ら
も
余
り
に
社
会
的
な
影
響
が

大
き
過
ぎ
る
こ
と
か
ら
販
売
停
止
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
、
被
害
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
三
年

一
〇
月
に
、

ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
機
器
が
盗
難
に
あ
う
と
い
う
事
件
ま

で
発
生
し
た
。

四

E
T
C
の
全
国
展
開
及
び
E
T
C
前
払
割

引
の
導
入
に
つ
い
て

E
T
C
路
側
機
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
一年
四
月

か
ら
日
本
道
路
公
団
の
千
葉
地
区
及
び
首
都
高
速
道
路
の
一

部
の
五
四
ヵ
所
の
料
金
所
で
E
T
C
の
試
行
運
用
が
開
始
さ

れ
、
同
年
六
月
に
は
沖
縄
地
区
で
、
ま
た
同
年
一
二
月
か
ら

は
阪
神
高
速
道
路
の
一
部
料
金
所
で
も
実
施
さ
れ
た
。

こ
の
結
果
を
受
け
て
、
平
成
一
三
年
三
月
よ
り
全
国
六

三
料
金
所

(千
葉
地
区
、
沖
縄
地
区
、
首
都
高
速
道
路
の

一
部
料
金
所
)
を
皮
切
り
に
、
E
T
C
の
一
般
運
用
が
ス

タ
ー
ト
し
た
。

そ
の
後
、
E
T
C
が
利
用
可
能
な
料
金
所
を
急
ピ
ッ
チ

で
増
加
さ
せ
、
平
成
一
六
年
三
月
に
は
道
路
関
係
四
公
団

の
全
料
金
所
約
一
、
三
〇
〇
ヵ
所
の
う
ち
、
一
、
二
一
七

ヵ
所
の
料
金
所
で
利
用
が
可
能
と
な
っ
た
。

E
T
C
の
活
用
は
、
利
用
者
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
や
利
用

実
態
、
地
域
の
事
情
等
に
き
め
細
か
く
対
応
す
る
と
と
も

に
、
環
境
問
題
や
渋
滞
な
ど
一
般
道
路
等
の
課
題
の
解
決

や
高
速
道
路
の
有
効
活
用
等
を
図
る
た
め
の
料
金
制
度
の

き
め
細
か
い
運
用
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
必
要
不
可
欠

で
あ
り
、
平
成
一
二
年
一
一
月
の
道
路
審
議
会

(当
時
)

の
答
申
に
お
い
て
は
、
｢導
入
段
階
で
講
じ
た
施
策
や
民

間
に
お
け
る
取
り
組
み
に
よ
り
、
E
T
C
の
普
及
率
は
相

当
程
度
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
も
の
の
、
相

対
的
に
有
利
な
現
行
割
引
制
度
の
利
用
者
を
は
じ
め
一
部
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の
利
用
者
は
、
な
お
E
T
C
に
転
換
し
な
い
こ
と
も
予
想

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
E
T
C
の
前
納
型
割
引
に
よ
り
、
ハ

イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
、
回
数
券
の
機
能
を
E
T
C
に
集
約
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、
現
行
割

引
制
度
に
つ
い
て
、
負
担
の
公
平
の
観
点
も
考
慮
し
、
割

引
率
を
含
め
そ
の
見
直
し
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し

い
。｣
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
平
成
一
四
年
八
月
の
社
会
資

本
整
備
審
議
会
の
中
間
答
申
に
お
い
て
、
｢
ロ
ー
ド
プ
ラ

イ
シ
ン
グ
の
実
施
に
よ
る
交
通
需
要
の
調
整
、
均
一
料
金

制
を
採
用
し
て
い
る
有
料
道
路
に
お
け
る
短
区
間
割
引
の

導
入
、
有
料
道
路
間
の
乗
り
継
ぎ
割
引
等
、
E
T
C
を
活

用
し
た
多
様
な
料
金
施
策
を
展
開
し
、
有
料
道
路
利
用
者

へ
の
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
E
T
C
普
及
促
進
策
を
合
わ
せ
て
実
施
す
る

と
と
も
に
、
偽
造
が
社
会
問
題
化
し
て
い
る
ハ
イ
ウ
ェ
イ

カ
ー
ド
や
回
数
券
を
廃
止
し
、
割
引
策
を
E
T
C
に
よ
る

も
の
に
早
期
に
集
約
す
べ
き
で
あ
る
。｣
と
さ
れ
た
。

E
T
C
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
利
用
者
に
と
っ
て
大
変

便
利
で
快
適
な
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
走
行
を
可
能
に
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
渋
滞
の
緩
和
や
⑲
削
減
に
よ
る
環
境
改
善
等

に
効
果
が
あ
り
、
料
金
収
受
に
か
か
る
一
層
の
コ
ス
ト
削

減
、
さ
ら
に
は
、
利
用
履
歴
等
の
把
握
に
よ
り
多
様
で
弾

力
的
な
料
金
設
定
に
活
用
で
き
る
な
ど
、
単
に
E
T
C
を

利
用
す
る
人
の
み
な
ら
ず
、
E
T
C
を
利
用
し
な
い
人
も

含
め
た
国
民
全
体
に
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
普
及
ス
ピ
ー
ド
を
高
め
る
た
め
に
も
、
E
T
C

利
用
者
の
割
引
制
度
の
充
実
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
背
景
の
中
、
平
成
一
四
年
七
月
よ
り
、
利
用

者
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
普
及

促
進
を
図
る
も
の
と
し
て
、
E
T
C
を
活
用
し
た
初
め
て

の
割
引
制
度
と
な
る

｢E
T
C
前
払
割
引
｣
が
導
入
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
五
0
、
0
0
0
円
券
及
び
一
0
、
0
0
0

円
券
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
と
同
等
の
割
引
率
を
確
保
し

た
も
の
で
あ
る
。

五

高
額
券
の
ハ
イ
ツ
鴛
イ
カ
ー
ド
の
廃
止
に

つ
い
て

以
上
の
よ
う
に
、
割
引
施
策
の
E
T
C
へ
の
集
約
が
求

め
ら
れ
る
中
、
偽
造
ハ
イ
ウ
ェ
イ
力
!
ド
に
つ
い
て
は
、

道
路
関
係
四
公
団
に
お
い
て
、
諾
々
の
対
策
を
講
じ
て
き

た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
そ
の
新
た
な
使
用
･
流
通
が
後

を
絶
た
ず
、
道
路
関
係
四
公
団
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
利

用
者
が
偽
造
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
を
買
わ
さ
れ
て
し
ま
う

ケ
ー
ス
も
後
を
絶
た
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
や
偽
造
団
の

一
部
が
逮
捕
さ
れ
る
な
ど
社
会
問
題
化
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
、
平
成
一
四
年
三

月
一
二

日
、
国
土
交
通
大
臣
よ
り
高
額
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド

(五

0
、
O
0
〇
円
、
三
0
、
8

0
円
券
)
の
廃
止
の
指
示

が
あ

っ
た
。

道
路
関
係
四
公
団
に
お
い
て
は
、当
該
指
示
を
踏
ま
え
、

翌
平
成
一
五
年
一
月
二
一
日
に
、
当
該
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー

ド
に
つ
い
て
同
年
二
月
二
八
日
を
も
っ
て
販
売
を
終
了

し
、
平
成
一
六
年
三
月
一
日
か
ら
利
用
を
停
止
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
。

一
0
、
0
0
0
円
以
下
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
に
つ
い

て
は
、
そ
の
偽
造
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
を
持
た
な
い
方
も
い
る
こ
と
や
二
輪
車
E
T

C
が
未
整
備
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
引
き
続
き
利
用
で

き
る
も
の
と
し
た
。

六

E
T
C
を
活
用
し
を
割
引
霧
導
入
に
つ
い
て

道
路
関
係
四
公
団
に
お
い
て
は
国
と
連
携
し
つ
つ
、
前

述
の
審
議
会
答
申
で
も
提
言
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
割
引

策
を
E
T
C
に
よ
る
も
の
に
早
期
に
集
約
す
べ
く
、
全
料

金
所
へ
の
E
T
C
レ
ー
ン
設
置
や
普
及
促
進
策
を
打
ち
出

す
な
ど
そ
の
普
及
に
全
力
を
挙
げ
て
取
組
み
、
E
T
C
を

利
用
し
や
す
い
環
境
整
備
を
行
っ
た
。

こ
う
し
た
中
、
平
成
一
五
年
一
二
月
二
二
日
政
府

･
与

党
申
し
合
わ
せ
｢道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
の
基
本
的
枠

組
み
に
つ
い
て
｣
に
お
い
て
、
有
料
道
路
の
料
金
に
つ
い

て
は
、
民
営
化
ま
で
に
E
T
C
の
活
用
等
に
よ
る
弾
力
的

な
料
金
の
導
入
と
高
速
自
動
車
国
道
に
お
け
る
料
金
の
平

均
一
割
程
度
引
下
げ
を
実
施
す
る
よ
う
取
り
決
め
が
な
さ

れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
高
速
自
動
車
国
道
の
料
金
に
つ
い
て

は
、
民
営
化
に
向
け
た
コ
ス
ト
削
減
の
成
果
を
幅
広
く
利

用
者
を
は
じ
め
国
民
に
還
元
す
る
も
の
と
し
て
、
E
T
C

を
活
用
し
た
割
り
制
度
に
よ
り
、
平
均
一
割
以
上
の
弓
下
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表 1 有料道路別の主な割引制度の実施状況

＼ 東中･西日本高速道路株式会社 首都高速道路
株式会社

阪神高速道路

株式会社
本科l四国高速道路

株式会社高速自動車国道 その他

頻
出
度
"割
引【

一般

向け
マイレージ割引

(平成17年4月順 ~ )
マイレージ割引

(平成野年4月1日~ )
多頻度割引

(平成野年lo月1日~ )

マイレージ割引

(平成l7年10即日~ )

マイレージ割引

(平成17年6月旧 ~ )

業務
向け

大口･多頻度割引

(平成17年4即日~ )

大口･多頻度割引

(京藁アクア)

(平成“年4別日弓

多頻度割引
(平成将年め月l日~ )

多頻度割引
(平成l7年lo月旧~ )

大口多頻度割引
(平成17年4月旧 ~ )

時
錦
間緋
稲
割
器馴れ熱寺

深夜割引
(平成16年11月1日~ )

･午前0時~午前卵寺

3 0%割引

早朝夜間割引
(平成17年明日目~ )

･午後lo時~翌朝朝寺

海0%割引
通勤割引

(平成“年l月1旧 ~ )
午前6時~午前9時

午後5時~午後8時

海0%割引

夜間割引

(平蘭7年10月旧~ )

'午後lo時~午前6時

:20%割引

平日オフピーク割引
く平成l7年10月1日~ )

午前11時~午後3時

午後6時~午後lo時

:10%割引

休日割引
(平成17年10月旧 ~ )

日曜･祝日
全日20%割引

夜間割引
(平鹿7年10月旧 ~ )

午後7時~午前7時

;10%割引※

平日オフピーク割引
(平成l7年lo月旧 ~ )

･午前11時~午後4時

a o%割引
休日割引

(平成17年10月1日~ )

･土曜･日曜･祝日

:全日20%割引※

※阪神西線は半分の割引
率

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

0マイレージポイント2倍
キャンペーン0 7年度中)
○マイレージポイント3倍
キャンペーン
(平成17年1月へ3月の
土曜･日曜･祝日)

0新規申し込み600ポイン
トプレゼントキャンペーン

Oマイレージポイント2{音

キャンペーン(17年度中)

○マイレージポイント3倍

キャンペーン

(平成17年朗 ~ 3月の

土曜･日曜･祝日)

0新規申し込み600ポイン

トプレゼントキャンペーン

平日オンピーク時間帯
3%割引キャンペーン(I7
年度祠

平日オンピーク時間帯
3%割引キャンペーンG 7
年度中)

七

ハ
イ
ウ
エ
イ
カ
ー
ド
の
全
廃
並
び
に
E
T

C
へ
の
付
替
え
及
び
払
戻
し
に
つ
い
て

ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
支
払
い
手
段
の
多

様
化
の
一
環
と
し
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
を
進
め
る
と
と

も
に
、
サ
ー
ビ
ス
タ
イ
ム
の
向
上
や
支
払
い
の
効
率
化
な

ど
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

一
方
、
当
該
割
引
施
策
は
、
E
T
C
車
を
対
象
と
し
た

内
容
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
持
た

な
い
方
や
二
輪
車
な
ど
全
て
の
利
用
者
が
E
T
C
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
方
策
の
検
討
を
進
め

る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
、
各
会
社
に
お
い
て
は
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
持
た
な
い
方
で
も
、
一
定
額
の
保

証
金
を
事
前
に
支
払
い
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
通
行
で
き

る
E
T
C
パ
ー
ソ
ナ
ル
カ
ー
ド
を
共
同
で
発
行
す
る

(平

成
一
七
年
三

月
二
九
日
よ
り
随
時
受
付
)
な
ど
の
取
組

ま
た
、
首
都
高
速
道
路
や
阪
神
高
速
道
路
な
ど
に
お
い

て
も
、
E
T
C
を
活
用
し
た
曜
日
別
時
間
帯
別
割
り
な
ど

を
実
施
し
て
い
る

(各
会
社
の
割
引
メ
ニ
ュ
ー
は
表
1
参

げ
を
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
一
六
年
一
一
月
一
日
か
ら
実

施
し
た

｢深
夜
割
引
｣
(0
~
四
時
に
利
用
し
た
場
合
に

三
割
引
)
を
皮
切
り
に
、
各
種
割
引
メ
ニ
ュ
ー
を
実
施
し

み 成 る 証 ク る す な 内 照 を て て 三 施 げ
ノ、 七 を - E 金 し こ こ る い 容 一 ち 美 も ま い 割 し を

C 実 七 T を ジ の と こ 方 と 方 施 、 た る

ヘ ハ 夢生只議てきが券宝蓼、メ を基
、

て 一 l
い 月 ソ

をニ ル

　 　　　　　　め 用 た

定 い 討 C ド 象 は 割 ど を た
額 夢 を を を と 表 引 に 実 場
　 　　

　 　

保 燐
進 利 持 し 1 な お 施 合
め 用 た た 参 ど い し に
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の
偽
造
の
総
被
害
額
が
、
三
会
社
だ
け
で
、
約
三
五
〇
億

円
を
超
え
る
多
大
な
被
害
が
発
生
す
る
見
込
み
で
あ
り
、

ま
た
、

一
0
、
0
0
0
円
券
以
下
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド

に
つ
い
て
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
強
化
以
降
、
偽
造
被
害

は
出
て
い
な
い
も
の
の
、
料
金
所
で
使
用
で
き
な
い
ハ
イ

ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
を
鑑
定
し
た
結
果
、
偽
造
券
で
あ
る
場
合

や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
お
け
る
偽
造
券
に
よ
る
す

り
替
え
詐
欺
事
件
の
発
生
な
ど
偽
造
行
為
が
後
を
経
た
な

い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
抜
本
的
に
対
応
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
道
路
関
係
四
公
団
に
お
い
て
は
、
偽
造
の

防
止
と
E
T
C
へ
の
集
約
を
進
め
る
た
め
に
、
平
成
一
七

年
九
月
一
五
日
二
四
時
を
も
っ
て
、
一
0
、
0
0
0
円
以

下
全
て
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
販
売
を
終
了
し
、
平
成

一
人
年
四
月
一
日
0
時
を
も
っ
て
、
再
発
行
を
含
む
全
て

の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
使
用
を
停
止
す
る
こ
と
を
決
め

た
。全

廃
に
伴
い
、
平
成
一
人
年
三
月
一
日
か
ら
、
ハ
イ
ウ

ェ
イ
カ
ー
ド
の
残
数
の
払
戻
し
を
以
下
の
要
領
に
従
い
、

郵
送
受
付
ま
た
は
窓
口
受
付
に
よ
り
開
始
し
た

(詳
細
は

各
会
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
昭
雫

◆
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
払
戻
し
要
領

-

ハ
イ
カ
の
取
扱
い
に
つ
い
て

1

E
T
C
へ
の
付
替
え

ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
残
数
の
E
T
C
へ
の
付
替
え

は
、
そ
の
残
数
を

｢
ハ
イ
カ
･
前
払
｣
残
高
管
理
サ
ー
ビ

ス
の
前
払
金

(残
高
)
に
付
け
替
え
て
、
高
速
道
路
等
を

E
T
C
で
通
行
さ
れ
た
料
金
の
支
払
い
に
充
て
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
。

E
T
C
へ
の
付
替
え
に
際
し
て
は
、
｢
ハ
イ
カ
･
前
払
｣

残
高
管
理
サ
ー
ビ
ス
へ
の
事
前
の
ユ
ー
ザ
ー
登
録
が
必
要

と
な
る
。
既
に
E
T
C
前
払
割
弓
サ
ー
ビ
ス
に
登
録
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
同
一
の
ユ
ー
ザ
ー
I
D
及
び
パ
ス
ワ
ー

ド
で

｢
ハ
イ
カ
･
前
払
｣
残
高
管
理
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で

き
る
の
で
、
新
た
な

｢
ハ
イ
カ
･
前
払
｣
残
高
管
理
サ
ー

ビ
ス
登
録
の
必
要
は
な
い
。

②

払
戻
し

ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
の
残
数
を
左
記
の
計
算
式
に
よ
り

精
算
し
た
上
で
払
い
戻
す
。

○
払
戻
し
金
額
計
算
式
(
一
円
未
満
の
端
数
は
切
り
上
げ
)

払
戻
し
金
額
=

ハ
イ
カ
の
残
数
×

(販
売
価
額
÷
券
面
金
額
)

※

再
発
行
ハ
イ
カ
に
つ
い
て
は
、
再
発
行
前
の
元
ハ

イ
カ
の
販
売
価
額
及
び
券
面
金
額
に
よ
り
計
算
。

2

受
付
の
方
法
に
つ
い
て

①

ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
は
、
所
定
の
事
項
を
記
入
し

た
｢
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
残
数
E
T
C
付
替
申
込
書
｣

ま
た
は

｢
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
払
戻
申
込
書
｣
を
同

封
し
、
｢書
留
郵
便
｣
に
て
、
｢ニ
ニ
ニ
ー
八
七
九
〇

港
北
郵
便
局
私
書
箱
四
〇
号

ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド

共
同
受
付
セ
ン
タ
ー
｣
宛
て
郵
送
。

料
金
所
及
び
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
･
パ
ー
キ
ン
グ
エ

リ
ア
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
備
え
付
け
の
専
用

封
筒

(料
金
受
取
人
払
)
を
利
用
す
る

(専
用
封
筒

の
郵
送
も
可
能
)。

各
申
込
書
は
、
六
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
、
表
2
の
窓
口
受
付
場
所
で
も
用
意

し
て
い
る
。

②

平
成
一
人
年
三
月
一
日

(水
)
か
ら
平
成
一
九
年

二
月
二
八
日

(水
)
ま
で
の
期
間
内
に
取
扱
窓
口
で

受
け
付
け
ら
れ
た

｢書
留
郵
便
｣
に
よ
り
送
ら
れ
た

申
込
に
つ
い
て
、
受
け
付
け
る
。

③

払
戻
し
に
際
し
て
は
、
原
則
と
し
て
銀
行
、
信
用

金
庫
、
農
協
等
の
金
融
機
関
へ
の
振
込
と
な
る
が
、

申
込
か
ら
振
込
ま
で
は
三
週
間
程
度

(申
込
が
集
中

し
た
場
合
は
、
一
カ
月
程
度
)
か
か
る

(振
込
手
数

料
は
六
会
社
で
負
担
)。

郵
送
受
付
の
他
に
も
、表
2
の
窓
口
で
も
受
付
を
行
う
。

八

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
お
り
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
に
つ

い
て
は
、
支
払
い
手
段
の
多
様
化
の
一
環
と
し
て
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
サ
ー
ビ
ス
タ
イ
ム
の

向
上
や
支
払
い
の
効
率
化
な
ど
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
て

き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
偽
造
が
社
会
問
題
化
し
た
こ

道々 テセ 20063 !7



今
後
に
お
い
て
も
、
利
用
者
の
利
便
の
観
点
か
ら
、
き

め
細
や
か
な
料
金
設
定
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
会

社
に
よ
る
民
間
の
経
営
セ
ン
ス
を
活
か
し
た
更
な
る
多
様

で
弾
力
的
な
料
金
設
定
が
行
わ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
よ
り
E
T
C
を
利
用
し
や
す
い
環
境
の
整

備
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
各
会
社
等
と
連
携
し
て
、
そ
の

普
及
に
全
力
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

各
会
社
に
お
い
て
も
普
及
促
進
策
が
実
施
さ
れ
、
こ
れ

ら
の
結
果
、
現
在
で
は
有
料
道
路
の
利
用
者
の
う
ち
、
五

0
%
を
超
え
る
方
が
E
T
C
を
利
用
す
る
ま
で
に
な
っ
て

と
へ
の
抜
本
的
な
対
策
と
と
も
に
、
E
T
C
へ
の
集
約
を

図
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
般
の
全
廃
に
至
っ
た
と
こ
ろ
で

社 め い ○ ら 普 備 あ 図 と
に 細 今 る % の 各 及 を こ る る へ
よ や “ を 者、 △ に 乙一 の o こ の

今 る % の 各 及 を こ る る へ
後 ( を 結 会 に 行 の o こ の
に 次 超 果 社 全 う た と 抜
お 頁 え 、 に 力 必 め
　 　 　 　 　 　 　 　

な 本
ど 的図 る

参 方 在 い
照 が で て

影 道イテセ 20063

表 2 各会社の窓口受付一覧

受付場所 受付期間 受付時間

東日本高

遠 道 路
㈱、中日

本高速道

路㈱及び

西日本高

速道路鱒

料金所事務室 平成 18 年 3月 1日(水)~

※無休

平成 l8 年 5月 31日(水)

までは 9:00 ~ 19 :00。

平成 18 年 6 月 1 日(木)

以降は 9:00 ~ l8;00。

支社･管理局 平成 班 年 3月 1日(氷)~

※土曜日、日離日、祝日及び年末年始期間 Q 2 月

29 日 ~ l月 3日)を除く。

9:00 () 18 :00

首都高速

道路㈱

西東京管理局

東東京管理局

神奈川管理局

平成 18 年 3月 1日(水)~

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始期間 (12 月

29 日 ~ 1月 3日)を除く。

※3月中は、金額の如何にかかわらず、振込のみの

対応。

9:30 () l8 :00

阪神高速

道路㈱

大阪管理部

神戸管理部

平成 18 年 3月 1日(水)~

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始期間 (12 月

29 日 ~ 1月 3日)を除く。

※3 月中は、金額の如何にかかわらず、振込のみの

対応。

9 :30 () 18 :00

(社)阪神有料
道路サービス

協会

9 :30 ^) l7;00

本州四国

連絡高速

道路㈱

料金所事務室 平成 18 年 3月 1日(水)~

※無休

※3 月中は、金額の如何にかかわらず、振込のみの

対応。

平成 18 年 5月 31日(水)

までは 9:00 ~ l9 ;00。

平成 18 年 6月 1 日(木)

以降は 9;00 ~ 17:00。



(平成 1 8年 3月 9日現在)
(利用台数:万台′日) (利用率)ETC利用の推移

H l8途/3‐H 18.3/9
約438万/日
利用率57.2%

--
斑

全国展開後
F

- - -- - --…-

　　　　　

4月 7月 鱒月 1月 4月 7月 1D月 1月 4月 7月 ゆ月 f月 4月 7月毛。月 1月 4月 7月 10月 1月
H13 H14 H l5 H16 H -7 HIB

圓圓 JH (H 17.9まで) 圓薹東日本高速 踵薑中日本高速 醗圓西日本高速
、薑鬮首都高速 こコ阪神高速 にコ本四高速 榊◇三利用率

ETC利用率(平成18年3月3日一平成18年3月9日平均)

東日本高速 中日本高速 西日本高速 首都高速 阪神高速 本四高速 全 国

ETC利用台数 約 u 63400台/日 約 892000台/日約 983,600台/日約 778,200台/日約 493700台/日約 め,800台/日約 絮説700台/日
(通行総台数) 約 2,130.400台/日 約す,496,000台/日約 l銅銭400台/日約 u 8f,600台/日約 864800台/日約 89.600台/日約 7,628.700台/日

ETC利用率(% ) 546 % 59.6% 52.7% 65.9%
･ 57.l% 567 % 572 %

(平成 1 8年3月 1 0日現在)
(集計:万台) (月間:万台)ET C車載器セットアップ台数

1201,200
1 106万台 3 10日 1101100

1001'000

900 ゞし ‐ 月間 約52万台(平成17年12月) ′

800 ＼レ

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

500 ザー--ーサ一｣---一【--で-【戸"----- -- ---〔一一一--…‐--【一

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

300 一----- ---栂優----- -蝋--優--“-"-““--""“-
　 　　 　　

200 一b一{------@鬘-"----{^-"~〆{- ･“

　
　　　

90

80

40

100

4月 7月 lo月 l月 4月 7月 10月 -月 4月 7月 10月 l月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
H13 H14 Hl5 H18 H17 H18

l
-璽團滋トありブ数(累磁珪 -

-セットアップ数(月間)-

図 E T C 利用率の状況及び E T C 車載器セットアップ台数
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自
動
車
専
卿
道
路
へ
の

利
便
施
設
の
連
結
に
つ
い
て

中
部
地
方
整
備
局
道
路
部
路
政
課

整
備
等
に
関
す
る
法
律
｣
に
よ
る
道
路
法
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
新
た
に
自
動
車
専
用
道
路
に
連
結
す
る
こ
と
が
で

き
る
施
設
に
関
す
る
諸
規
定
が
改
正
･
拡
充
さ
れ
、
連
結

す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
以
下
の
施
設
が
加
え
ら
れ
ま

し
た
。

･
当
該
自
動
車
専
用
道
路
の
通
行
者
の
利
便
に
供
す
る

た
め
の
休
憩
所
、
給
油
所
そ
の
他
の
施
設
又
は
利
用

者
の
う
ち
相
当
数
の
者
が
当
該
自
動
車
専
用
道
路
を

通
行
す
る
と
見
込
ま
れ
る
商
業
施
設
、
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
施
設
そ
の
他
の
施
設
。

･右
記
施
設
と
当
該
自
動
車
専
用
道
路
を
連
絡
す
る
通

路
そ
の
他
の
施
設
で
あ
っ
て
、
専
ら
右
記
施
設
の
利

用
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設

け
ら
れ
る
も
の
。

こ
れ
ら
の
施
設
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
自
動
車
専
用

鯛

連
結
制
度
の
概
要

自
動
車
専
用
道
路
は
、
自
動
車
の
み
の
一
般
交
通
の
用

に
供
さ
れ
る
道
路
で
あ
り
、
道
路
法
第
四
八
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
、
交
通
の
円
滑
又
は
交
通
騒
音
に
よ
り
生
ず

る
障
害
の
防
止
を
図
る
た
め
に
道
路
管
理
者
が
指
定
す
る

道
路
で
、
道
路
法
第
四
八
条
の

=
の
規
定
に
よ
り
自
動

車
専
用
道
路
へ
の
出
入
り
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、
一
般
者

が
立
ち
入
っ
た
り
、
徒
歩
等
で
通
行
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

従
来
、
自
動
車
専
用
道
路
に
連
結
で
き
る
施
設
は
、
道

路
法
第
四
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
道
路
等
に
限
定
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
平
成

一
七
年

一
〇
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た

｢日
本
道
路
公
団
等
の
民
営
化
に
伴
う
道
路
関
係
法
律
の

道
路
と
連
結
し
た
多
様
な
事
業
の
展
開
が
可
能
と
な
り
、

道
路
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、

自
動
車
専
用
道
路
を
介
し
て
地
域
と
の
交
流
が
一
層
可
能

に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
自
動
車
専
用
道
路
へ
の
施
設
の

連
結
が
拡
充
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
利
用
が
限
定

さ
れ
て
い
た
道
路
隣
接
地
の
土
地
利
用
の
可
能
性
が
広
が

り
、
有
効
活
用
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
｢連
結
｣
と
は
、
自
動
車
専
用
道
路
に
直
接
に
、

特
定
の
施
設
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

ま
た
、
連
結
者
が
道
路
利
用
者
か
ら
排
他

･
反
射
的
に

特
定
の
利
益
を
創
出
で
き
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
連
結
料

の
徴
収
と
い
っ
た
制
度
が
設
け
ら
れ
、
道
路
法
施
行
令
及

び
道
路
法
施
行
規
則
に
新
た
に
連
結
料
の
算
定
、
連
結
位

置
に
関
す
る
基
準
及
び
連
結
許
可
対
象
施
設
の
構
造
に
関

す
る
技
術
的
基
準
等
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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二

道
の
駅
『い
が
』

今
回
、
連
結
の
事
例
と
し
て
紹
介
す
る
道
の
駅
｢
い
が
｣

は
、
三
重
県
四
日
市
市
と
大
阪
府
大
阪
市
を
結
ぶ
一
般
国

道
二
五
号

(通
称

｢名
阪
国
道
｣
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。)

の
三
重
県
伊
賀
市
柘
植
町
内
の
下
り
側
に
あ
り
ま
す

(図

◎ 水谷印刷 2002

1
)
。一

般
国
道
二
五
号
は
、
中
部
地
方
整
備
局
管
内
に
お
い

て
は
昭
和
四
〇
年
三
一月
一
六
日
に
亀
山
市
太
岡
寺
地
先

か
ら
上
野
市
治
田
地
先
ま
で
の
約
四
一
･
六
踊
が
自
動
車

専
用
道
路
と
し
て
指
定
さ
れ
、
三
重
県
亀
山
市
と
奈
良
県

天
理
市
で
そ
れ
ぞ
れ
東
名
阪
･
西
名
阪
自
動
車
道
と
結
ん図 1 道の駅 ｢いが｣ 位置図

で
主
要
幹
線
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す

(交
通
量

五

二
、
四
九
七
台
/
H
n

平
日

伊
賀
市
)。

伊
賀
市
は
中
京

.
阪
神
圏
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
あ
た

り
、
道
路
利
用
者
の
休
憩
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
位
置
に
あ
り
ま
す
。

道
の
駅

｢
い
が
｣
の
前
身
は
、
路
側
駐
車
場
の
区
域
内

に
伊
賀
市
が
占
用
し
て
い
た
休
憩
施
設
で
す
が
、
築
三
五

年
を
経
過
し
て
老
朽
化
が
進
ん
だ
上
、
利
用
者
の
増
加
等

で
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
が
困
難
に
な
り
、
駐
車
場
の
拡

大
等
に
つ
い
て
利
用
者
等
か
ら
改
善
要
望
が
多
く
寄
せ
ら

れ
て
い
た
た
め
、
道
の
駅
制
度
を
活
用
し
た
形
へ
大
き
く

変
更
し
整
備
を
行
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
自
動
車
駐
車
場

と
休
憩

･
地
域
振
興
施
設
と
を
道
路
区
域
で
区
分
し
て
連

結
す
る
形
態
に
変
え
、
駐
車
エ
リ
ア
を
拡
大
し
た
こ
と
に

よ
り
、
抜
本
的
な
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
整
備
を
図
っ
た
も
の
で

す
。伊

賀
市
は
、
一
〇
月
一
日
の
道
路
法
改
正
に
よ
り
導
入

さ
れ
た

｢連
結
制
度
｣
を
活
用
し
て
、
中
部
地
方
整
備
局

長
あ
て
に
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
四
日
に
道
路
法
第
四
人

条
の
五
の
規
定
に
基
づ
く
連
結
許
可
の
申
請
を
行
い
、
中

部
地
方
整
備
局
長
は
平
成
一
七
年
三
一月
八
日
に
連
結
を

許
可
し
て
い
ま
す
。

ん親

三

施
設
の
概
要

道
の
駅

｢
い
が
｣
は
平
成
一
七
年
八
月
一
〇
日
に
三
重

県
で
一
五
番
目
の
道
の
駅
と
し
て
登
録
さ
れ
、
誕
生
し
ま

道の駅 ｢いが｣

日市市



[* 罰従前道路管理者の整備した区域

に コ道路管理者が整備擬した区域

に コ伊賀市が整備した園或

し
た

(写
真
↓

。

道
の
駅

｢
い
が
｣
の
施
設
の
平
面
レ
イ
ア
ウ
ト
と
事
業

区
分
は
、
図
2
の
と
お
り
で
す
。

施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
伊
賀
市
が
休
憩

･
地
域
振

興
施
設
と
し
て
特
産
品
販
売
場
、レ
ス
ト
ラ
ン
を
整
備
し
、

道
路
管
理
者
が
駐
車
場
、
情
報
提
供
施
設
及
び
屋
外
ト
イ

レ
等
の
整
備
を
行
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
整
備
内
容
と
し
て
は
、
道
路
管
理
者
が
自
動

車
駐
車
場
を
拡
張

(小
型
四
〇
台
、
大
型
三
七
台
↓
小
型

七
八
台
、
大
型
六
六
台
、
身
障
者
三
台
)
す
る
と
と
も
に
、

伊
賀
市
が
新
た
に
休
憩
･
地
域
振
興
施
設
を
道
路
区
域
外

の
隣
接
地
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
建
物
は
従
来
の
床
面

至 名古屋

2 事業区分図

一般国道25号

積
と
ほ
ぼ
同
等
の
六
七
九
話
の
面
積
で
再
整
備
を
行
っ
た

も
の
で
す
。

ま
た
、
屋
外
ト
イ
レ
は
、
従
来
の
設
置
数
か
ら
身
障
者

向
け
も
含
め
て
増
加
さ
せ
た
ほ
か
、
休
憩
室
を
新
た
に
設

け
、
そ
こ
に
情
報
提
供
施
設
を
新
た
に
用
意
す
る
こ
と
で

休
憩
機
能
と
情
報
発
信
機
能
の
充
実
と
向
上
を
図
っ
て
い

ま
す
。

伊
賀
市
は
伊
賀
忍
者
の
里
と
し
て
有
名
な
地
で
あ
り
、

忍
者
関
連
の
グ
ッ
ズ
や
伊
賀
米
、
伊
賀
牛
等
が
特
産
品
と

し
て
売
ら
れ
て
い
ま
す
。
道
の
駅

｢
い
が
｣
は
、
二
四
時

間
営
業
で
特
産
品
等
の
販
売
を
行
っ
て
地
域
振
興
、
交
流

の
拠
点
と
な
る
一
方
で
、
通
行
規
制
や
事
故
等
の
道
路
情

報
を
利
用
者
に
迅
速
に
提
供
し
、
休
憩
で
き
る
場
と
し
て

役
立
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
連
結
す
る
道
路
が
自
動
車
専

用
道
路
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
交
通
障
害
等
が
生
じ
た
際
に

は
、
道
路
利
用
者
の
休
憩
場
所
や
食
事
施
設
が
限
ら
れ
る

こ
と
や
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
介
し
て
し
か
一
般
道
路

の
出
入
り
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
道
の
駅
は
道
路
利
用

者
に
と
っ
て
大
切
な
施
設
と
し
て
大
い
に
そ
の
役
割
が
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　　　

板至

四

連
結
許
可
に
つ
い
て

道
の
駅

｢
い
が
｣
は
、
｢自
動
車
専
用
道
路
の
通
行
者

の
利
便
に
供
す
る
た
め
の
休
憩
所
又
は
利
用
者
の
う
ち
相

当
数
の
者
が
当
該
自
動
車
専
用
道
路
を
通
行
す
る
と
見
込

ま
れ
る
商
業
施
設
｣
と
し
て
、
連
結
が
許
可
さ
れ
て
い
ま

　　 　　　
写真 1 道の駅 ｢いが｣ 全景

屋外トイレ



地
を
活
用
し
て
再
整
備
し
た
形
態
の
た
め
、
道
路
管
理
上

"

支
障
が
な
い
も
の
と
判
断
し
、
こ
れ
ら
の
基
準
を
満
た
し

亀
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す
。連

結
対
象
地
は
、
建
物
を
含
め
て
一
、
八
一
六
鯖
の
敷

地
が
該
当
し
、
施
設
の
み
が
自
動
車
専
用
道
路
に
連
結
す

る
形
態
で
、
利
用
者
が
施
設
を
介
し
て
他
の
一
般
道
路
に

出
入
り
で
き
な
い

｢閉
鎖
型
｣
の
形
態
で
す

(写
真
2
、

図
3
)。

ま
た
、
整
備
形
態
や
管
理
運
営
方
法
等
は
道
の
駅
登
録

の
過
程
で
決
め
ら
れ
て
お
り
、
連
結
の
許
可
基
準
で
あ
る

道
路
法
第
四
八
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の

｢政
令
で
定
め

る
連
結
位
置
に
関
す
る
基
準
及
び
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
施
設
の
構
造
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
｣
と
し
た
規
定
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
休
憩
所
等
の
敷

　
　
　 　　　

至 名古屋 ノ
名阪国道 至 大阪

図 3 連結範囲図

て
い
る
も
の
と
し
て
許
可
し
ま
し
た
。

な
お
、
連
結
に
よ
っ
て
道
路
法
第
四
八
条
の
七
の
規
定

セ

に
基
づ
き
連
結
料
の
徴
収
の
必
要
が
生
じ
、
道
路
法
施
行

断

令
第
一
九
条
の
一
七
第
一
項
の
規
定
で
次
の
と
お
り
、
額

の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

イ

自
動
車
専
用
道
路
と
連
結
す
る
利
便
施
設
の
土
地

の
自
動
車
専
用
道
路
に
連
結
し
な
い
も
の
と
し
た
場

合
の
当
該
土
地
の
地
代
の
差
額

口

利
便
施
設
が
自
動
車
専
用
道
路
に
連
結
す
る
こ
と

に
よ
り
追
加
的
に
生
じ
た
自
動
車
専
用
道
路
の
管
理

費
イ
は
、
連
結
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
で
道
路
隣
接
地
の

土
地
利
用
価
値
が
上
昇
す
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
地
代
上

昇
分
の
差
額
相
当
を
連
結
料
と
し
て
徴
収
す
る
も
の
で

す
。ロ

は
、
連
結
に
よ
る
維
持
管
理
コ
ス
ト
の
増
加
分
を
連

結
者
に
負
担
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、連
結
部
の
清
掃
、

除
雪
費
用
や
照
明
灯
の
電
気
料
等
が
相
当
し
ま
す
。

連
結
料
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
表
1
に
計
算
式
を
示
し

ま
し
た
。

前
記
の
イ
に
つ
い
て
は
、
連
結
し
よ
う
と
す
る
道
路
隣

接
地
に
対
し
て
不
動
産
鑑
定
評
価
を
行
い
、
自
動
車
専
用

道
路
と
の
連
結
の
有
無
に
よ
り
そ
の
地
代
を
比
較
し
、
そ

の
差
額
を
基
準
と
し
ま
し
た
。

　　

　　

　
　

　

　
こ
鴬



地
代
は
、
道
路
法
施
行
規
則
第
四
条
の
一
三
の
七
に
よ

り
、
｢近
傍
類
似
の
土
地
の
時
価
に
期
待
利
回
り
を
乗
じ

て
得
た
額
｣
と
し
て
不
動
産
鑑
定
評
価
に
用
い
た
も
の
を

適
用
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
｢連
結
に
よ
り
追
加
的
に
必
要
を
生
じ
た
自
動

車
専
用
道
路
の
管
理
に
要
す
る
費
用
｣
に
つ
い
て
は
、
今

回
の
場
合
、
道
の
駅
の
管
理
区
分
に
よ
り
道
路
管
理
者
側

に
費
用
負
担
が
発
生
し
な
い
の
で
、
連
結
料
へ
の
加
算
は

連結料 (道路法施行令第19条の17)

年間当たりの連結料= A X (B + C × 1 / 2 ) 十D

(連結した後の利便施設等の敷地の 1話当たりの純地代- 連

結がないとした場合の利便施設等の敷地 1甘当たりの純地

B :利便施設等の敷地面積 (自動車専用道路と連絡する駐車場敷

C :自動車専用道路と連絡する駐車場の敷地面積

行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

連
結
許
可
期
間
は
一
〇
年
間
で
、
許
可
後
五
年
を
経
過

し
た
時
点
で
連
結
料
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

玉

そ
の
他
の
手
続
き
等
に
つ
い
て

道
の
駅

｢
い
が
｣
の
整
備
に
伴
う
自
動
車
専
用
道
路
へ

の
連
結
に
お
い
て
は
、
連
結
申
請
と
同
様
に
道
路
法
第
一

八
条
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
区
域
の
変
更
、
道
路
法
第
四

八
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
範

囲
の
変
更
、
道
の
駅
の
登
録
、
建
築
許
可
等
種
々
の
行
政

手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
過
程
で
の
関
係
機
関

で
の
調
整
は
多
岐
に
及
び
ま
し
た
が
、
連
結
制
度
を
う
ま

く
活
用
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
調
整
が
不
可
欠
の
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

写真3 バリアフリーでつながる連結施設
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(参
考
資
料
)

高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
連
結
す
る

施
設
の
許
可
の
取
扱
い
に
つ
い
て

平
成
一
七
年
一
〇
月
一
八
日
国
道
利
第
二
四
号

国
土
交
通
省
道
路
局
長
か
ら

各
地
方
整
備
局
長

北
海
道
開
発
局
長

沖
縄
総
合
事
務
局
長

独
立
行
政
法
人
日
杢
局
遠
道
路
保
有
･債
務
返
済
機
構
理
事
長

あ
て
通
知

平
成
一
七
年
一
〇
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た

｢日
本
道
路

公
団
等
の
民
営
化
に
伴
う
道
路
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
｣
(平
成
一
六
年
法
律
第

一
〇
一
号
)
等
に
よ

り
、
道
路
法
、
高
速
自
動
車
国
道
法
等
の
一
部
が
改
正
さ

れ
、
道
路
管
理
者
の
許
可
を
受
け
て
高
速
自
動
車
国
道
又

は
自
動
車
専
用
道
路

(以
下

｢高
速
道
路
｣
と
い
う
。
)

に
連
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設

(以
下

｢連
結
許
可
対

象
施
設
｣
と
い
う
。)
に
関
す
る
規
定
等
が
整
備
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
高
速
道
路
へ
の
連
結
に
関
す
る
規
定
の

整
合
が
図
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
道
路
法
、
道
路
法

施
行
令
及
び
道
路
法
施
行
規
則
に
お
い
て
は
、
今
般
の
改

正
に
よ
り
、
新
た
に
自
動
車
専
用
道
路
に
係
る
連
結
料
の

徴
収
に
関
す
る
規
定
、
連
結
位
置
に
関
す
る
基
準
及
び
連

結
許
可
対
象
施
設
の
構
造
に
関
す
る
技
術
的
基
準
等
が
規

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
動
車
専
用
道
路
に

お
け
る
連
結
の
許
可
に
関
す
る
新
た
な
手
続
き
が
必
要
と

た
掛
る
0

こ
の
た
め
、
高
速
道
路
に
お
け
る
連
結
の
許
可
の
取
扱

い
の
整
合
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
連
結
の
許
可

に
当
た
っ
て
は
、
下
記
の
事
項
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、

今
般
の
関
係
法
令
の
改
正
の
内
容
及
び
こ
れ
ま
で
の
高
速

自
動
車
国
道
に
お
け
る
取
扱
い
を
踏
ま
え
、
別
添
の
と
お

り

｢連
結
許
可
に
係
る
取
扱
い
方
針
｣
を
定
め
た
の
で
、

連
結
の
許
可
に
関
す
る
事
務
の
参
考
と
し
適
切
に
運
用
さ

れ
た
い
。

コし
-三口

1

連
結
許
可
対
象
施
設
に
つ
い
て

連
結
と
は
、
高
速
道
路
が
物
理
的
に
、
直
接
に
、
特
定

の
施
設
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
い
い
、
他
の
施
設
を

介
し
て
結
び
つ
い
て
い
て
も
連
結
に
は
あ
た
ら
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
o

①
道
路
法
第
四
八
条
の
四
第
二
号
及
び
高
速
自
動
車

国
道
法
第
三

条
第
二
号
関
係

道
路
法
第
四
八
条
の
四
第
二
号
及
び
高
速
自
動
車
国

道
法
第
一
一
条
第
二
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
に
規
定
さ

れ
た
各
施
設

(以
下

｢利
便
施
設
等
｣
と
い
う
。)
そ

穴

供
用
後
の
い
ま

道
の
駅

｢
い
が
｣
は
平
成
一
七
年
三
一月
一
〇
日
に
オ

ー
プ
ン
し
、
日
々
多
く
の
利
用
者
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
長
距
離
ト
リ
ッ
プ
の
ト
ラ
ッ
ク
運
転
者
に
は
、
食

事
、
休
憩
の
場
所
と
し
て
二
四
時
間
活
用
で
き
、
安
全
運

転
に
寄
与
す
る
施
設
と
し
て
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

｢道
の
駅
｣
の
特
色
で
あ
る
地
域
特
産
物
の
販
売
や
イ
ベ

ン
ト
開
催
等
地
域
情
報
発
信
の
場
と
し
て
も
活
動
を
始
め

た
と
こ
ろ
で
す
。

連
結
に
よ
り
生
ま
れ
た
交
流
の
機
会
を
こ
れ
か
ら
い
か

に
活
用
し
て
い
く
か
、
地
域
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。



の
も
の
が
高
速
道
路
に
直
接
連
結
す
る
場
合
を
想
定
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
が
、

加
減
速
の
た
め
の
道
路
及
び
駐
車
場
を
整
備
し
、
当
該

駐
車
場
に

｢利
便
施
設
等
｣
を
連
結
さ
せ
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
連
結
許
可
対
象
施
設
と
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
o

②
道
路
法
第
四
八
条
の
四
第
三
号
及
び
高
速
自
動
車

国
道
法
第
一
一
条
第
三
号
関
係

道
路
法
第
四
八
条
の
四
第
三
号
及
び
高
速
自
動
車
国

道
法
第
一
一
条
第
三
号
は
、
上
記
の
の
｢利
便
施
設
等
｣

と
高
速
道
路
と
を
連
絡
す
る
通
路
そ
の
他
の
施
設

(以

下

｢通
路
等
｣
と
い
う
。)
を
連
結
許
可
対
象
施
設
と

し
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
｢利
便
施
設
等
｣
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
高
速
道
路
と
接
続
す
る
通
路

又
は
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
が
整
備
す
る
加
減
速
の

た
め
の
道
路
と
接
続
す
る
駐
車
場
等
を
含
め
て
整
備

し
、
こ
れ
ら
を
連
結
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
連
結
許
可
対
象
施
設
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

2

連
結
の
許
可
に
つ
い
て

①
連
結
許
可
を
受
け
た
施
設
の
構
造
の
変
更
に
つ
い
て

連
結
許
可
を
受
け
た

｢利
便
施
設
等
｣
又
は

｢通
路

等
｣
の
構
造
を
変
更

(国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微

な
変
更
を
除
く
。)
す
る
場
合
に
は
、
道
路
法
第
四
八

条
の
五
第
三
項
及
び
高
速
自
動
車
国
道
法
第
一
一
条
の

二
第
五
項
に
基
づ
き
、
あ
ら
か
じ
め
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
｢利

便
施
設
等
｣
を
変
更
す
る
場
合

(許
可
を
受
け
た
者
と

異
な
る
者
が
施
設
を
追
加
等
す
る
場
合
を
含
む
。な
お
、

こ
の
場
合
に
お
け
る
変
更
の
許
可
の
申
請
は
、
許
可
を

受
け
た
者
が
行
う
こ
と
と
す
る
。)
や

｢通
路
等
｣
の

拡
幅
、
延
伸
等
を
行
う
場
合
は
、
変
更
の
許
可
が
必
要

に
な
る
こ
と
。

な
お
、
連
結
許
可
を
受
け
た

｢利
便
施
設
等
｣
の
敷

地
を
変
更
し
て
、
新
た
に
高
速
道
路
に
連
結
す
る
通
路

を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
｢利
便
施
設
等
｣

の
変
更
の
許
可
及
び
新
た
な
通
路
の
連
結
許
可
が
必
要

に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

｢連
絡
施
設
｣
の
構
造
の
変
更
に
つ
い
て

｢通
路
等
｣
の
連
結
許
可
を
受
け
て
高
速
道
路
と
連

絡
す
る

｢利
便
施
設
等
｣
(以
下

｢連
絡
施
設
｣
と
い

う
。)
の
構
造
を
変
更
す
る
場
合
は
、
法
令
上
、
｢連
絡

施
設
｣
が
許
可
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

変
更
の
許
可
は
必
要
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
｢連
絡
施
設
｣
の
増
設
等
に
よ
り
、

連
結
許
可
を
受
け
た

｢通
路
等
｣
及
び
高
速
道
路
に
お

け
る
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
連
結
料
の
算
定
に
当
た

っ
て
は
、
｢連
絡
施
設
｣
の
敷
地
に
つ
い
て
も
算
定
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
｢連
絡
施
設
｣
の
状

況
を
的
確
に
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
特
に
、
｢通
路
等
｣
の
連
結
許
可
に
当

た
っ
て
は
、
以
下
の
条
件
を
付
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
施
設
の
適
切
な
管
理
を
行
う
も
の
と
す
る
こ

"と
0①

連
結
許
可
申
請
書

(添
付
書
類
を
含
む
。)
の

記
載
事
項
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
あ

ら
か
じ
め
届
け
出
る
こ
と
。

②

連
結
許
可
を
受
け
た
通
路
等
に
よ
り
高
速
道
路

に
連
絡
す
る
施
設
は
、
道
路
及
び
通
路
等
の
安
全

か
つ
円
滑
な
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
な
い
よ
う
適
切
に
維
持
、
管
理
す
る
こ
と
。

③

連
結
許
可
を
受
け
た
通
路
等
に
よ
り
高
速
道
路

に
連
絡
す
る
施
設
を
変
更
す
る
場
合

(許
可
を
受

け
た
者
と
異
な
る
者
が
施
設
を
追
加
等
す
る
場
合

を
含
む
。)
に
は
、
道
路
及
び
通
路
等
の
安
全
か

つ
円
滑
な
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

③
い
わ
ゆ
る

｢開
放
型
｣
及
び

｢閉
鎖
型
｣
の
施
設

に
つ
い
て

高
速
自
動
車
国
道
法
第
一
一
条
の
二
第
四
項
に
お
い

て
は
、
閉
鎖
型
の
施
設
を
開
放
型
の
施
設
に
変
更
す
る

場
合
に
連
結
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
定

め
て
い
る
が
、
自
動
車
専
用
道
路
の
連
結
許
可
対
象
施

設
に
つ
い
て
は
、
法
定
の
整
備
計
画
が
存
在
し
な
い
こ



と
か
ら
、
開
放
型
及
び
閉
鎖
型
の
区
分
を
せ
ず
、
同
項

に
相
当
す
る
規
定
を
定
め
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
自

動
車
専
用
道
路
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て

は
、
上
記
2
の
に
よ
り
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

④
道
路
法
第
二
四
条
及
び
道
路
法
第
三
二
条
と
の
関

係
に
つ
い
て

｢利
便
施
設
等
｣
や

｢通
路
等
｣
の
連
結
に
あ
た
り
、

高
速
道
路
に
関
す
る
工
事
を
施
行
し
、
又
は
高
速
道
路

を
占
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手

続
き
が
必
要
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

場
合
の
連
結
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
処
分
が

矛
盾
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
し
、
一
括
し
て
処
理

す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
o

連
結
許
可
に
係
る
取
扱
い
方
針

1

制
度
の
概
要

平
成
一
七
年
一
〇
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た

｢日
本
道
路

公
団
等
の
民
営
化
に
伴
う
道
路
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
｣
(平
成
一
六
年
法
律
第
一･0
一
号
)
に
よ
り
、

道
路
法

(昭
和
二
七
年
法
律
第
一
八
〇
号
)
及
び
高
速
自

動
車
国
道
法

(昭
和
三
二
年
法
律
第
七
九
号
)
の
一
部
が

改
正
さ
れ
、
高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路

(以
下

｢高
速
道
路
｣
と
い
う
。)
に
連
結
す
る
こ
と
が
で

き
る
施
設
に
つ
い
て
の
規
定
が
拡
充
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、

①

道
路
法
上
の
道
路
等

②

休
憩
所
、
給
油
所
、
商
業
施
設
、
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
施
設
等
(以
下
｢利
便
施
設
等
｣
と
い
う
。)

③

上
記
②
の
施
設
と
高
速
道
路
を
連
絡
す
る
通
路

等

(以
下

｢通
路
等
｣
と
い
う
。)

が
連
結
の
対
象
施
設
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

開方文型 鎖型

撻鶏肉一てれ初
を
る

設
き

施
で

該
り攪臥

か
が

路
両

道
車

速
に

高
路 隨一お介いを

な
設
き

施
で

該
り

当
入

ら
出

か
が

路
面

道
車

速
に

高
路

趣

く
協

鮎ミ

骸勒
沁

計
!ゞ

1

滋鯛顫

鵜

′

蕎

:
駐

駐
字
l

所

シ

絵

翼; 秀ンキ率
を

ノ
あ

ス
餐

リ
育

エ
司

ビ
と

劾鞠檄鞠総鸚
窃
場

へ
る

略
-コ

･ミ
縣

｣7
aア

こ
の
制
度
は
、
民
間
事
業
者
等

(以
下

｢事
業
者
｣
と

い
う
。)
が
設
置
す
る
利
便
施
設
等
又
は
通
路
等

(以
下

｢高
速
道
路
利
便
施
設
｣
と
い
う
。)
と
高
速
道
路
と
を
直

接
結
ぶ
こ
と
を
可
能
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
高
速

道
路
の
連
結
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
速
道
路

を
活
用
し
た
多
様
な
事
業
の
推
進
を
目
的
と
し
て
い
る
。

事
業
形
態
と
し
て
は
、
高
速
道
路
か
ら
当
該
施
設
を
介

し
て
一
般
道
路
へ
の
車
両
の
出
入
り
が
可
能
か
否
か
に
よ

り
、
｢開
放
型
｣
と

｢閉
鎖
型
｣
の
二
種
類
に
分
類
さ
れ

る
。

･

2

高
速
道
路
利
便
施
設
の
連
結
手
続

①
会
社
管
理
の
高
速
自
動
車
国
道
に
お
け
る
高
速
道

路
利
便
施
設

(開
放
型
)
の
連
結
手
続

①

本
省
は
、
審
査
基
準
を
公
表
す
る
。

②

本
省
は
、
事
業
者
の
申
し
出
に
つ
い
て
技
術
的

な
基
準
等
に
よ
る
審
査
を
行
う
。



③

本
省
は
、
審
査
に
あ
た
り
、
地
域
経
済
へ
の
影

響
、
ま
ち
づ
く
り
、
環
境
の
保
全
等
の
観
点
か
ら
、

申
し
出
に
係
る
高
速
道
路
利
便
施
設
の
所
在
す
る

地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聴
取
す
る
。

④

本
省
は
、
連
結
予
定
者
の
決
定
に
先
だ
ち
独
立

行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
･債
務
返
済
機
構

(以
下

｢機
構
｣
と
い
う
。)
及
び
申
し
出
に
係
る

道
路
を
管
理
す
る
高
速
道
路
株
式
会
社

(以
下

｢会
社
｣
と
い
う
。)
の
意
見
を
聴
取
す
る
。

⑤

機
構
は
、
透
明
性
･
公
正
性
を
確
保
す
る
観
点

か
ら
設
置
す
る
学
識
経
験
者
等
か
ら
な
る
委
員
会

(以
下

｢第
三
者
委
員
会
｣
と
い
う
。)
の
意
見
を

聴
い
た
上
で
、
本
省
へ
機
構
と
し
て
の
意
見
を
提

出
す
る
。

⑥

本
省
は
、
連
結
予
定
者
を
決
定
し
、
選
定
結

果
･
選
定
理
由
に
つ
い
て
、申
出
者
に
通
知
す
る
。

⑦

国
土
交
通
大
臣
は
、
整
備
計
画
を
策
定
す
る
。

⑧

本
省
は
、
連
結
許
可
申
請
に
基
づ
き
手
続
を
行

い
、
連
結
許
可
は
、
公
安
委
員
会
へ
の
協
議
を
行

っ
た
上
で
行
う
。
連
結
期
間
は
、
連
結
許
可
の
日

か
ら
一
〇
年
以
内
と
し
、
一
0
年
を
超
え
る
場
合

は
、
一
〇
年
毎
に
更
新
す
る
も
の
と
す
る
。

⑨

本
省
は
、
選
定
結
果

･
選
定
理
由
に
つ
い
て
、

申
出
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
･
利
益
保
護
に
配
慮
し

つ
つ
公
表
す
る
o

⑩

機
構
は
、
連
結
許
可
を
受
け
た
事
業
者
か
ら
連

結
料
を
徴
収
す
る
。

②
地
方
整
備
局
等
管
理
の
高
速
自
動
車
国
道
に
お
け

る
高
速
道
路
利
便
施
設

(開
放
型
)
の
連
結
手
続

①

地
方
整
備
局
、
北
海
道
開
発
局
又
は
沖
縄
総
合

事
務
局

(以
下

｢地
方
整
備
局
等
｣
と
い
う
。
)

は
、
審
査
基
準
を
公
表
す
る
。

②

地
方
整
備
局
等
は
、
事
業
者
の
申
し
出
に
つ
い

て
技
術
的
な
基
準
等
に
よ
る
審
査
を
行
う
。

③

地
方
整
備
局
等
は
、
審
査
に
あ
た
り
、
地
域
経

済
へ
の
影
響
、
ま
ち
づ
く
り
、
環
境
の
保
全
等
の

観
点
か
ら
、
申
し
出
に
係
る
高
速
道
路
利
便
施
設

の
所
在
す
る
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聴
取
す

る
。

④

地
方
整
備
局
等
は
、第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、

高
速
道
路
利
便
施
設
の
連
結
許
可
の
可
否
等
に
つ

い
て
審
議
す
る
。

⑤

地
方
整
備
局
等
は
、
連
結
予
定
者
を
決
定
し
、

選
定
結
果
･
選
定
理
由
に
つ
い
て
、
申
出
者
に
通

知
す
る
。

⑥

国
土
交
通
大
臣
は
、
整
備
計
画
を
策
定
す
る
。

⑦

地
方
整
備
局
等
は
、
連
結
許
可
申
請
に
基
づ
き

手
続
を
行
い
、
連
結
許
可
は
、
公
安
委
員
会
へ
の

協
議
を
行
っ
た
上
で
行
う
。
連
結
期
間
は
、
連
結

許
可
の
日
か
ら
一
〇
年
以
内
と
し
、
一
〇
年
を
超

え
る
場
合
は
、
一
〇
年
毎
に
更
新
す
る
も
の
と
す

る
。

⑧

地
方
整
備
局
等
は
、
選
定
結
果
･
選
定
理
由
に

つ
い
て
、
申
出
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
･
利
益
保
護

に
配
慮
し
つ
つ
公
表
す
る
。

⑨

地
方
整
備
局
等
は
、
連
結
許
可
を
受
け
た
事
業

者
か
ら
連
結
料
を
徴
収
す
る
。

③
高
速
自
動
車
国
道
に
お
け
る
高
速
道
路
利
便
施
設

(閉
鎖
型
)
の
連
結
手
続

①

機
構
又
は
地
方
整
備
局
等
は
、
審
査
基
準
を
公

表
す
る
。

②

機
構
又
は
地
方
整
備
局
等
は
、
事
業
者
の
申
し

出
に
つ
い
て
技
術
的
な
基
準
等
に
よ
る
審
査
を
行

ハ
ノ
o

③

機
構
又
は
地
方
整
備
局
等
は
、審
査
に
あ
た
り
、

地
域
経
済
へ
の
影
響
、
ま
ち
づ
く
り
、
環
境
の
保

全
等
の
観
点
か
ら
、
申
し
出
に
係
る
高
速
道
路
利

便
施
設
の
所
在
す
る
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聴

取
す
る
。

④

機
構
又
は
地
方
整
備
局
等
は
、
第
三
者
委
員
会

に
お
い
て
、
高
速
道
路
利
便
施
設
の
連
結
許
可
の

可
否
等
に
つ
い
て
審
議
す
る
。

⑤

機
構
又
は
地
方
整
備
局
等
は
、
連
結
予
定
者
を

決
定
し
、
選
定
結
果
･
選
定
理
由
に
つ
い
て
、
申

出
者
に
通
知
す
る
。

⑥

機
構
又
は
地
方
整
備
局
等
は
、
連
結
許
可
申
請
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高速道路利便施設の連結手続きフロー
自動車専用道路(開放型･閉鎖型)
及び高速自動車国道(閉鎖型)

高速自動車国道(開放型)
(会社管理道路)

高速自動車国道(開放型)
(地方整備局等管理道路)

。申出者から申出書のま
く事業者→道路管理者)

の是出 l 連結申出者から申出書の提出
管理者) l (事業者→本省)

※概略設計ベース ! ※機略議すベース

技術的基準等によるチェック

関係地方公共副本
からの意見聴取

申出書こ係る機構I会社
からの意見聴取

(第三者委員会付議)

本省において
連続予定者の決定

申出者への選定･
非選定結果の通知

国土交通大臣による
整備計画の策定

連結許可申請
(事業者→本省)

※詳細設計ベース

公安委員会への協議

連続許可
(本省→事業者)

続申出者から申出書の提出
(事業者→地方整備局等)

※撥賂設計ベース

技術的基準等によるチ訟ソク

関係地方公共団体
からの意見聴取

第三者委員会の審議

地方整備局等において
連結予定者の決定

申出者への選定･
非選定結果の通知

国土交通大臣による
整備計画の策定

連続許可申請
(事業者→地方整備局等)

※詳細設計ベース

公安委員会への協議

連結許可
(地方整備局等→事業者)

選定結果･選定理由の公表 選定結果･選定理由の公表 選定結果･選定理由の公表

技術的基準等によるチむソク

関係地方公共団本
からの意見聴取

第三者委員会の審議

道路管理割こおいて
連結予定者の決定

申出者への選定･
非選定結果の通知

連結許可申請
(事業者｢道路管理者)

※詳細設計ベース

公安委員会への協議

連続許可
(道路管理者→事業者)
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に
基
づ
き
手
続
を
行
い
、
連
結
許
可
は
、
公
安
委

利
便
施
設
等
の
通
路
と
は
、
二
皿
以
上
離
隔
す
る

員
会
へ
の
協
議
を
行
っ
た
上
で
行
う
。
連
結
期
間

も
の
と
す
る
。
な
お
、
自
動
車
専
用
道
路
に
お
い

は
、
連
結
許
可
の
日
か
ら
一
〇
年
以
内
と
し
、
一

〇
年
を
超
え
る
場
合
は
、
一
〇
年
毎
に
更
新
す
る

も
の
と
す
る
。

⑦

機
構
又
は
地
方
整
備
局
等
は
、
選
定
結
果
･
選

定
理
由
に
つ
い
て
、
申
出
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
･

利
益
保
護
に
配
慮
し
つ
つ
公
表
す
る
。

⑧

機
構
又
は
地
方
整
備
局
等
は
、
連
結
許
可
を
受

け
た
事
業
者
か
ら
連
結
料
を
徴
収
す
る
。

④
自
動
車
専
用
道
路
に
お
け
る
高
速
道
路
利
便
施
設

の
連
結
手
続

自
動
車
専
用
道
路
に
お
け
る
高
速
道
路
利
便
施
設
の
連

結
手
続
に
つ
い
て
は
、
各
道
路
管
理
者
に
お
い
て
、
開
放

型
、
閉
鎖
型
を
問
わ
ず
、
上
記
③
に
準
じ
て
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

3

審
査
基
準
に
つ
い
て

第
1

技
術
的
基
準
に
つ
い
て

①
連
結
位
置
に
関
す
る
事
項

①

高
速
道
路
本
線
に
連
結
す
る
場
合

イ

連
結
位
置
の
間
隔

(イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
と

の
離
隔
距
離
)

ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
、
サ

J
ビ
ス
エ
リ
ア
、
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
及
び
他
の

も
の
と
す
る
。
な
お
、
自
動
車
専
用
道
路
に
お
い

て
は
、
関
係
法
令
に
反
し
な
い
限
り
、
個
々
の
事

案
に
応
じ
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
バ
ス
ス
ト
ッ
プ
や
ト
ン
ネ
ル
に
近
接
し

て
、
通
路
を
連
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
安
全

か
つ
円
滑
な
本
線
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ

連
結
位
置
に
お
け
る
高
速
道
路
本
線
の
幾
何
構

造
通
路
の
連
結
は
、
高
速
道
路
本
線
の
平
面
曲
線

半
径
、
縦
断
勾
配
、
縦
断
曲
線
半
径
の
値
が
、
本

線
の
利
用
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
一

定
の
値
以
上
確
保
さ
れ
て
い
る
位
置
に
限
る
も
の

と
す
る
。

②

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
、
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
に
連

結
す
る
場
合

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア

･
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
の
利

用
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
通
路
の
取

付
け
位
置
を
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

③

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
に
連
結
す
る
場
合

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
利
用
交
通
に
支
障
を
及

ぼ
さ
な
い
よ
う
、
通
路
の
取
付
け
位
置
を
決
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

④

本
線
交
通
へ
の
影
響

①
、
②
、
③
の
各
基
準
に
適
合
す
る
ほ
か
、
本

線
交
通
へ
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
と

判
断
さ
れ
る
場
合
に
限
っ
て
連
結
が
認
め
ら
れ
る

も
の
と
す
る
。

②
通
路
そ
の
他
の
施
設
の
構
造
基
準
に
関
す
る
事
項

①

通
路
の
構
造
基
準
の
適
用
範
囲

通
路
の
構
造
基
準
の
適
用
範
囲
は
、
高
速
道
路

か
ら
利
便
施
設
等
の
駐
車
場
ま
で
と
す
る
た
だ

し
、
開
放
型
に
お
い
て
、
駐
車
場
内
の
車
路
が
一

般
交
通
の
用
に
供
す
る

(不
特
定
多
数
の
者
が
高

速
道
路
と

一
般
道
路
等
の
間
で
出
入
り
が
で
き

る
)
場
合
に
は
、
高
速
道
路
か
ら
一
般
道
路
等
ま

で
の
部
分
全
て
を
適
用
範
囲
と
す
る
。

②

通
路
そ
の
他
の
施
設
の
構
造
基
準

イ

計
画
交
通
量

通
路
の
設
計
、
駐
車
場
規
模
の
算
定
に
用
い
る

交
通
量
は
、
原
則
と
し
て
開
業
後
一
〇
年
間
で
推

計
さ
れ
る
時
間
交
通
量
の
う
ち
最
大
の
値
と
す

る
o

口

設
計
車
両

通
路
の
設
計
車
両
は
、
道
路
構
造
令
第
四
条
に

準
じ
、
小
型
自
動
車
、
普
通
自
動
車
、
セ
ミ
ト
レ

ー
ラ
連
結
車
と
す
る
。

通
路
を
通
行
す
る
車
両
に
つ
い
て
、
施
設
の
内

容
等
に
よ
り
車
種
を
制
限
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ハ

通
路
の
規
格
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通
路
の
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
連
結
位
置
、
高

速
道
路
及
び
一
般
道
路
等
の
設
計
速
度
、
通
路
の

利
用
交
通
量
に
応
じ
、
通
路
の
規
格
を
区
分
す
る

も
の
と
す
る
。

ま
た
、
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
通
行
を
制
限

す
る
場
合
は
、
下
位
の
規
格
を
採
用
で
き
る
場
合

が
あ
る
。

二

設
計
速
度

通
路
の
設
計
速
度
は
、
連
結
位
置
、
高
速
道
路

及
び
一
般
道
路
等
の
設
計
速
度
、
通
路
の
利
用
交

通
量
に
応
じ
た
値
と
す
る
。

ホ

交
差
方
法

本
線
又
は
ラ
ン
プ
と
通
路
、
通
路
と
通
路
、
通

路
と
一
般
道
路
等
が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
の
交

差
の
方
式
は
、
原
則
と
し
て
立
体
交
差
と
す
る
。

へ

そ
の
他
の
幾
何
構
造

通
路
の
規
格
及
び
設
計
速
度
に
応
じ
た
も
の
と

す
る
。

ト

誤
進
入
車
に
対
す
る
対
策

高
速
道
路
の
本
線
又
は
ラ
ン
プ
に
連
結
す
る
通

路
の
車
種
制
限
を
行
う
場
合
に
は
、
誤
進
入
車
が

高
速
道
路
本
線
等
へ
復
帰
で
き
る
構
造
と
す
る
も

の
と
す
る
。

③

土
工
、
舗
装
、
橋
梁
等

土
工
、
舗
装
、

橋
梁

･
高
架
、
防
護
柵
、
視

線
誘
導
標
、
標
識
、
道
路
標
示
及
び
区
画
線
、
照

明
施
設
に
つ
い
て
は
、
道
路
構
造
令
そ
の
他
道
路

に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
要
綱
･
指
針
等
に
準

ず
る
も
の
と
す
る
。

④

駐
車
場
の
構
造
等

イ

駐
車
場
の
確
保

高
速
道
路
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
に
支
障
を

及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
駐
車
需
要
に
見
合
っ

た
規
模
の
駐
車
場
を
確
保
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

口

構
造
及
び
設
備

自
動
車
が
安
全
か
つ
円
滑
に
走
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
車
路
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者
及
び
事
業
計
画
に
関
す
る
審
査
基
準
に
つ

い
て

①
欠
格
事
由

①

事
業
者
で
あ
る
法
人
の
役
員

(事
業
者
が
個
人

の
場
合
は
当
該
個
人
)
が
以
下
に
該
当
す
る
も
の

･成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

,
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

･
禁
固
以
上
の
刑
に
処
さ
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終

わ
り
、
又
は
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

･
現
に
道
路
管
理
者
と
係
争
中
の
も
の

･
道
路
法
等
の
悪
質
な
違
反
者

②

事
業
者
で
あ
る
法
人
が
以
下
に
該
当
す
る
も
の

･
現
に
道
路
管
理
者
と
係
争
中
の
も
の

･
道
路
法
等
の
悪
質
な
違
反
者

③

営
業
の
実
態
等
か
ら
み
て
社
会
的
批
判
を
受
け

る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
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②
審
査
項
目

事
業
者
及
び
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
次
の
四
つ
の

観
点
か
ら
評
価
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

①

事
業
者
の
資
力
･
信
用
及
び
事
業
の
安
定
性

②

地
域
と
の
調
和

③

利
用
者
の
利
便
性

④

道
路
事
業
へ
の
収
益
還
元

4
上

審
査
結
果
の
通
知
･
公
表
に
つ
い
て

①
審
査
結
果
の
通
知
に
つ
い
て

高
速
道
路
利
便
施
設
の
連
結
予
定
者
の
決
定
後
、

す
み
や
か
に
連
結
の
申
出
者
全
員
に
選
定

･
非
選
定

の
結
果
及
び
理
由
を
通
知
す
る
。

②
審
査
結
果
の
公
表
に
つ
い
て

高
速
道
路
利
便
施
設
の
連
結
予
定
者
が
正
式
に
連

結
許
可
を
受
け
た
段
階
で
、
申
出
状
況
、
選
定
さ
れ

た
事
業
者
の
氏
名

･
名
称
、
選
定
結
果
、
選
定
理
由

等
を
公
表
す
る
。

に
〉

　　　　 連
結
料
の
算
定
方
法
に
つ
い
て

連
結
料
の
算
定
式



一
年
間
あ
た
り
の
連
結
料
は
以
下
の
式
に
基
づ
き

算
出
す
る
。

A
X

(B
+
C
×
1
/
2
)
十
D

A

…
(連
結
し
た
後
の
利
便
施
設
等
の
敷
地
の
一
鯖

当
た
り
の
純
地
代
ー
連
結
が
な
い
と
し
た
場
合
の

利
便
施
設
等
の
敷
地
の
一
寸
当
た
り
の
純
地

代
)
×
1
/
2

B

"利
便
施
設
等
の
敷
地
面
積

(高
速
道
路
と
連
絡

す
る
駐
車
場
敷
地
を
除
く
)

C
…
高
速
道
路
と
連
絡
す
る
駐
車
場
の
敷
地
面
積

D

…
連
結
し
た
こ
と
に
よ
り
増
加
す
る
管
理
費
用
額

②
純
地
代
の
差
額
の
算
出
方
法

純
地
代
の
差
額
に
つ
い
て
は
、
近
傍
類
似
の
土
地

の
時
価
に
期
待
利
回
り
を
乗
じ
て
得
る
方
法

(以
下

｢積
算
法
｣
と
い
う
。)、
近
傍
類
似
の
土
地
の
純
地

代
か
ら
推
定
の
純
地
代
を
算
定
す
る
方
法

(以
下

｢賃
貸
事
例
比
較
法
｣
と
い
う
。)
、
利
便
施
設
等
に

お
い
て
通
常
得
ら
れ
る
売
上
収
入
額
に
道
路
法
施
行

規
則
第
四
条
の
五
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ

る
方
法

(以
下

｢収
益
分
析
法
｣
と
い
う
。)
の
三

つ
の
手
法
の
う
ち
、
積
算
法
の
使
用
を
基
本
と
し
つ

つ
、
賃
貸
事
例
比
較
法
と
収
益
分
析
法
に
つ
い
て
使

用
可
能
な
場
合
に
使
用
し
、
複
数
の
手
法
を
使
用
し

た
場
合
は
そ
の
算
出
結
果
を
平
均
す
る
も
の
と
す

る
oな

お
、既
存
の
利
便
施
設
等
を
連
結
す
る
場
合
は
、

当
該
利
便
施
設
等
の
存
す
る
土
地
の
時
価

(当
該
利

便
施
設
等
に
お
け
る
収
益
も
勘
案
し
た
時
価
)
に
よ

る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

連
結
許
可
等
申
請
書

(略
)

7

連
結
許
可
に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

先

(略
)
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地
域
再
生
の
淌
嘩
と
遣
整
備
焚
付
金
に
つ
い
て

道
路
局
総
務
課

の
創
造
を
、
地
域
の
視
点
か
ら
積
極
的
か
つ
総
合
的
に
推

進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
平
成
一
五
年
一
〇
月
二
四
日

に
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
設
置
に
あ
た
っ
て

の
背
景
や
意
義
は
、
同
年
一
二
月
一
九
日
に
本
部
決
定
さ

れ
た
｢地
域
再
生
推
進
の
た
め
の
基
本
方
針
｣
に
よ
れ
ば
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

我
が
国
経
済
は
、
現
在
、
景
気
が
持
ち
直
し
て
い
る
一

方
で
、
①
少
子
･
高
齢
化
の
進
展
、
②
国
際
化
の
進
展
、

⑤
情
報
通
信
技
術
の
高
度
化
、
④
環
境
問
題
へ
の
配
慮
、

と
い
っ
た
構
造
的
な
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
地
域
経
済
に

は
、
こ
れ
ら
の
課
題
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
際
、
景
気
刺
激
を
財
政
出
動
に
頼
る
手
法
で
は
地
域
の

持
続
可
能
な
経
済
発
展
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
国
と
し
て
は
、
｢国
か
ら
地
方
へ
｣
、
｢官
か
ら
民
へ
｣

と
い
う
構
造
改
革
の
流
れ
を
よ
り
強
化
し
、
｢持
続
可
能

は
じ
め
に

地
域
再
生
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
五
年
一
〇
月
二
四
日

に
内
閣
総
理
大
臣
を
本
部
長
と
す
る
地
域
再
生
本
部
が
設

置
さ
れ
て
以
来
、
国
や
地
方
に
お
い
て
様
々
な
取
組
み
が

な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
平
成
一
八

年
一
月
二
三
日
か
ら
二
月
一
日
に
地
域
再
生
法
に
基
づ
く

第
三
回
認
定
申
請
を
受
け
付
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
地
域
再
生
の
沿
革
や
地
域
再
生
法
に
基
づ
く

地
域
再
生
基
盤
強
化
交
付
金
の
ひ
と
つ
で
あ
る
道
整
備
交

付
金
な
ど
に
つ
い
て
若
干
の
解
説
を
す
る
こ
と
と
す
る
。

拙
地
域
再
生
の
沿
革

1

地
域
再
生
本
部
の
設
置
及
び
基
本
指
針

地
域
再
生
本
部
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
と
地
域
雇
用

な
地
域
再
生
｣
を
実
現
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、

地
域
が
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
地
域
を
再
生
し
て
い
く
た

め
に
は
、
地
域
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
や
地
域
の
置
か

れ
て
い
る
条
件
が
様
々
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、

｢自
助
と
自
立
の
精
神
｣
の
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特

性
や
住
民
の
ニ
ー
ズ
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
自
ら

｢知

恵
と
工
夫
の
競
争
に
よ
る
活
性
化
｣を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

地
域
経
済
の
活
性
化
と
地
域
雇
用
の
創
造
を
実
現
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

地
域
再
生
と
は
、
地
域
の
産
業
、
技
術
、
人
材
、
観
光

資
源
、
自
然
環
境
、
文
化
、
歴
史
な
ど
地
域
が
有
す
る

様
々
な
資
源
や
強
み
を
知

恵
と
工
夫
に
よ
り
有
効
活
用

し
な
が
ら
、
文
化
的
･
社
会
的
な
つ
な
が
り
に
よ
る
地
域

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
を
図
っ
た
り
、
地
域
内
外
の

ニ
ー
ズ
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
民
間
事
業
者
が

道行セ 2006,3 33



ビ
ジ
ネ
ス
を
健
全
な
形
で
展
開
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ

れ
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
十
分
な
雇
用
を
創
出
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
性
あ
る
豊
か
な
地
域
づ
く
り

を

達
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て

｢地
域

経
済
の
活
性
化
｣
と

｢地
域
雇
用
の
創
造
｣
を
実
現
す
る

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
地
域
の

｢自
助
と
自
立
の
精
神
｣

を
活
か
す
た
め
、
従
来
型
の
財
政
措
置
を
講
じ
な
い
こ
と

を
基
本
と
す
る
。
地
域
再
生
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
で

き
る
だ
け
現
場
に
近
い
意
欲
の
あ
る
地
方
公
共
団
体
が
、

地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
主
体
的
か
つ
計
画
的
な
取

組
み
を
住
民
や
民
間
事
業
者
な
ど
地
域
の
構
成
員
と
一
体

と
な
っ
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
国
と
し
て
も
政
府

が
一
丸
と
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
創
意
工
夫
あ
る
取
組
み
を

全
面
的
に
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
再

生
は
、
経
済
的
に
困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る
地
域
を

国
が
一
方
的
に
支
援
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
①

｢自
助
と
自
立
の
精
神
｣
｢知
恵
と
工
夫
の
競
争

に
よ
る
活
性
化
｣
の
尊
重
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
意
欲
の

あ
る
地
域
自
ら
が
、
現
場
で
あ
る
地
域
の
視
点
か
ら
自
発

的
に
立
案
し
、
自
立
的
に
取
り
組
む
、
②
国
は
、
そ
の
地

域
の
取
組
み
を
全
面
的
に
支
援
す
る
、
③
そ
れ
に
よ
り
、

意
欲
の
あ
る
地
域
が
自
発
的
に
地
域
再
生
を
進
め
る
、
す

な
わ
ち
、
｢地
域
が
自
ら
考
え
、
行
動
す
る
、
国
は
、
こ

れ
を
支
援
す
る
｣
こ
と
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

地
方
公
共
団
体
、
民
間
事
業
主
体
及
び
個
人
は
、
地
域

再
生
に
資
す
る
施
策
の
改
善
に
つ
い
て
、
国
に
提
案
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
提
案
を
受
け
た
内
閣
官
房
地
域
再
生

推
進
室
が
関
係
各
省
と
調
整
の
う
え
メ
ニ
ュ
ー
化
し
、
地

方
公
共
団
体
は
そ
の
メ
ニ
ュ
ー
(地
域
再
生
の
支
援
措
置
)

を
含
む
地
域
再
生
計
画
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認

定
を
受
け
、
支
援
措
置
が
適
用
さ
れ
る

(図
1
)。

2

旧
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
道
路
事
業
の
取
組
み

旧
地
域
再
生
本
部
は
、
平
成
一
六
年
二
月
二
七
日
に

｢地
域
再
生
推
進
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣
を
策
定
し
た
。

本
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
道
路
関
係
の
支
援
措
置
と
し

て
は
、道
路
占
用
許
可
の
弾
力
化
(オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
等
)、

地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
の
運
用
改
善
、
ス
マ
ー
ト
I

C
の
社
会
実
験
な
ど
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ

き
、
平
成
一
六
年
五
月
、
同
年
一
〇
月
、
平
成
一
七
年
一

月
の
計
三
回
に
わ
た
り
地
域
再
生
計
画
の
認
定
申
請
の
受

付
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
再
生
計
画
申
請
数

は
、
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

総
理
大
臣
が
認
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
各
省
に
同
意
協

議
が
な
さ
れ
る
が
、
道
路
局
関
係
の
支
援
措
置
を
含
む
計

画
に
つ
い
て
は
、
事
実
誤
認
や
実
現
可
能
性
を
判
断
の
う

え
、
そ
れ
ら
の
全
て
に
つ
い
て

｢同
意
｣
と
回
答
し
て
い

る
。

　　 　　
支援措置の提案

3

地
域
再
生
法
の
施
行
と
仕
組
み

近
年
に
お
け
る
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
、
産
業
構

造
の
変
化
等
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、
地

図
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方
公
共
団
体
が
行
う
自
主
的
か
つ
自
立
的
な
取
組
み
に
よ

る
地
域
経
済
の
活
性
化
、
地
域
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
創

出
そ
の
他
の
地
域
の
活
力
の
再
生
を
総
合
的
か
つ
効
果
的

に
推
進
し
て
い
く
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て

個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
を
目
的
と

す
る
地
域
再
生
法
が
平
成
一
七
年
四
月
一
日
に
地
域
再
生

法
が
施
行
さ
れ
た
。

こ
の
地
域
再
生
法
に
お
い
て
は
、
政
府
に
よ
る
地
域
再

生
基
本
方
針
の
策
定
や
、
地
方
公
共
団
体
が
作
成
し
た
地

域
再
生
計
画
に
対
す
る
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
認
定
基
準

等
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
地
域
再
生
基
本
方
針
は

同
年
四
月
二
二
日
に
策
定
さ
れ
、
地
域
再
生
の
意
義
及
び

目
標
、
地
域
再
生
の
た
め
に
政
府
が
実
施
す
べ
き
施
策
に

関
す
る
基
本
的
な
方
針
、
地
域
再
生
計
画
の
認
定
に
関
す

る
基
本
的
な
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
地
域
再
生
基
本
方
針
で
は
、
地
域
の
創
意
工
夫

に
あ
ふ
れ
た
ア
イ
デ
ア
合
戦
を
応
援
す
る
も
の
と
い
う
点

で
地
域
再
生
と
共
通
す
る
構
造
改
革
特
区
と
の
関
係
も
整

理
さ
れ
て
お
り
、
①
知
恵
と
工
夫
の
競
争
の
サ
ポ
ー
ト
･

促
進
、
②
補
助
金
改
革
等
に
よ
る
自
主
裁
量
性
の
尊
重
、

縦
割
り
行
政
の
是
正
、
成
果
主
義
的
な
政
策
へ
の
転
換
、

③
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
資
金
等
の
活
用
促
進
と
し
て
上
げ

ら
れ
て
い
る
地
域
再
生
の
取
組
み
は
、
規
制
緩
和
の
取
組

み
と
適
切
に
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
相
乗
効
果
が
期
待
さ

れ
る
。
こ
の
た
め
、
構
造
改
革
特
別
区
域
推
進
本
部
と
連

携
し
、
構
造
改
革
特
区
の
よ
う
な
地
域
限
定
の
規
制
の
特

例
措
置
と
地
域
再
生
に
お
け
る
補
助
金
改
革
の
成
果
等
を

車
の
両
輪
と
し
て
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の

自
主
性
、
裁
量
性
を
拡
大
し
、
地
域
の
活
性
化
を
加
速
す

る
と
さ
れ
て
い
る
。
構
造
改
革
特
区
は
規
制
の
特
例
に
よ

り
、
地
域
再
生
は
そ
れ
以
外
の
交
付
金
や
課
税
の
特
例
等

に
よ
り
、
地
域
を
活
性
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
地
域
再
生
法
の
施
行
に
よ
り
、
地
域
再
生
本
部

は
廃
止
さ
れ
、
同
時
に
新
し
い
地
域
再
生
本
部
が
設
置
さ

れ
て
い
る
。

三
地
域
再
生
強
化
基
盤
交
付
金
に
つ
い
て

1

地
域
再
生
基
盤
強
化
交
付
金
と
は

地
域
再
生
法
第
一
三
条
第
一
項
に
よ
り
、
地
域
に
お
け

る
経
済
基
盤
の
強
化
ま
た
は
生
活
環
境
の
整
備
の
た
め
に

行
う
事
業
の
た
め
の
地
域
再
生
基
盤
強
化
交
付
金
が
創
設

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
地
域
に
お
け
る
交
通
の
円

滑
化
及
び
産
業
の
振
興
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
る
道
路
、

農
道
、
林
道
の
う
ち
二
つ
以
上
を
総
合
的
に
整
備
す
る
事

業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
に
創
設
さ
れ
る
の
が
道

整
備
交
付
金
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
汚
水
処
理
施
設
整
備
交
付
金
及
び
港
整
備

交
付
金
が
道
整
備
交
付
金
と
と
も
に

｢地
域
再
生
基
盤
強

化
交
付
金
｣
と
さ
れ
て
い
る
。
道
整
備
交
付
金
の
創
設
に

あ
た
っ
て
は
、
地
域
再
生
を
推
進
す
る
内
閣
府
、
道
路
事

業
を
所
管
す
る
国
土
交
通
省
、
農
道
事
業
を
所
管
す
る
農

林
水
産
省
、
林
道
事
業
を
所
管
す
る
林
野
庁
が
連
携
し
、
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表 1 地域再生推進のためのプログラム (地域再生本部決定) に基づく
地域再生計画の認定

譜
数画

申
計

うち
国土交通省

道路局関係
支援措置数※

第 1 回
(平成16年 6月) 214計画 134計画 籍

第 2 回
(平成16年12月) 面--三口 摘30 密

第 3 回
(平成17年 3月) 艀 鱈 件〔X)

チ
ー

ニニロ 件282 淋旧 帶10

※ほとんどの計画が複数の支援措置を含む
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地方公共団体

図 2 内閣府への一括計上による省庁横断的な補助金改革

地
域
再
生
計
画

内
閣
府
に
交
付
金
を
一
括
計
上
し
て
い
る

(図
2
)。

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
次
の
事
柄
が
挙
げ
ら
れ
る
。

･
省
庁
の
壁
を
越
え
て
一
本
化
し
た
三
種
類
の
テ
ー
マ

別
交
付
金
を
内
閣
府
に
一
括
計
上
。

･
内
閣
府
が
、
地
方
公
共
団
体
の
事
業
計
画
を

(例
え

ば
)
五
年
分
ま
と
め
て
認
定
。

･
地
方
公
共
団
体
の
判
断
で

｢年
度
間
の
流
用
｣
｢他

の
類
似
事
業
へ
の
充
当
｣
が
可
能
。

･
交
付
金
交
付
に
係
る
事
務
手
続
は
、
省
庁
の
枠
を
超

え
て
一
体
的
に
実
施
、
窓
口
も
一
元
化
。

2

道
整
備
交
付
金
の
創
設
経
緯

そ
も
そ
も
、
道
路
事
業
は
、
高
規
格
幹
線
道
路
か
ら
日

常
生
活
の
基
盤
と
し
て
の
市
町
村
道
に
至
る
道
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
道
路
交
通
の
安
全
の
確
保
と
そ
の
円

滑
化
を
図
る
と
と
も
に
、
生
活
環
境
の
改
善
、
国
民
経
済

の
発
展
、国
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

道
路
法
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
農
道
は
、

土
地
改
良
法
に
基
づ
き
、
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
及
び
開

発
を
図
り
、
も
っ
て
農
業
生
産
性
の
向
上
、
農
業
総
生
産

の
増
大
を
図
る
た
め
に
、
ま
た
、
林
道
は
、
森
林
法
に
基

づ
き
、
林
業
の
発
展
や
森
林
資
源
の
確
保
及
び
国
土
の
保

全
を
図
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
整
備
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
道
路
事
業
と
農
道
･
林
道
事
業
は
、
整
備
の
目

的
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
適
切
に
役
割
分
担
す
る
と
と
も

に
効
果
的
な
投
資
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
両
省
間
に
お
い
て

連
絡
調
整
会
議
を
設
置
し
、
地
域
の
幹
線
道
路
の
計
画
と

広
域
農
道
等
の
整
備
計
画
の
調
整
や
、
相
互
に
関
連
す
る

農
道
事
業
と
道
路
事
業
の
進
度
調
整
、
そ
の
他
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
緊
密
に
協
議
、
調
整
を
従
前
よ
り
図
っ
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
地
方
経
済
の
活
性
化
や
地
域
再
生
の
推
進
に
向

け
て
、
｢今
後
の
地
域
再
生
の
推
進
に
あ
た
っ
て
の
方
向

や
戦
略

(平
成

一
六
年
五
月
二
七
日
地
域
再
生
本
部
決

定
)｣
や

｢経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本

方
針
2
0
0
4
に
つ
い
て

(平
成
一
六
年
六
月
四
日
閣
議

決
定
)｣
に
お
い
て
、
や
る
気
の
あ
る
地
方
公
共
団
体
等

と
の
協
力
の
下
に
自
主
性
と
創
意
工
夫
を
活
か
し
な
が

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
再
生
に
向
け
た
取
組
み
を
自
主

裁
量
で
戦
略
的
に
出
来
る
よ
う
、
ま
た
持
続
可
能
な
地
域

の
再
生
に
つ
な
げ
る
た
め
に
府
省
横
断
的
な
も
の
も
含
め

た
補
助
金
改
革
等
を
実
施
す
る
方
針
が
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
地
方
の
自
主
性
･
裁
量
性
を
高
め
る

た
め
の
補
助
金
改
革
と
地
域
再
生
の
観
点
か
ら
、
類
似
機

能
を
有
す
る
施
設
に
一
体
的
に
整
備
可
能
な
交
付
金
制
度

と
し
て
道
整
備
交
付
金
を
創
設
す
る
こ
と
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。

農
林
業
等
の
振
興
や
都
市

･
物
流
拠
点
等
と
の
交
流
促

進
を
目
的
と
し
て
、地
方
公
共
団
体
が
策
定
す
る
地
方
道
、

農
道
、
林
道
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
た
計
画
に
対
し
て
、
関

係
府
省
が
連
携
し
て
助
成
を
行
い
、
年
度
間
で
の
事
業
量

の
変
更
や
事
業
間
で
の
融
通
が
可
能
な
制
度
で
あ
る
の



図 4 地域再生計画のイメージ (市街地の道路網整備)

は
、
他
の
地
域
再
生
基
盤
強
化
交
付
金
と
同
様
で
あ
る
。

道
整
備
交
付
金
の
対
象
と
な
る
事
業
は
、
市
町
村
道
、

広
域
農
道
、
林
道
の
中
で
、
①
種
類
の
異
な
る
二
以
上
の

事
業
を
実
施
す
る
も
の
、
②
各
事
業
が
相
互
に
連
携
し
て

効
果
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
。市
町
村
道
に
つ
い
て
は
、

道
路
の
新
設
･
改
築

･
修
繕
が
対
象
で
あ
り
、
現
在
の
市

町
村
道
補
助
事
業
(地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
を
含
む
)

に
お
い
て
補
助
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
業
と
で
あ
る
。
な

お
、
山
村
振
興
法
や
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
等

に
基
づ
く
都
道
府
県
の
権
限
代
行
事
業
も
対
象
と
な
る
。

手
続
き
と
し
て
は
、
他
の
地
域
再
生
基
盤
強
化
交
付
金

と
同
様
で
あ
る
。
地
方
公
共
団
体
は
単
独
又
は
共
同
で
地

域
再
生
を
実
現
す
る
た
め
の
事
業
と
し
て
道
整
備
交
付
金

に
関
す
る
事
項
を
盛
り
込
ん
だ
計
画
を
策
定
し
、
内
閣
府

に
提
出
し
、国
は
当
該
地
域
再
生
計
画
を
認
定
し
た
場
合
、

そ
の
計
画
に
基
づ
き
、
施
設
所
管
省
庁
が
年
度
毎
に
地
方

公
共
団
体
か
ら
の
交
付
申
請
に
対
し
て
交
付
金
を
交
付
す

る
。
こ
の
際
、
事
務
手
続
き
等
の
窓
口
は
一
本
化
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
交
付
金
の
た
め
補
助
率
と
い
う
概
念
は
な

い
が
、
計
画
に
対
す
る
交
付
限
度
額
を
対
象
事
業
ご
と
に

現
行
の
補
助
事
業
に
お
け
る
補
助
率
等
の
規
定
に
基
づ
き

計
算
し
た
額
を
合
計
し
算
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
結

果
的
に
通
常
補
助
事
業
と
同
様
に
事
業
費
の
1
/
2
を
交

付
す
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
初
年
度
で
あ
る
平
成
一
七

年
度
に
お
け
る
予
算
額
は
、
国
費
二
七
〇
億
円

(道
整
備

交
付
金
の
み
)
で
あ
っ
た
。

蟻
繊麗
、

道整備交付金の活用ノ
J、
.
も
ヲ
‐も

･l
･
1
事
･1
111
･1
･
■l,

図 3 道整備交付金の対象事業

、
課税特例による投資促進



本
制
度
の
創
設
に
よ
っ
て
、
①
地
方
道

･
農
道

･
林
道

の
各
事
業
に
つ
い
て
連
携
が
取
れ
た
事
業
展
開
が
可
能
、

②
交
付
申
請
等
に
係
る
事
務
手
続
き
は
窓
口
を
一
本
化
す

る
こ
と
で
簡
素
化
さ
れ
地
方
の
事
務
負
担
が
軽
減
、
③
年

度
途
中
に
お
い
て
地
方
の
裁
量
に
よ
り
必
要
な
事
業
に
予

算
の
充
当
が
可
能
と
な
る
な
ど
の
効
果
に
よ
り
、
地
方
の

自
主
性
･
裁
量
性
等
が
向
上
す
る
こ
と
と
な
り
、
各
地
域

に
お
い
て
は
地
方
道

･
農
道

･
林
道
の
連
携
に
よ
り
効
率

的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

(図

3
.
4
)0

三

第
三
国
認
定
申
請
の
状
況

内
閣
府
で
は
、
平
成
一
人
年
一
月
二
三
日
か
ら
二
月
一

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
地
域
再
生
法
に
基
づ
く
地
域

再
生
計
画
の
第
三
国
認
定
申
請
を
受
付
け
た
。

北
海
道
か
ら
鹿
児
島
に
至
る
各
地
か
ら
申
請
さ
れ
た
計

画
の
う
ち
、
道
整
備
交
付
金
を
活
用
す
る
新
規
の
計
画
は

四
二
件
で
あ
っ
た
。

な
お
、
地
域
再
生
法
が
平
成
一
七
年
四
月
一
日
に
施
行

さ
れ
て
以
後
の
同
法
に
基
づ
く
認
定
申
請
に
つ
い
て
は
、

表
2
の
と
お
り
で
あ
り
、
平
成
一
七
年
度
分
に
お
け
る
道

整
備
交
付
金
を
含
む
計
画
は
、
す
べ
て

｢同
意
｣
と
し
て

回
答
し
て
い
る
。

今
回
の
第
三
回
認
定
に
つ
･い
て
は
、
今
後
公
示
さ
れ
る

予
定

(平
成
一
人
年
三
月
一
六
日
現
在
)
で
あ
り
、
こ
れ

に
基
づ
き
、
予
算
が
配
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

表 2 地域再生法に基づく地域再生計画の申請数 (平成 17年度は認定数)

平成l7年度 平成18年度

恆琥
繭

洲
鏡

鋺
驚

付

事

価
徽
樋

糯
辯

藤
杉
幌

認 総
摘琥

謡
湖
餐

鋺
癜

緬
蜥
繹

信
備
附

劾
道
滞

診
う
舅

申 142

44165

42陥

;8 1首介〒セ 20063



圓

圓

欧州道路実態調査結果について
~ 無電柱化の推進方策と

原因者負担金制度の運用について~

道路局路政課道路利用調整室課長補佐 今井

で
雄

、

宗

　
　

圓

圓

こ
の
た
び
、欧
州
に
お
け
る
無
電
柱
化
の
推
進
方
策
や
、

原
因
者
負
担
金
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
調
査
す
る
機
会
を

い
た
だ
き
、
去
る
二
月
一
日

(水
)
か
ら
一
○
日

(金
)

ま
で
の
間
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
に
出
張
し

た
。
今
回
の
調
査
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
、
ウ
ィ
ス
パ
ー
デ
ン

(フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
近
郊
)、
パ
リ
等
の
各
都
市
を
対
象
に
、

道
路
管
理
者
、
電
力
公
社
、
保
険
会
社
等
の
訪
問
等
を
行

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
土
交
通
省
道
路
局
を
始
め
、
合

計
九
名
が
参
加
し
た
。

以
下
、
こ
の
調
査
の
概
要
を
報
告
す
る
。

一
無
電
柱
化
の
推
進
万
策
に
つ
い
て

◆
イ
ギ
リ
ス

(ロ
ン
ド
ン
交
通
局
"
ニ
ッ
ク

･
モ
リ
ス
部

長
、
マ
ー
ク
･
プ
ラ
イ
ヤ
主
任
)

1

ロ
ン
ド
ン
交
通
局
に
つ
い
て

ロ
ン
ド
ン
交
通
局
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
戦
略
的
な

交
通
網
の
構
築
を
目
的
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
設
立

さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン

(
ロ
ン
ド
ン
市
及
び
三
二
の
区
か
ら
な

る
)
に
お
け
る
首
都
交
通
全
般
を
所
掌
す
る
組
織
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
ロ
ン
ド
ン
交
通
局
の
道
路
課

(馨
Hog
の

□
拭
き
巳
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
道
路
交
通
の
計

画
･
改
善
、
信
号
･
交
差
点
の
制
御
、
道
路
工
事
の
許
可

等
を
担
当
し
て
い
る
。

な
お
、
ロ
ン
ド
ン
全
域
で
約
一
三
、
0
0
0
鬮
の
道
路

延
長
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
ロ
ン
ド
ン
交
通
局
は
、
五
人
○

如
の
道
路
に
つ
い
て
道
路
管
理
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
。

L o n d o n

写真 1 ロンドン交通局 ニック ･モリス部長とrと　

　

　

　

モ

を首行セ 2nn6 3 39
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方
法
、
公
益
事
業
者
間
の
工
事
調
整
等
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
な
る
と
と
も
に
、
新
設
道
路
に
つ
い
て
は
五

年
間
掘
削
抑
制
措
置
を
と
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
道
路
管
理
者
は
、
こ
れ
ら
の
道
路
工
事
の
調
整

に
必
要
と
な
る
費
用

(実
費
)
に
つ
い
て
、
許
可
申
請
者

か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

③

無
電
柱
化
の
推
進
方
策
等
に
つ
い
て

ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
電
線
類
の
地
中
化
が
進
ん
で
い
る

の
は
、

.
架
空
線
に
つ
い
て
は
住
民
の
反
対
が
強
い
こ
と
。

･
架
空
線
に
つ
い
て
は
地
下
埋
設
に
比
し
安
全
性
が
低

い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

等
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
｢
考
そ
刃
8
号

菖
Q
の
訂
8
[
名
目
封
少
8

5
･
こ

の
第
五
0
条
に
基
づ
き
、
公
益
事
業
者
が
道
路
管
理
者
か

ら
道
路
工
事
の
免
許

(贅
のg
"
o共
凶
行
g
oo)を
受
け
る

際
、
原
則
的
に
電
線
類
を
新
設
す
る
場
合
又
は
既
設
の
電

線
を
新
し
い
電
線
に
交
換
す
る
場
合
に
は
地
中
化
す
る
こ

と
と
す
る
旨
の
条
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
oと

こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
電
線
類
の
地
中
化
に
当
た
っ
て

は
、
ダ
ク
ト

(管
路
)
方
式
に
よ
り
地
中
化
し
て
い
る
の

が
通
常
で
あ
り
、
埋
設
の
深
さ
と
し
て
は
基
本
的
に
一
m

以
下
と
す
る
旨
が
工
事
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て

定
め
ら
れ
て
い
る

(実
態
と
し
て
は
、
道
路
の
状
況
に
応

じ
必
ず
し
も
一
m
以
下
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
)。な

お
、
都
市
部
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も

地
中
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
既
存
の
電
線
類
に

つ
い
て
、
地
中
化
を
行
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
道
路
管

理
者
と
公
益
事
業
者
の
交
渉
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
ま

た
、
地
中
化
に
伴
う
費
用
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、

公
益
事
業
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
支
障
移
設
等

の
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、
道
路
工
事
に
起
因
す
る
場
合

に
は
、
道
路
管
理
者
と
公
益
事
業
者
の
契
約
に
よ
っ
て
そ

の
費
用
負
担
の
範
囲
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

燭

そ
の
他

地
下
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
物
件
の
管
理
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
法
律
に
よ
り
、
公
益
事
業
者
に
そ
の
義
務
が
課

せ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
態
と
し
て
は
必
ず

し
も
正
確
に
把
握
さ
れ
て
お
ら
ず
、
誤
っ
て
他
の
埋
設
物

件
を
損
傷
す
る
な
ど
の
事
例
等
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、

統

一
的
な
電
磁
デ
ー
タ
に
よ
る
管
理
を
行
う
機
関
と
し

て
、
N
U
A
G

(z
鵲
8
巴
q
ロ
分
｢四
o
g
o
>
協
会
の
Q
5
旨
)

が
設
立
さ
れ
た
。

な
お
、
N
U
A
G
は
、
公
益
事
業
者
等
が
資
金
を
提
供

し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

◆
イ
ギ
リ
ス

(ロ
ン
ド
ン
市
"
ス
テ
イ
ー
ブ

･
バ
リ
フ
部

長
、
デ
ニ
ス
･
ポ
ー
ベ
イ
課
長
)

ー

ロ
ン
ド
ン
市

(0
語

曵
r
8
8
己
に
つ
い
て

ロ
ン
ド
ン

(大
ロ
ン
ド
ン
)
は
、
ロ
ン
ド
ン
市

(R
堵

乱
せ
o
b
a
o
p
(小
ロ
ン
ド
ン
)
)
と
三
二
の
区
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。
中
で
も
、
ロ
ン
ド
ン
市
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
中

心
地
を
管
轄
す
る
自
治
体
で
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
市
長
直
轄

の
機
関
で
あ
る
な
ど
、
他
の
三
二
区
と
は
別
格
の
特
別
の

地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

2

概
要

=

占
用
工
事
の
手
続
に
つ
い
て

イ
ギ
リ
ス
の
道
路
工
事
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
が

行
う
力
oDA
者
o呉
のと
公
益
事
業
者
等
の
道
路
管
理
者
以

外
の
者
が
行
う
警
報
増
8
封
に
分
類
さ
れ
る
が
、
こ
の
う

ち
、
の
町
①g
名
o
共
の
(以
下

｢占
用
工
事
｣
と
い
う
。
)
の

手
続
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
始
め
に
、
ロ
ン
ド
ン
市
内
の
全

て
の
道
路
に
付
け
ら
れ
た
番
号

(q
目

の口
観

力
の町
営
oの

Z
o)に
基
づ
き
占
用
工
事
を
実
施
す
る
場
所
を
特
定
し
、

工
事
を
実
施
す
る
日
時
、
工
事
期
間
、
U
S
R
N
を
道
路

管
理
者
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
市
に
届
け
出
る

(弓
[鼡
コ
o

区
営
凹鰤
日
の巳
ど
め
ooA成
立
以
降
は
ロ
ン
ド
ン
市
の
許

可
)。
そ
の
後
、
道
路
管
理
者
は
、
占
用
工
事
の
妥
当
性

に
つ
い
て
審
査
、
評
価
し
、
公
益
事
業
者
は
敷
設
が
認
め

ら
れ
た
場
合
に
は
物
件
を
敷
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
再
舗
装

(原
状
回
復
)
に
当
た
っ
て
は
、
中
央

政
府
が
定
め
る
工
事
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(n
oe

o
｢
勺
罵
o□
&

に
基
づ
き
行
い
、
公
益
事
業
者
等
に
よ
る

再
舗
装
が
終
了
し
た
後
、
ロ
ン
ド
ン
市
は
完
了
検
査

(サ

ン
プ
ル
調
査
)
を
行
う
。
こ
の
場
合
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン



(n
o
e

o
觜
導
き
□
遂

に
規
定
す
る
数
値
に
満
た
な
い
場

合
に
は
工
事
の
や
り
直
し
が
命
じ
ら
れ
る

(な
お
、
公
益

事
業
者
は
二
四
ヵ
月
間
、
当
該
工
事
場
所
に
つ
い
て
保
証

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
)。

②

埋
設
の
深
さ
に
つ
い
て

埋
設
の
深
さ
に
つ
い
て
は
、
各
埋
設
物
件
に
よ
り
異
な

写真 2 ロンドンシティによる説明

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
標
準
的
に
は
、
中
央
政
府
が

定
め
る
工
事
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(
n
o
e
o
怜

せ
攝
o言
也

に
お
い
て
、
下
水
道
五
m
以
下
、
ガ
ス
一
･

二
m
~

-
･
五
m
、
上
水
道
一
･
二
m
以
下
、
電
気
一
m

~
0

･
八

m
、
通
信
0

･
八
m
~
○

･
五

m
と
定
め
ら
れ

て
い
る

(実
態
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
こ
の
通
り
埋
設
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
)
。

◎

共
同
溝
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
共
同
溝
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
、
一
九
世

紀

(ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
)
に
地
下
鉄
、
下
水
道
の
設

置
の
た
め
建
設
さ
れ
た
ト
ン
ネ
ル

(□
□
--導

の
の
"
召
①

嘗
目
色
が
あ
り
、
道
路
管
理
者
が
管
理
し
て
い
る
。
公

益
事
業
者
は
道
路
管
理
者
の
許
可
を
受
け
こ
れ
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
ト
ン
ネ
ル
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
埋
設
物
件

の
占
用
の
程
度
に
応
じ
使
用
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
ト
ン
ネ
ル
が
あ
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
顧

客
へ
の
引
き
込
み
線

(管
)
を
除
き
道
路
を
掘
削
す
る
こ

と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

@

そ
の
他

ロ
ン
ド
ン
市
に
お
い
て
は
、
占
用
工
事
に
つ
い
て
、
工

事
の
安
全
性
、
交
通
へ
の
配
慮
の
度
合
、
再
舗
装
の
状
況

等
を
考
慮
し
、
工
事
事
業
者
等
に
つ
い
て
評
価
す
る
仕
組

み
を
導
入
し
て
お
り
、
評
価
の
高
い
企
業
等
に
対
し
、
ロ

ン
ド
ン
市
長
は
年
一
回
こ
れ
を
表
彰
し
て
い
る
。

◆
ド
イ
ツ

(ヘ
ッ
セ
ン
州
…
ヘ
レ
ム
氏
、
サ
ル
マ
ン
氏
)

1

ド
イ
ツ
の
道
路
に
つ
い
て

ド
イ
ツ
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
、
連
邦

道
、
州
道
、
郡
道
等
の
各
自
治
体
の
道
路
に
よ
り
構
成
さ

れ
て
い
る
。

連
邦
政
府
は
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
全
体
と
連
邦
道
を
管
轄

し
て
お
り
、
州
政
府
は
、
州
内
の
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
と
州
道

に
つ
い
て
管
轄
し
て
い
る
。

連
邦
政
府
は
、
道
路
の
建
設
に
つ
い
て
計
画
し
、
各
自

治
体
に
予
算
を
配
分
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
実
際
の

道
路
建
設
自
体
は
、
連
邦
か
ら
の
予
算
の
配
分
を
受
け
、

各
自
治
体
が
行
っ
て
い
る
。

2

概
要

=

道
路
の
占
用
制
度
に
つ
い
て

国
民
は
、
道
路
の
通
行
に
つ
い
て
の
権
利

(道
路
の
自

由
使
用
)
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
道
路
の
使

用
に
つ
い
て
は
特
別
な
扱
い

(道
路
の
特
別
使
用
)
と
し

て
道
路
交
通

(道
路
の
自
由
使
用
)
に
支
障
を
与
え
な
い

限
り
、
個
別
に
判
断
し
、
許
可
が
与
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
個
別
、
具
体
的
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
道
路

管
理
者
と
道
路
の
使
用
を
希
望
す
る
者
と
の
契
約

(私
法

的
手
法
)
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
等
の
公
益
事
業

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
処
理
が
大
量
で
あ
り
、
ま
た
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
の
都
市
形
成
の
過
程
に
お
い
て
、
様
々



な
問
題
が
発
生
し
、
公
益
事
業
者
の
不
満
が
蓄
積
し
、
多

く
の
裁
判
が
提
起
さ
れ
る
な
ど
こ
れ
に
伴
う
処
理
コ
ス
ト

も
大
き
く
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
連
邦
政
府
と
公
益
事

業
者
間
で
話
し
合
い
が
行
わ
れ
、
統
一
的
な
契
約
を
作
成

す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
現
在
で
は
、
公
益
事
業
者
と
各
州
政
府
が

五
〇
年
間
有
効
な
統
一
的
な
契
約

(枠
契
約
)
を
締
結
し
、

写真 3 ヘッセン州による説明

こ
れ
に
基
づ
き
占
用
事
務
を
取
り
扱
っ
て
い
る
(た
だ
し
、

通
信
に
つ
い
て
は
、
別
法
で
規
制
し
て
い
る
た
め
枠
契
約

外
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る
)
。

こ
の
枠
契
約
に
お
い
て
は
、
道
路
の
利
用
権
に
関
す
る

こ
と
、
費
用
負
担
、
公
益
事
業
者
の
受
忍
義
務
、
道
路
の

新
設
又
は
変
更
時
の
手
続
、
公
益
事
業
者
の
原
状
回
復
、

道
路
の
廃
止
後
の
敷
設
権
の
補
償
、
道
路
の
使
用
に
伴
う

料
金
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

②

無
電
柱
化
に
つ
い
て

電
線
類
の
無
電
柱
化
に
つ
い
て
は
、
法
律
等
に
よ
る
規

制
は
な
く
公
益
事
業
者
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
都
市
の
全
体
の
建
設
計
画

(都
市
計
画
)

に
よ
り
地
中
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
暴
風
等
を
考

慮
し
た
場
合
、
地
中
化
に
相
応
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と

(我
が
国
に
比
べ
地
震
等
が
少
な
く
地
中
化
し
た
方
が
安

定
的
に
維
持
で
き
る
と
の
考
え
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。)、
景
観
保
護
当
局
の
要
請
で
地
中
化
が
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
大
都
市
部
で
は
ほ
ぼ
地
中
化
が
行
わ
れ

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

な
お
、
地
中
化
に
当
た
っ
て
は
、
共
同
溝
方
式
で
は
な

く
、
単
独
地
中
化
方
式
に
よ
り
地
中
化
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
、
共
同
溝
に
入
溝
す
る
事
業
者
間
の
費
用
負
担
等
の

調
整
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

◎

そ
の
他

電
線
の
埋
設
場
所
は
原
則
と
し
て
歩
道
と
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
深
さ
に
つ
い
て
は
工
業
規
格
に
お
い
て
定
め
ら

れ
て
い
る
。

ま
た
、
占
用
料

(使
用
料
)
に
つ
い
て
は
、
連
邦
政
府

と
州
政
府
は
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
一
方
、
市
等
の
地
方
自
治
体
に
つ
い
て
は
、
そ
の
管

理
す
る
道
路
に
つ
い
て
占
用
料

(使
用
料
)
を
徴
収
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(た
だ
し
、
電
気
通

信
事
業
に
つ
い
て
は
、市
等
の
地
方
自
治
体
で
あ
っ
て
も
、

占
用
料

(使
用
料
)
を
徴
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
)
。

◆
フ
ラ
ン
ス

(E
D
F

(フ
ラ
ン
ス
電
力
公
社
)
…
ア
ラ

ン

･
ル
メ
ー
ス
ト
ル
所
長
、
エ
ス
カ
テ
イ
ー
ル
氏

ヴ

ェ
ル
サ
イ
ユ
市
"
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
助
役
)

1

自
治
体
と
E
D
F
の
関
係
に
つ
い
て

フ
ラ
ン
ス
国
内
で
は
、

一
定
の
配
電
網
に
つ
い
て
、
自

治
体
が
所
有
し
て
お
り
、
そ
の
管
理
、
運
営
を
E
D
F
が

行
っ
て
い
る
。
E
D
F
は
、
年
間
の
活
動
報
告
を
自
治
体

に
提
出
す
る
こ
と
、
自
治
体
が
他
事
業
者
と
の
工
事
調
整

に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
等
の
義
務
を
負
っ
て
い

る
。公

道
上
の
工
事
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
に
申
請
し
、
許

可
を
得
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
自
治
体
は
、
許
可
に
当

た
っ
て
、
他
事
業
者
間
の
工
事
を
一
括
で
行
わ
せ
る
よ
う

調
整
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。

な
お
、
公
道
上
で
の
占
用
に
関
し
て
は
、
自
治
体
に
占

用
料

(使
用
料
)
を
払
う
必
要
が
あ
る
。



2

無
電
柱
化
に
つ
い
て

フ
ラ
ン
ス
の
電
力
線
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
九
年
に
お

け
る
暴
風
雨
に
よ
り
架
空
電
線
が
か
な
り
の
被
害
を
受
け

た
こ
と
及
び
景
観
上
の
観
点
か
ら
電
線
の
地
中
化
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

道
路
の
占
用
に
つ
い
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
役
所

に
よ
る
占
用
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
工
事
時
期
の
調
整
、

景
観
上
の
観
点
、
計
画
正
当
に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
て
い

る
oE

D
F
は
、
新
設
電
線
に
つ
い
て
は
地
中
化
す
る
旨
の

契
約

(協
定
)
を
道
路
管
理
者
と
結
ん
で
い
る
こ
と
、
架

空
線
に
つ
い
て
は
暴
風
雨
等
の
安
全
上
の
問
題
が
発
生
し

や
す
い
こ
と
か
ら
、
新
設
の
電
線
類
に
つ
い
て
は
、
そ
の

約
九
五
%
に
つ
い
て
地
中
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
市
を
含
む
イ
ブ
リ
ン
県
で
は
、
既
存
の

電
線
類
を
含
め
、
全
体
と
し
て
約
八
0
%
に
つ
い
て
地
中

化
し
て
い
る
)
。

と
こ
ろ
で
、
電
線
の
地
中
化
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
が

道
路
工
事
に
附
随
し
て
計
画
す
る
場
合
と
電
力
公
社
が
自

ら
の
計
画
に
基
づ
き
地
中
化
す
る
場
合
に
分
類
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
市
町
村
が
計
画
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
契

約
に
よ
り
地
中
化
の
費
用
の
四
0
%
に
つ
い
て
電
力
公
社

が
負
担
し
、
残
り
の
六
0
%
に
つ
い
て
市
町
村
が
負
担
し

て
い
る

(電
力
公
社
が
自
ら
地
中
化
す
る
場
合
は
電
力
公

社
の
負
担
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
者
に
よ
り
負
担
割

合
は
異
な
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
)。

な
お
、
地
中
化
の
計
画
と
し
て
は
、
市
町
村
が
計
画
す

る
も
の
と
電
力
公
社
が
自
ら
の
計
画
に
基
づ
き
敷
設
す
る

も
の
と
の
割
合
は
2
…
1
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
既
存
電
柱
の
撤
去
に
か
か
る
費
用
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
主
体
、
す
な
わ
ち
、
市
役
所
が

道
路
工
事
と
し
て
計
画
す
る
場
合
に
は
市
役
所
が
、
電
力

公
社
が
自
ら
の
計
画
に
基
づ
き
敷
設
す
る
場
合
に
は
電
力

公
社
が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

3

埋
設
の
方
法
等

電
力
線
に
つ
い
て
は
、
工
事
上
の
制
約
に
よ
り
管
路
を

使
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
を
除
き
、
直
埋
設
が
基
本

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
電
力
線
の
埋
設
の
深
さ
に
つ
い

て
は
、
車
道
に
つ
い
て
は
八
〇
皿
以
下
、
歩
道
に
つ
い
て

は
六
〇
皿
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

4

そ
の
他

埋
設
に
か
か
る
費
用
と
し
て
は
、
概
ね
二
万
フ
ラ
ン
/

m

(E
U
前
の
デ
ー
タ
)
と
さ
れ
て
お
り
、
E
D
F
は
年

間
約
六
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
を
地
中
化
に
か
か
る
費
用
と
し
て

負
担
し
て
い
る

(E
D
F
全
体
の
予
算
と
し
て
は
約
｢

二
0
0
0
方
ユ
ー
ロ
)。

◆
フ
ラ
ン
ス

(オ
ル
セ
ー
市
役
所

"
ル
メ
ー
ル
助
役

E

D
F

"
フ
ォ
ル
ジ
ェ
氏
)

1

地
中
化
に
つ
い
て

公
益
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
方
法
と
し
て
は
、
直
営
方
式
、

運
営
委
託
方
式
、
P
F
I
方
式
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
費
用

負
担
は
表

(次
頁
参
照
巴
の
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
地
中
化
に
つ
い
て
は
、
そ
の
投
資
費

用
の
う
ち
、
四
0
%
を
E
D
F
が
負
担
す
る
の
が
原
則
と

さ
れ
て
い
る

(た
だ
し
、
通
常
の
場
合
に
は
、
二
年
後
に

更
に
三
一%
の
負
担
が
求
め
ら
れ
、
当
該
場
所
が
歴
史
的

保
存
地
区
の
場
合
に
は
五
0
%
、
二
年
後
に
更
に
一
0
%

の
負
担
が
求
め
ら
れ
て
い
る
)。
、
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2

地
中
化
を
行
う
道
路
等
に
つ
い
て

ど
の
地
域
の
道
路
に
つ
い
て
地
中
化
を
行
う
か
に
つ
い

写真 4 E D Fとヴェルサイユ市による共同説明会



完了後

写真5 オルセー市における地中化工事

て
は
、
各
道
路
の
状
況

(改
築
工
事
計
画
の
状
況
)、
水

道
管
と
し
て
鉛
を
使
用
し
て
い
る
管
路
を
埋
設
し
て
い
な

い
か
等
を
勘
案
し
て
優
先
的
に
行
っ
て
い
る
。

な
お
、
工
事
に
つ
い
て
は
、
公
益
行
政
組
合
が
発
注
し
、

入
札
に
よ
り
工
事
を
実
施
し
て
い
る
。

二

原
因
者
負
担
金
制
度
に
つ
い
て

◆
イ
ギ
リ
ス
(ロ
ン
ド
ン
市

絮
ナ
ニ
ス
･
ポ
ー
ベ
イ
部
長
、

ス
テ
イ
ー
ブ
･
バ
リ
フ
主
任
)

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
車
の
所
有
者
に
対
し
、
保
険

の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
対
人
、
対

物
に
か
か
わ
ら
ず
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。保

険
の
担
保
範
囲
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
無
制
限
と

さ
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
こ
れ
に
よ
り
高
額
な
原
因
者

負
担
に
つ
い
て
も
担
保
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o

し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
保
険
で
は
補
填
で
き
な
い
場
合

に
は
、
保
険
会
社
と
道
路
管
理
者
の
交
渉
に
よ
り
解
決
し

て
お
り
特
に
問
題
は
発
生
し
て
い
な
い
。

ま
た
、損
傷
物
件
が
著
し
く
古
い
場
合
等
に
つ
い
て
も
、

機
能
復
旧
を
原
則
と
し
て
お
り
、
減
免
等
は
行
っ
て
い
な

い
の
が
実
情
で
あ
る
o

な
お
、
事
務
費
に
つ
い
て
は
、
損
傷
復
旧
に
か
か
っ
た

費
用
に
そ
の
一
五
%
を
上
乗
せ
し
て
請
求
し
て
い
る
。
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◆
ド
イ
ツ

(
ヘ
ッ
セ
ン
州
M
ヘ
レ
ム
氏
、
サ
ル
マ
ン
氏

A
D
A
C

M
ベ
ッ
ケ
ル
弁
護
士
)

I

A
D
A
C
に
つ
い
て

A
D
A
C
は
、日
本
の
J
A
F
と
同
様
の
組
織
で
あ
り
、

自
動
車
の
所
有
者
、
運
転
者
等
が
加
入
し
て
い
る
登
録
組

合
で
、
ド
イ
ツ
国
内
で

一
、
五
〇
〇
万
~

一
、
六
〇
〇
万

人
の
会
員
を
有
す
る
組
織
で
あ
る
。

A
D
A
C
は
、
加
入
者
に
対
す
る
事
故
･
故
障
の
債
の

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
事
故
の
際
の
救
急
ヘ
リ
サ
ー
ビ
ス
、

消
費
者
保
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
車
両
の
保
有
者
は
保
険
に
加
入

す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

2

原
因
者
負
担
金
制
度
に
つ
い
て

連
邦
法
に
お
い
て
、
賠
償
者
責
任
を
一
般
に
規
定
し
て

完了前

表 公益サービスの提供方法別の費用負担

＼
投資費用 運営費用

直営方式 滿白] 総{□]運営委託方式 ツノー
{]]。 間民

P F I方式 間民 間民



お
り
、
特
に
、
自
動
車
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ

損
傷
物
件
の
耐
用
年
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
、

2

減
額
運
用
に
つ
い
て

い
て
は
、
道
路
交
通
法
規
則
が
規
定
し
て
い
る
。

機
能
復
旧
に
か
か
る
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
て
取
り

原
則
と
し
て
、機
能
復

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
車
両
の
所
有
者
は
、
人
身
、
対

物
保
険
に
加
入
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
原
則
と

し
て
、
こ
れ
ら
の
保
険
は
無
制
限
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
車
両
五
〇
台
以
上
が
か
か
わ
る
交
通
事
故
に
つ

い
て
は
、
そ
の
責
任
が
不
明
確
で
あ
る
な
ど
の
問
題
が
あ

る
が
、
一
方
が
保
険
加
入
者

(A
)
で
、
他
方

(B
)
が

(保
険
加
入
義
務
に
か
か
わ
ら
ず
)
保
険
に
加
入
し
て
い

な
い
場
合
に
は
、
保
険
加
入
者

(A
)
の
加
入
す
る
保
険

に
よ
り
事
故
の
損
失
額
の
五
0
%
を
補
填
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。

3

原
因
者
負
担
金
の
未
納
者
へ
の
対
応

自
動
車
の
所
有
者
は
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
事
例
は
な
い
が
、

仮
に
、
保
険
未
加
入
者
が
存
在
し
、
当
該
者
が
損
傷
額
を

支
払
わ
な
い
場
合
に
は
、
公
法
に
よ
る
強
制
徴
収
手
続
で

は
な
く
、
民
事
執
行
手
続
き

(私
法
)
に
よ
る
強
制
徴
収

に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
。

4

減
価
償
却
等
に
つ
い
て

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
等
の
損
傷
が
多
く
発
生
す
る
物
件
に
つ

い
て
は
そ
の
価
格
に
つ
い
て
保
険
会
社
と
道
路
管
理
者
と

の
協
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
そ
れ
以
外
の
損
傷
物
件
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

機
能
復
旧
に
か
か
る
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
て
取
り

扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
保
険
会
社
か

ら
減
価
償
却
す
べ
き
で
な
い
か
と
の
要
望
が
な
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
原
因
者
負
担
命
令
等
の
た
め
に
必
要
と
な
る

事
務
費
に
つ
い
て
は
請
求
し
て
い
な
い
。

◆
フ
ラ
ン
ス

(グ
ル
ー
パ
マ
保
険
会
社
m
エ
デ
ィ
ス
･
デ

リ
オ
ン
氏
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

･
バ
リ
ベ
ッ
ド
氏
)

ー

保
険
制
度
に
つ
い
て

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
車
の
所
有
者
は
対
人
、
対
物
保
険
に

加
入
す
る
義
務
を
有
し
て
お
り
、
原
則
と
し
て
無
制
限
の

保
険
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
被
害
者
の
保
護
を
最

重
点
に
お
く
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ

る
oし

か
し
な
が
ら
、
何
ら
か
の
原
因
で
保
険
が
無
効
な
場

合
で
あ
っ
て
保
険
に
よ
る
救
済
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に

は
、
保
険
会
社
な
ど
が
出
資
す
る
自
動
車
補
償
基
金
に
よ

り
そ
の
損
傷
を
担
保
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
複
数
の
車
が
関
与
す
る
交
通
事
故
で
、
そ
の
過

失
相
殺
の
割
合
が
明
確
で
な
い
場
合
に
備
え
、
そ
の
費
用

負
担
割
合
等
に
つ
い
て
、
予
め
保
険
会
社
同
士
で
合
意
し

た

｢
I
R
S
A
｣
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

原
則
と
し
て
、機
能
復
旧
の
考
え
方
を
採
用
し
て
お
り
、

ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
因
者
に
よ
り
補
填
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
例
外
と
し
て
は
、
市
町
村
が
既
に

計
画
と
し
て
取
り
壊
す
物
件
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て

は
、
負
担
命
令
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
o

な
お
、
減
価
償
却
を
行
わ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
が
、

減
価
償
却
の
訴
え
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
第
三
者
機

関
で
あ
る
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
評
価
に
よ
り
減
価
償
却
を

行
う
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
各
保
険
会
社
間
で
補
償
金
額
等
に
つ
い
て
問
題

が
発
生
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
各
保
険
会
社
間
に
よ
る

I
R
S
A
と
い
う
合
意
書
に
基
づ
き
解
決
さ
れ
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。
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〔
一審
判
決
〕

平
成
一
四
年
三
月
三
一日

那
覇
地
方
裁
判
所

請
求
棄
却

(原
告
控
訴
)

〔控
訴
審
判
決
〕

平
成
一
五
年
五
月
二
二
日

福
岡
高
等
裁
判
所

道
路
管
理
者
に
関
す
る
部
分
に

つ
い
て
請
求
棄
却

(確
定
)

は
じ
め
に

営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通

常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
が
、
営

造
物
は
、
公
の
目
的
に
供
さ
れ
る
た
め
に
設
置
･
管
理
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕

疵
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
当
該
営
造
物
の
本
来
の
用
法
に

従
っ
た
使
用
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
構
造
、
場
所
的
環
境

及
び
利
用
状
況
等
の
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
通
常

予
想
さ
れ
る
危
険
に
備
え
る
べ
き
安
全
性
を
有
し
て
い
た

か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

-三 ′, ‘
　

　
　 　 　

今
回
の
事
例
紹
介
は
、
沖
縄
県
道
沿
い
の
国
有
林
野
内

に
存
在
す
る
池
に
転
落
し
て
溺
死
し
た
幼
児
の
両
親
が
国

有
林
野
の
所
有
者
兼
管
理
者
で
あ
る
国
及
び
県
道
の
管
理

者
で
あ
る
沖
縄
県
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事

案
で
あ
り
、
道
路
管
理
者
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
取
り

上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

趾

事
案
の
概
要

本
事
案
は
、
沖
縄
県
八
重
山
郡
竹
富
町
西
表
島
の
沖
縄

県
道
沿
い
の
国
有
林
野
内
に
存
在
す
る
池

(C
に
よ
る
土

砂
採
取
跡
に
雨
水
が
溜
ま
っ
て
で
き
た
池
様
の
窪
地
。)

に
転
落
し
て
溺
死
し
た
幼
児
の
両
親
が
、
①
上
記
林
野
の

所
有
者
兼
管
理
者
で
あ
る
国
に
対
し
て
、
①
上
記
林
野
が

公
の
営
造
物
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
上
記
林
野
の
設
置

又
は
保
存
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
主
張
し
て
国
家
賠
償
法
二

条
一
項
に
基
づ
き
、
②
上
記
池
が
土
地
の
工
作
物
に
該
当

す
る
こ
と
を
前
提
に
、
上
記
池
の
設
置
又
は
保
存
に
瑕

疵
が
あ
っ
た
と
主
張
し
て
民
法
七
一
七
条
一
項
に
基
づ

き
、
又
は
、
③
国
の
職
員
で
あ
る
森
林
官
が
C
に
対
し

て
土
砂
採
取
を
許
可
し
た
こ
と
若
し
く
は
森
林
官
等
が

上
記
池
の
存
在
を
看
過
し
て
こ
れ
を
放
置
し
た
こ
と
が

故
意

･
過
失
に
よ
る
違
法
な
職
務
行
為

(不
作
為
)
で

あ
る
と
主
張
し
て
、
国
家
賠
償
法
一
条

一
項
に
基
づ
き
、

損
害
賠
償
を
請
求
し
、
②
上
記
県
道
の
管
理
者
で
あ
る

沖
縄
県
に
対
し
て
、
国
県
道
拡
幅
工
事
の
際
の
県
道
周

辺
の
雑
木
の
伐
採
に
よ
り
容
易
に
上
記
池
に
接
近
で
き

る
状
況
に
な
っ
た
の
に
防
護
柵
を
設
け
る
な
ど
危
険
を

防
止
す
る
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
公
の
営
造
物

で
あ
る
道
路
の
設
置
又
は
保
存
の
瑕
疵
に
あ
た
る
と
主

張
し
て
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
き
、
②
沖
縄
県

が
県
道
拡
幅
工
事
の
際
に
周
辺
の
雑
木
を
伐
採
し
た
結

果
上
記
池
に
容
易
に
接
近
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、

道
路
拡
幅
工
事
の
際
の
道
路
周
辺
の
雑
木
の

伐
採
に
よ
っ
て
道
路
の
管
理
瑕
疵
が
争
わ
れ
た
事
例

!
沖
縄
県
道
沿
国
有
林
野
内
池
幼
児
転
落
事
件
ー

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

岡
崎

之
彦
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防
護
柵
を
設
置
す
る
な
ど
の
作
為
義
務
を
負
っ
た
に
も
か

う
。)
は
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
池
に
近
接
す
る

(原
告
ら
の
主
張
)

か
わ
ら
ず
、
過
失
に
よ
り
同
義
務
に
違
反
し
て
何
ら
措
置

を
講
じ
る
こ
と
な
く
放
置
し
た
と
主
張
し
て
、
民
法
七
〇

九
条
、
民
法
七
一
九
条
一
項
)
に
基
づ
き
、
又
は
、
③
上

記
県
道
拡
幅
工
事
を
担
当
し
た
沖
縄
県
の
職
員
が
上
記
②

の
と
お
り
の
過
失
に
よ
り
上
記
作
為
義
務
に
違
反
し
た
と

主
張
し
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項

(公
権
力
の
行
使
に

該
当
す
る
場
合
)
又
は
民
法
七
一
五
条

(公
権
力
の
行
使

に
該
当
し
な
い
場
合
)
に
基
づ
き

(③
は
控
訴
審
に
お
け

る
新
た
な
主
張
)、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。

1

原
告
ら
の
主
な
請
求

被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
A
に
つ
き
金
七
、
八
八
四
万

円
、
B
に
つ
き
金
七
、
七
七
七
万
円
を
支
払
え
。

2

争
い
の
な
い
事
実
等

(前
提
事
実
)

御

当
事
者

ア

原
告
は
、
亡
A

(死
亡

当
時
五
歳
)
の
両
親
と

亡
B

(死
亡

当
時
5
歳
)
の
両
親
で
あ
る
。

イ

被
告
国
は
、
下
記
③
の
事
故
当
時
、
事
故
現
場
で

あ
る
池
様
の
窪
地
(沖
縄
県
八
重
山
郡
竹
富
町
所
在
。

以
下

｢本
件
池
｣
と
い
う
。
)
が
存
在
す
る
林
野

(以
下

｢本
件
林
野
｣
と
い
う
。)
を
所
有
、
管
理
し

て
い
た

(以
下
、
下
記
◎
の
事
故
を

｢本
件
事
故
｣

と
い
う
)
。

エ

被
控
訴
人
沖
縄
県

(以
下
｢被
控
訴
人
県
｣
と
い

旧
沖
縄
県
道
白
浜
南
風
見
線
(旧
県
道
二
一
五
号
線
、

以
下

｢本
件
県
道
｣
と
い
う
。)
を
管
理
し
て
い
た
。

②

本
件
池
の
出
現

C
は
、
平
成
七
年
四
月
こ
ろ
、
本
件
事
故
の
現
場
で
あ

る
湿
地
帯
か
ら
土
砂
を
採
取
し
た
が
、
採
取
跡
を
そ
の
ま

ま
放
置
し
た
た
め
、
そ
こ
に
雨
水
が
溜
ま
っ
て
本
件
池
が

出
現
し
た
。

③

本
件
事
故
の
発
生

A
と
B
は
、
平
成
九
年
五
月
二
九
日
、
本
件
池
に
転
落

し
て
溺
死
し
た
。

3

争
点

ゆ

林
野
の
所
有
者
業
管
理
者
で
あ
る
被
告
国
の
責
任

(略
)

②

県
道
の
管
理
者
で
あ
る
被
告
県
の
責
任

ア

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
責
任
の
有
無

イ

民
法
七
〇
九
条
、
七
一
九
条
に
基
づ
く
責
任
の
有

無
ウ

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
又
は
民
法
七
一
五
条
に
基
づ

く
責
任
の
有
無
l
控
訴
審
に
お
け
る
新
た
な
主
張
ー

二

主
な
争
点
の
う
ち
道
路
讐
理
者
に
関
す
る

部
分

の
被
告
県
の
責
任

(争
点
②
)
に
つ
い
て

ア

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
責
任

(争
点
②

ア
)
に
つ
い
て

本
件
県
道
は
、
国
家
賠
償
法
二
条

一
項
所
定
の

｢公
の
営
造
物
｣
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
道
路

脇
は
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
路
肩
の
外
に
土
の
路
肩
が

数
十
館
あ
り
、
そ
の
外
側
は
土
砂
が
深
く
え
ぐ
ら
れ

深
い
溝
と
な
っ
て
い
て
、
本
件
県
道
を
利
用
す
る
幼

児
、
老
人
、
夜
間
通
行
者
等
が
本
件
池
に
転
落
す
る

危
険
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
県
は
、
本

件
県
道
の
脇
に
カ
ラ
ー
コ
ー
ン
を
数
個
置
い
て
い
た

に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
、
本
件
池
は
隣
接
す
る
団
地
か
ら
約
三
〇
な

い
し
四
0

m
の
距
離
し
か
離
れ
て
お
ら
ず
、
本
件
拡

幅
工
事
に
伴
っ
て
、
本
件
県
道
と
本
件
池
と
の
間
に

繁
茂
し
て
い
た
ゆ
う
な
等
の
雑
木
を
伐
採
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
本
件
池
に
容
易
に
接
近
で
き
る
よ
う
に

し
た
の
で
あ
る
。
本
件
県
道
の
利
用
者
が
本
件
県
道

を
走
行
中
に
直
接
本
件
池
に
転
落
す
る
危
険
性
が
な

く
て
も
、
本
件
県
道
か
ら
容
易
に
本
件
池
に
接
近
し

う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
県
道
の
利
用
者
が
本
件

池
に
接
近
し
て
転
落
す
る
事
故
が
発
生
す
る
で
あ
ろ

う
こ
と
は
通
常
予
測
し
う
る
事
態
で
あ
っ
て
、
本
件

池
へ
の
接
近
･
転
落
事
故
に
対
し
て
も
そ
れ
を
防
止

す
べ
き
安
全
性
を
具
備
し
て
い
な
い
以
上
本
件
県
道

の
設
置
又
は
保
存
に
瑕
疵
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
公
の
営
造
物
が
設
置
さ
れ
て
公
共
の
用
に
供
さ

れ
た
場
合
は
、
予
定
さ
れ
た
一
般
的
な
使
用
目
的
以
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外
の
使
用
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
予
測
し
う
る
も
の

で
あ
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
用
法
か
ら
生
じ
る
危
険

性
に
対
し
て
も
当
該
営
造
物
は
安
全
性
を
具
備
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
被
告
県
は
、
本
件
事
故
当
時
、
そ
の
よ

う
な
転
落
や
接
近
等
の
危
険
性
を
認
識
し
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、
本
件
県
道
に
防
護
柵
を
設
け
る
な
ど

し
て
未
然
に
事
故
発
生
を
防
止
す
べ
き
義
務
を
負
っ

て
い
た
。

(被
告
県
の
主
張
)

本
件
県
道
が
公
の
営
造
物
で
あ
る
こ
と
は
争
わ
な

｢営
造
物
の
瑕
疵
｣
と
は
、
営
造
物
が
通
常
有
す

べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
と
解
す
べ

き
と
こ
ろ
、
道
路
の
本
来
の
用
法
は
、
車
両
及
び
歩

行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
安
全
性
も
か
か
る
利
用
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

本
件
事
故
当
時
、
本
件
県
道
は
、
本
件
池
付

近
で
は
見
通
し
の
よ
い
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
い
て

い
て
、
幅
数
十
皿
の
路
肩
が
あ
り
、
路
肩
の
外
側
か

ら
本
件
池
ま
で
は
比
較
的
緩
や
か
な
下
り
斜
面
に
な

っ
て
い
て
、
一
部
平
坦
な
部
分
も
あ
り
、
本
件
県
道

(路
肩
)
の
南
端
か
ら
本
件
池
ま
で
の
距
離
は
最
短

で
約
三
一
m
あ
っ
た
か
ら
、
車
両
や
歩
行
者
が
本
件

県
道
を
通
行
中
に
誤
っ
て
本
件
池
に
転
落
す
る
危
険

性
は
な
か
っ
た
。
雑
木
類
の
伐
採
の
結
果
本
件
道
路

か
ら
本
件
池
が
見
通
せ
る
よ
う
に
な
り
、
本
件
池
に

き
、
本
件
池
へ
の
接
近
も
容
易
に
な
り
、
本
件
池
に

接
近
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

接
近
し
転
落
す
る
危
険
が
発
生
し
た
。

に
よ
っ
て
本
件
県
道
自
体
の
危
険
性
が
増
大
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
国
道
や
県
道
等
に
必
要
と
さ
れ
る
防

護
柵
は
、
当
該
道
路
を
通
常
の
用
法
に
従
い
通
行
す

る
車
両
や
歩
行
者
が
道
路
か
ら
転
落
す
る
危
険
を
防

止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
本
件
県
道
か

ら
最
短
距
離
で
約
一
二
m
離
れ
て
い
る
本
件
池
に
幼

児
が
接
近
す
る
危
険
を
防
止
す
る
こ
と
ま
で
は
、
本

件
県
道
の
本
来
の
用
法
か
ら
は
予
定
さ
れ
て
い
な

い
。ま

た
、
被
告
県
は
、
本
件
池
側
に
カ
ラ
ー
コ
ー
ン

を
設
置
し
て
車
両
の
安
全
を
図
り
、
歩
行
者
の
安
全

確
保
の
た
め
、
本
件
池
側
と
反
対
側
に
歩
道
を
設
置

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
県
道
は
、
ガ
ー
ド

レ
ー
ル
等
の
転
落
防
止
設
備
の
設
置
を
要
す
る
状
況

に
は
な
く
、
そ
の
設
置
･
管
理
に
瑕
疵
は
な
い
。

イ

民
法
七
〇
九
条
及
び
同
法
七
一
九
条
一
項
に
基
づ

く
責
任
の
有
無
に
つ
い
て

(争
点
②
イ
)
に
つ
い
て

(原
告
ら
の
主
張
)

被
告
県
は
、
本
件
拡
幅
工
事
に
伴
っ
て
、
本
件
池

と
本
件
県
道
と
の
間
に
繁
茂
し
て
い
た
雑
木
や
雑
草

等
を
す
べ
て
伐
採
し
た
。
そ
の
た
め
、
従
前
は
、
本

件
県
道
か
ら
本
件
池
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
ず
、
本

件
池
へ
の
接
近
も
困
難
で
あ
っ
た
の
に
、
上
記
伐
採

後
は
、
本
件
県
道
か
ら
本
件
池
が
見
通
す
こ
と
が
で

接
近
し
転
落
す
る
危
険
が
発
生
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
被
告
県
は
、
自
ら
危
険
を
発
生
さ

せ
、
そ
の
危
険
を
認
識
し
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
防

護
柵
や
危
険
標
識
を
設
置
す
る
な
ど
し
て
未
然
に
本

件
池
へ
の
転
落
事
故
を
防
止
す
べ
き
注
意
義
務
を
負

っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
県
道
の
脇
に
数

個
の
カ
ラ
ー
コ
ー
ン
を
置
い
た
だ
け
で
、
他
に
危
険

を
除
去
す
る
措
置
を
と
っ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
県
は
、
本
件
池
を
出
現
さ
せ

た
C
と
と
も
に
民
法
七
一
九
条
一
項
に
基
づ
く
不
法

行
為
責
任
も
負
う
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

(被
告
県
の
主
張
)

否
認
な
い
し
争
う
。

被
告
県
は
、
本
件
拡
幅
工
事
に
必
要
な
範
囲
で
雑

木
と
雑
草
を
伐
採
し
た
も
の
で
、
本
件
池
と
本
件
県

道
の
間
の
雑
木
や
雑
草
を
す
べ
て
伐
採
し
た
も
の
で

は
な
い
。
ま
た
、
本
件
池
は
、
被
告
県
が
上
記
伐
採

を
す
る
以
前
か
ら
、
本
件
県
道
か
ら
目
視
可
能
で
あ

っ
た
。
上
記
伐
採
に
よ
っ
て
本
件
県
道
を
通
行
中
の

車
両
や
歩
行
者
が
本
件
県
道
か
ら
転
落
す
る
危
険
性

が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
被
控
訴
人
県
が
防

護
柵
や
危
険
標
識
を
設
置
す
る
な
ど
し
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
。

ウ

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
又
は
民
法
七
一
五
条
に
基

づ
く
責
任
の
有
無

(争
点
②
ウ
)
に
つ
い
て
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(控
訴
入
ら
の
主
張
)

被
控
訴
人
県
が
本
件
拡
幅
工
事
に
伴
い
雑
木
類
を

伐
採
し
た
結
果
、
本
件
県
道
か
ら
本
件
池
が
祝
認
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
本
件
池
へ
容
易
に
接
近
可
能
と

な
っ
て
、
本
件
池
に
つ
い
て
具
体
的
危
険
性
が
生
じ

た
。
被
控
訴
人
県
の
担
当
職
員
は
、
自
ら
上
記
の
よ

う
な
具
体
的
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

防
護
柵
を
設
置
す
る
な
ど
し
て
危
険
な
状
況
を
除
去

す
べ
き
義
務
を
負
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
義

務
を
慨
怠
し
、
本
件
池
の
危
険
な
状
況
を
漫
然
と
放

置
し
て
本
件
事
故
を
発
生
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
被
控
訴
人
県
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
基

づ
き
、
又
は
、
上
記
雑
木
類
の
伐
採
が
公
権
力
の
行

使
に
当
た
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
民
法
七
一
五
条
に
基

づ
き
、
本
件
事
故
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
べ

き
責
任
を
負
う
。

(被
控
訴
人
県
の
主
張
)

い
ず
れ
も
争
う
。
本
件
拡
幅
工
事
は

｢公
権
力
の

行
使
｣
に
当
た
ら
な
い
し
、
本
件
拡
幅
工
事
を
担
当

し
た
被
控
訴
八
県
の
職
員
の
行
為
に
何
ら
違
法
は
な

く
、
故
意
過
失
も
な
い
。

三

主
な
争
点
の
う
ち
道
路
管
理
者
に
関
す
る

部
分
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断

※

道
路
管
理
者
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
地

裁
の
判
断
を
福
岡
高
裁
支
持

(以
下
に
掲
げ
る
判
断
理

由
は
、
福
岡
高
裁
に
よ
る
訂
正
後
の
も
の
。)

主

文
那
覇
地
方
裁
判
所
…

原
告
ら
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

福
岡
高
等
裁
判
所
…

原
判
決
中
被
控
訴
人
沖
縄
県
に
関
す
る
部
分
に
つ

い
て
の
本
件
控
訴
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

1

本
件
事
故
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て

証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
次
の
事
実
が
認

め
ら
れ
る
。

=

C
に
よ
る
砂
利
採
取

本
件
事
故
当
時
の
本
件
池
付
近
の
概
略
は
、
別
図
の
と

お
り
で
あ
る
。

C
は
、
平
成
七
年
四
月
こ
ろ
、
隣
接
す
る
団
地
と
東
側

の
隣
家
の
間
付
近
の
本
件
県
道
か
ら
周
囲
に
植
生
し
て
い

た
低
木
や
雑
草
を
伐
開
し
て
本
件
池
付
近
の
湿
地
帯
に
ユ

ン
ボ
を
乗
り
入
れ
、
土
砂
を
採
取
し
た
が
、
そ
の
跡
を
そ

の
ま
ま
放
置
し
た
た
め
、
採
取
跡
に
雨
水
が
溜
ま
っ
て
本

件
池
が
出
現
し
た
。

そ
し
て
、
上
記
C
に
よ
る
土
砂
採
取
当
時
、
本
件
県
道

の
周
辺
に
は
高
さ
約
二
な
い
し
三
m
の
雑
木
が
間
断
な
く

生
い
茂
っ
て
い
た
が
、
上
記
土
砂
採
取
後
は
、
C
が
乗
り

入
れ
た
本
件
県
道
か
ら
砂
利
採
取
跡
ま
で
の
間
に
、
幅
約

三
m
の
進
入
路
が
そ
の
ま
ま
残
り
、
本
件
県
道
か
ら
そ
の

進
入
路
を
通
じ
て
本
件
池
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
、
C
は
、
土
砂
採
取
跡
を
埋
め
戻
す
等
は
し
な
か

っ
た
が
、
上
記
進
入
路
の
入
口
付
近
に
高
さ
一
m
程
の
砂

の
盛
土
を
施
し
た
。
そ
し
て
、
周
囲
の
雑
木
が
生
い
茂
る

の
に
従
い
、
数
か
月
経
過
後
に
は
上
記
進
入
路
は
、
相
当

程
度
ふ
さ
が
っ
た
状
態
と
な
り
、
本
件
拡
幅
工
事
が
な
さ

れ
た
こ
ろ
に
は
、
本
件
県
道
か
ら
は
、
本
件
池
を
意
識
し

て
見
れ
ば
見
え
る
程
度
と
な
っ
て
い
た
。

②

被
告
国
に
よ
る
本
件
林
野
の
管
理
状
況

本
件
林
野
は
、
本
件
事
故
当
時
、
不
要
存
置
林
野
で
あ

り
熊
本
営
林
局
沖
縄
営
林
署
(管
轄
は
祖
納
森
林
事
務
所
)

が
国
有
林
野
の
管
理
経
営

(国
有
林
野
の
適
正
な
財
産
管

理
)
と
い
う
観
点
か
ら
、
管
理
を
行
っ
て
い
た
。
祖
納
森

林
事
務
所
の
担
当
区
域
面
積
は
一
万
三
、
五
五
一
如
で
あ

っ
た
。

③

本
件
拡
幅
工
事
の
実
施

ア

被
告
県
は
、
平
成
八
年
九
月
二
人
日
か
ら
平
成
九

年
三
月
二
六
日
に
か
け
て
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の

本
件
県
道
の
約
六
m
で
あ
っ
た
幅
員
を
南
側
に
約
五

m
拡
幅
す
る
本
件
拡
幅
工
事
を
実
施
し
、
そ
れ
に
伴

っ
て
、
本
件
池
と
本
件
県
道
と
の
間
の
雑
木
を
伐
採

し
、
そ
の
結
果
、
本
件
県
道
か
ら
本
件
池
が
見
通
す
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こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

発
生
を
知
り
、
勤
務
先
の
ペ
ン
シ
ョ
ン
所
属
の
ダ
イ
ビ
ン

イ

被
告
県
は
、
車
両
の
安
全
を
図
る
べ
く
、
本
件
県

グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
に
電
話
を
か
け
て
救
助
を
要
請
し

道
の
本
件
池
側
に
数
個
の
カ
ラ
ー
コ
ー
ン
を
設
置
し

た
上
で
本
件
事
故
現
場
に
駆
け
つ
け
た
。
ま
も
な
く
、
救

た
が
、
本
件
事
故
が
発
生
す
る
ま
で
は
、
本
件
県
道

助
の
要
請
を
受
け
た
ダ
イ
ビ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
が

沿
い
に
転
落
防
止
設
備
を
設
置
し
た
り
、
危
険
標
識

本
件
池
に
潜
水
し
て
A
及
び
B
を
救
出
し
た
が
、
両
名
と

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
件
拡

も
既
に
意
識
が
な
く
、
搬
送
後
の
病
院
で
死
亡
が
確
認
さ

古
田

菱
は

牛
県
首
か
ら

.牛
、
ミ
目
児
で
き
る

れ
た
。

道
の
本
件
池
側
に
数
個
の
カ
ラ
ー
コ
ー
ン
を
設
置
し

た
が
、
本
件
事
故
が
発
生
す
る
ま
で
は
、
本
件
県
道

沿
い
に
転
落
防
止
設
備
を
設
置
し
た
り
、
危
険
標
識

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
件
拡

幅
工
事
後
は
本
件
県
道
か
ら
本
件
池
が
目
視
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
控
訴
人
ら
及
び
隣
接
す
る
団
地
付
近

の
住
民
ら
も
本
件
池
の
存
在
に
気
付
い
て
い
た
が
、

本
件
事
故
が
発
生
す
る
ま
で
は
、
控
訴
人
ら
及
び
付

近
住
民
ら
か
ら
被
控
訴
人
ら
に
対
し
、
本
件
池
が
危

険
で
あ
る
と
の
指
摘
や
、
そ
の
埋
戻
し
又
は
防
護
柵

の
設
置
等
の
要
請
が
出
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
は
な
か

っ
た
。

燭

本
件
事
故
の
発
生

平
成
九
年
五
月
二
九
日
午
後
、
A
の
母
は
、
A
及
び
同

宅
に
遊
び
に
来
て
い
た
B
を
連
れ
て
B
の
自
宅
を
訪
れ
、

在
宅
し
て
い
た
B
の
母
に
B
を
引
き
渡
す
と
と
も
に
A
を

預
け
て
い
っ
た
ん
辞
去
し
た
o
A
及
び
B
は
、
し
ば
ら
く

B
宅
の
庭
で
遊
ん
で
い
た
が
、
食
事
の
支
度
を
し
て
い
た

B
の
母
が
気
付
か
な
い
間
に
、
本
件
県
道
を
横
断
し
て
本

件
池
に
接
近
し
、
同
日
午
後
三
時
過
ぎ
こ
ろ
、
本
件
池
付

近
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
誤
っ
て
本
件
池
に
転
落
し
た
。

た
ま
た
ま
本
件
県
道
を
通
り
か
か
っ
た
B
の
兄

(当
時
七

歳
)
が
そ
の
様
子
を
目
撃
し
、
急
ぎ
帰
宅
し
て
B
の
母
に

そ
の
旨
知
ら
せ
た
た
め
、
B
の
母
は
初
め
て
本
件
事
故
の

2

本
件
事
故
当
時
の
現
場
付
近
の
状
況
に
つ
い
て

証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
故
当
時

の
現
場
付
近
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
認

め
ら
れ
る
。

①
本
件
池
の
周
辺
は
、
主
に
ゆ
う
な
等
の
低
木
類
や

雑
草
類
が
繁
っ
た
湿
地
帯
で
、
所
々
に
砂
地
が
点
在

し
、
降
雨
量
が
多
い
場
合
に
は
、
広
範
囲
に
水
溜
ま

り
が
生
じ
、
降
雨
量
の
多
寡
に
よ
っ
て
本
件
池
の
形

状
も
変
化
す
る
が
、
乾
期
で
あ
っ
て
も
本
件
池
に
は

常
に
水
が
溜
ま
っ
て
い
た
。
な
お
、
本
件
池
付
近
の

湿
地
帯
に
は
、
本
件
池
が
出
現
す
る
以
前
か
ら
自
然

に
存
在
す
る
池
様
の
窪
地
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
の

う
ち
の
一
ヵ
所

(本
件
池
の
東
側
に
存
在
す
る
池
。)

で
は
、
数
十
年
前
に
小
学
生
が
溺
死
す
る
事
故
が
生

じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

②
本
件
池
は
、
ほ
ぼ
三
角
形
を
し
て
お
り
、
そ
の
大

き
さ
は
、
本
件
事
故
翌
日
当
時
、
東
西
方
向
の
辺
が

約
一
七
m
、
南
北
方
向
の
長
辺
が
約
二
五
m
で
あ

っ

た
。
本
件
池
は
、
本
件
事
故
当
時
、
水
深
約
三
m
で

あ
っ
た
が
、
水
が
濁
っ
て
い
て
水
底
が
視
認
で
き
な

い
状
態
で
あ
り
、
ま
た
、
水
底
は
す
り
鉢
状
に
な
っ

て
い
て
、
特
に
、
A
及
び
B
が
発
見
さ
れ
た
付
近
で

あ
る
本
件
道
路
側
の
池
の
緑
部
分
の
水
底
は
急
傾
斜

に
な
っ
て
い
た
た
め
、
大
人

(A
及
び
B
を
救
出
し

た
ダ
イ
ビ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
)
で
あ
っ
て
も

自
力
で
は
い
上
が
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

本
件
県
道
に
は
数
十
伽
の
路
肩
が
あ
り
、
そ
の
外

側
か
ら
本
件
池
ま
で
は
比
較
的
緩
や
か
な
下
り
斜
面

に
な
っ
て
お
り
(高
低
差
は
約
二
な
い
し
二
･
五
m
)

一
部
平
坦
な
部
分
も
あ
り
、
所
々
に
溝
や
窪
地
が
存

在
し
て
い
た
。

③
本
件
池
は
、
本
件
県
道
沿
い
に
存
在
し
、
隣
接
す

る
団
地
か
ら
本
件
県
道
を
挟
ん
で
約
四
O
m
の
距
離

に
あ
り
、
本
件
県
道
の
南
側
か
ら
の
最
短
約
一
二
m

で
あ
っ
た
。
団
地
は
平
家
建
の
住
宅
三
棟
か
ら
成
る

町
営
住
宅
で
、
当
時
六
世
帯
、
幼
い
子
供
三
、
四
人

を
含
む
約
一
七
人
が
居
住
し
て
お
り
、
ま
た
、
団
地

の
東
側
に
は
二
、三
歳
の
幼
児
の
い
る
住
宅
が
あ
り
、

本
件
池
は
当
該
住
宅
の
敷
地
か
ら
は
本
件
県
道
を
挟

ん
で
二
〇
な
い
し
三
0
m
の
位
置
に
あ
っ
た
。
な
お
、

平
成
一
四
年
一
一
月
二
二
日
に
実
施
し
た
検
証
の
結

果
に
よ
る
と
、
検
証
当
時
に
お
け
る
本
件
池
及
び
付

近
の
形
状
は
、
南
北
方
向
の
辺
長
が
約
一
八
m
と
短

く
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
本
件
県
道
の
南
側
か
ら
本
件
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池
ま
で
の
最
短
距
離
も
約
一
0
･
八
五
m
と
短
く
な

る
湿
地
帯
で
あ
っ
て
、
所
々
に
窪
地
が
点
在
し
て
い

用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
歩
行
者
や
車
両
が
本

っ
て
い
る
な
ど
、
上
記
認
定
の
形
状
と
は
多
少
異
な

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
件
事
故
の
翌
日
に
撮
影
さ

れ
た
写
真
と
同
検
証
の
結
果
と
を
対
比
し
て
み
る

と
、
本
件
事
故
当
時
は
、
上
記
に
認
定
し
た
と
お
り

の
形
状
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
降
雨
等
に
よ
り
法
面
が

浸
食
さ
れ
る
な
ど
し
た
結
果
、
検
証
当
時
の
形
状
に

変
化
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

本
件
事
故
当
時
、
本
件
拡
幅
工
事
が
な
さ
れ
た
拡

幅
区
間
に
お
け
る
本
件
県
道
の
南
側

(本
件
池
側
)

に
は
、
概
ね
低
木
類
が
生
え
て
お
り
、
本
件
県
道
か

ら
そ
の
先
を
見
通
せ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
が
、
本
件

池
付
近
の
数
m
の
間
に
は
こ
の
よ
う
な
植
生
は
な

く
、
本
件
県
道
か
ら
本
件
池
を
容
易
に
見
通
す
こ
と

が
で
き
、
本
件
県
道
か
ら
本
件
池
に
至
る
ま
で
の
傾

斜
も
比
較
的
緩
や
か
で
、
そ
の
間
に
障
害
物
等
は
な

く
、
幼
児
で
も
本
件
県
道
か
ら
湿
地
帯
に
立
ち
入
っ

て
本
件
池
に
接
近
す
る
こ
と
が
た
や
す
い
状
況
に
あ

っ
た
。
本
件
県
道
は
、
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
経
て
本

件
池
付
近
に
至
る
が
、
本
件
池
付
近
の
約
一
〇
〇
な

い
し
一
五
0
m
の
間
は
ほ
ぼ
直
線
で
あ
っ
た
。

④
本
件
事
故
当
時
、
本
件
県
道
の
本
件
池
側
に
カ
ラ

ー
コ
ー
ン
が
数
個
置
い
て
あ
っ
た
ほ
か
に
、
本
件
池

の
周
囲
に
柵
等
の
転
落
防
止
装
置
あ
る
い
は
危
険
標

識
は
な
か
っ
た
。

◎
本
件
池
付
近
は
、
自
然
に
植
生
す
る
雑
木
林
の
あ

る
こ
と
に
加
え
、
一
般
に
、
自
然
に
植
生
す
る
林
野

内
に
立
ち
入
る
こ
と
は
ハ
ブ
の
咬
傷
や
ア
シ
ナ
ガ
バ

チ
の
刺
傷
を
負
う
危
険
性
が
あ
る
た
め
、
付
近
住
民

が
本
件
池
付
近
に
日
常
的
に
立
ち
入
っ
た
り
利
用
し

た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
幼
い
子
供
を
持
つ

親
た
ち
は
、
上
記
の
よ
う
な
危
険
性
に
鑑
み
、
日
ご

ろ
か
ら
子
供
ら
が
雑
木
林
等
に
立
ち
入
る
こ
と
の
な

い
よ
う
気
を
配
っ
て
い
た
。

3

被
控
訴
人
県
の
責
任

(争
点
②
)
に
つ
い
て

印

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
責
任

(争
点
②
ア
)

に
つ
い
て

本
件
県
道
が
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
い
う

｢公
の

営
造
物
｣
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
か
に
つ
き
検
討
す
る
。

営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通

常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
が
、
営

造
物
は
、
公
の
目
的
に
供
さ
れ
る
た
め
に
設
置
･
管
理
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
営
造
物
の
設
置
又
は
保
存
に
瑕

疵
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
当
該
営
造
物
の
本
来
の
用
法
に

従
っ
た
使
用
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
構
造
、
場
所
的
環
境

及
び
利
用
状
況
等
の
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
通
常

予
想
さ
れ
る
危
険
に
備
え
る
べ
き
安
全
性
を
有
し
て
い
た

か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で

検
討
す
る
に
、
本
件
県
道
は
、
歩
行
者
や
車
両
の
通
行
の

件
県
道
を
そ
の
本
来
の
用
法
に
従
っ
て
通
行
す
る
場
合
に

本
件
県
道
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
か
否

か
を
判
断
す
べ
き
と
こ
ろ
、
本
件
県
道
は
、
緩
や
か
な
カ

ー
ブ
を
経
て
本
件
池
付
近
に
至
る
が
、
本
件
池
付
近
の
約

一
〇
〇
な
い
し
一
五
0
m
の
間
は
ほ
ぼ
直
線
で
あ
っ
た
こ

と
、
本
件
県
道
に
は
幅
数
十
皿
の
路
肩
が
あ
り
、
路
肩
の

南
端
か
ら
本
件
池
ま
で
の
距
離
は
最
短
で
約
三
一
m
で
あ

っ
た
こ
と
、
本
件
県
道
か
ら
本
件
池
ま
で
の
間
は
比
較
的

緩
や
か
な
下
り
斜
面
に
な
っ
て
い
て
、
一
部
平
坦
な
部
分

も
あ
る
こ
と
、
本
件
池
付
近
で
は
、
本
件
県
道
の
南
端
に

沿
っ
て
カ
ラ
ー
コ
ー
ン
が
数
個
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
の

各
事
実
は
、
上
記
に
認
定
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら

諸
事
実
に
照
ら
せ
ば
、
歩
行
者
や
車
両
が
本
件
県
道
を
そ

の
本
来
の
用
法
に
従
っ
て
通
行
中
に
誤
っ
て
本
件
池
に
転

落
す
る
な
ど
の
危
険
性
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い

し
、
あ
え
て
本
件
県
道
か
ら
外
れ
て
本
件
林
野
内
に
立
ち

入
り
本
件
池
に
接
近
す
る
者
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

こ
と
を
も
っ
て
本
件
県
道
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
に
欠

け
る
と
か
、
本
件
県
道
の
設
置
又
は
保
存
に
瑕
疵
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
点
、
原
告
は
、
被
告
県
が
雑
木
類
を
伐
採
し
た
た

め
に
、本
件
県
道
か
ら
本
件
池
が
見
通
せ
る
よ
う
に
な
り
、

接
近
の
可
能
性
が
増
大
し
た
こ
と
が
瑕
疵
に
該
る
と
主
張

す
る
が
、
雑
木
類
の
伐
採
に
よ
り
、
本
件
県
道
そ
の
も
の

の
危
険
性
が
増
大
し
た
と
い
え
な
い
以
上
、
原
告
の
主
張



は
採
用
で
き
な
い
。

②

民
法
七
〇
九
条
、
七
一
九
条
に
基
づ
く
責
任

(争
点

②
イ
)
に
つ
い
て

ア

控
訴
人
ら
は
、
被
控
訴
人
県
が
本
件
池
付
近
の
雑

木
類
を
伐
採
し
た
こ
と
に
よ
り
本
件
池
に
容
易
に
接

近
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
被
控
訴
人
県
は
防

護
柵
や
危
険
標
識
等
を
設
置
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た

と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
控
訴
八
県
が
本

件
拡
幅
工
事
に
伴
い
必
要
な
範
囲
で
雑
木
類
を
伐
採

し
た
結
果
、
本
件
県
道
か
ら
本
件
池
に
接
近
し
よ
う

と
す
れ
ば
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

に
つ
い
て

ア

上
記
②
ア
に
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
拡
幅
工
事
を

担
当
し
た
被
控
訴
人
県
の
職
員
ら
に
お
い
て
、
本
件

池
に
転
落
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
防
護
柵
等

を
設
置
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ

な
い
。

イ

し
た
が
っ
て
、
争
点
②
ウ
に
関
す
る
控
訴
入
ら
の

主
張
は
理
由
が
な
い
。

4

結
論

控
訴
入
ら
の
被
控
訴
人
県
に
対
す
る
請
求
は
、
理
由
が

な
い
か
ら
こ
れ
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
べ
き
と
こ
ろ
、
原
判

決
中
被
控
訴
人
県
に
関
す
る
部
分
は
相
当
で
あ
っ
て
、
こ

の
部
分
に
関
す
る
本
件
控
訴
は
理
由
が
な
い
か
ら
こ
れ
を

い
ず
れ
も
棄
却
す
る
こ
と
と
し
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す

る
o

こ
と
に
よ
っ
て
本
件
県
道
を
通
行
中
に
誤
っ
て
本
件

池
に
転
落
す
る
危
険
が
生
じ
る
な
ど
本
件
県
道
自
体

の
危
険
性
が
生
じ
又
は
増
大
し
た
わ
け
で
は
な
い

し
、
ま
た
、
被
控
訴
人
県
に
お
い
て
、
あ
え
て
本
件

県
道
か
ら
外
れ
て
本
件
林
野
内
に
立
ち
入
り
一
0
m

以
上
離
れ
た
本
件
池
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

じ
得
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
防
護
柵
等
を
設
置

す
べ
き
義
務
を
負
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き

ず
、
他
に
、
被
控
訴
人
県
が
上
記
の
よ
う
な
作
為
義

務
を
負
っ
て
い
た
と
評
価
す
べ
き
事
実
は
認
め
ら
れ

な
い
。

イ

し
た
が
っ
て
、
争
点
②
イ
に
関
す
る
控
訴
入
ら
の

主
張
は
理
由
が
な
い
。

③

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
又
は
民
法
七
一
五
条
に
基
づ

く
責
任

(争
点
②
ウ
ー
控
訴
審
に
お
け
る
新
た
な
主
張
)

% .
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艦れ鬱⑳廳鱸

三
重
県
の
歴
史
衞
遭

◆
三
重
県
の
位
置

三
重
県
は
、
日
本
列
島
の
ほ
ぼ
中

央
、
太
平
洋
側
に
位
置
し
、
愛
知
県
、

岐
阜
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、
奈
良
県
、

和
歌
山
県
と
境
界
を
接
し
、
東
西
約
八

〇
如
、
南
北
約
一
七
〇
如
の
南
北
に
細

長
い
県
土
を
持
っ
て
い
ま
す
。

県
土
は
、
大
き
く
北
側
の
内
帯
地

域
と
南
側
の
外
帯
地
域
に
分
け
ら
れ

ま
す
。

内
帯
地
帯
は
東
に
伊
勢
湾
を
望

み
、
北
西
に
は
養
老
、
鈴
鹿
、
笠
置
、

布
引
等
の
七
〇
0
~
八
〇
o
m
級
の

山
地
･
山
脈
が
連
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
外
帯
地
域
の
東
部
は
リ
ア

ス
式
海
岸
の
志
摩
半
島
か
ら
熊
野
灘

に
沿
っ
て
南
下
、
紀
伊
半
島
東
部
を

形
成
し
、西
部
に
は
県
内
最
高
峰
一
、

六
九
五
m
の
日
出
ヶ
岳
を
中
心
に
紀

三
重
県
東
京
事
務
所

鈴
木

雅
也

伊
山
地
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
歴
史
街
道

,
東
海
道
;

東
海
道
は
、
古
代
よ
り
都
と
東
国

を
結
ぶ
街
道
で
あ
り
、
同
時
に
律
令

制
度
に
お
け
る
国
郡
制
度
上
の
行
政

区
間
で
あ
る
五
畿
七
道

(東
海

･
東

山
･
北
陸
･
山
陰

･
山
陽
･
南
海

･

西
海
)
の
一
つ
と
し
て
、
鈴
鹿
関
以

東
の
沿
岸
地
域
を
指
す
言
葉
で
も
あ

り
ま
し
た
。

鎌
倉
時
代
に
は
、
鎌
倉
と
京
都
を

結
ぶ
最
も
重
要
な
幹
線
道
路
と
な

り
、
こ
の
こ
ろ
に
は
、
街
道
沿
い
に

専
門
の
宿
屋
を
主
体
と
し
た
宿
と
呼

ば
れ
る
集
落
が
現
れ
て
い
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

そ
の
の
ち
、
天
下
を
掌
握
し
た
徳

川
家
康
に
よ
り
中
山
道
･
甲
州
道
中

日
光
道
中
･
奥
州
道
中
と
と
も
に

写真 1 現在の関宿の街並み

五
街
道
の
一
つ
と
し
て
一
里
塚
や
宿

場
、伝
馬
制
度
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
江
戸
の
品
川
宿
を
第
一

の
宿
と
し
、
京
都
の
大
津
宿
ま
で
五

三
の
宿
場
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
俗
に

｢東
海
道
五
十
三
次
｣
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

三
重
県
内
を
通
る
東
海
道
は
約
四

五
蹴
。
尾
張
宮
宿
か
ら
海
上
七
里
を

渡
っ
て
、
東
海
道
四
二
番
目
の
宿
･

桑
名
宿
に
入
り
、
四
日
市
宿
、
石
薬

師
宿
、
庄
野
宿
、
亀
山
宿
、
関
宿

(写
真
1
)、
坂
下
宿
を
経
て
天
下
の

難
所
で
あ
っ
た
鈴
鹿
峠
へ
と
向
か
う

ル
ー
ト
で
し
た
。

ま
た
、
東
海
道
は
、
四
日
市
の
日

な
が永

の
追
分

(写
真
2
)
で
伊
勢
神
宮

へ
と
向
か
う
伊
勢
街
道
と
、
関
の
東

の
追
分
け
で
伊
勢
街
道
と
合
流
す
る

伊
勢
別
街
道
、
西
の
追
分
け
で
上
野

を
越
え
て
奈
良
へ
と
向
か
う
大
和
街

道
が
分
岐

公
口流
)
し
、
参
勤
交
代

だ
け
で
な
く
、
参
宮
の
旅
人
な
ど
で

賑
わ
い
、
多
く
の
物
資
や
情
報
･
文

化
が
行
き
交
う
庶
民
の
道
、
文
化
経

済
の
道
で
も
あ
り
ま
し
た
。

分　

　

の

‘

永

m

　
　

　

2

露

　

西から東から



◆
歴
史
街
道

,
伊
勢
街
道
,

伊
勢
街
道
は
、
日
永
の
追
分
で
東

海
道
か
ら
分
岐
し
て
伊
勢
湾
沿
い
を

南
下
し
伊
勢
へ
と
至
る
お
よ
そ
七
三

如
。
日
永
の
追
分
、
白
子
、
津
、
六

軒
、
松
阪
、
斎
宮
を
経
て
伊
勢
へ
と

至
る
ル
ー
ト
は
近
世
に
は
ほ
ぼ
固
定

さ
れ
、
幕
府
に
よ
っ
て
脇
街
道
と
し

て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

も
と
も
と
伊
勢
神
宮
は
皇
祖
神
を

祚
る
神
社
と
し
て
、
一
般
人
は
参
拝

す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
平
安
時
代
以
降
、
天
皇

･
貴
族

の
権
力
が
衰
え
る
と
、
武
士
、
そ
し

て
庶
民
に
も
伊
勢
信
仰
が
広
が
り
、

室
町
~
戦
国
時
代
ご
ろ
に
は
庶
民
の

伊
勢
参
宮
も
か
な
り
一
般
化
し
て
い

た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
｢御
師
｣
と
呼
ば
れ
る
人
々

が
地
方
に
赴
い
て
布
教
活
動
を
行
い
、

各
地
で

｢講

(伊
勢
講
)｣
と
呼
ば
れ

る
組
織
を
作
り
、
組
織
的
に
伊
勢
参

り
を
勧
め
て
い
き
ま
し
た
。

近
世
の
伊
勢
参
り
で
は
、
こ
の

｢講
｣
で
資
金
を
積
み
立
て
て
、
そ

の
代
表
者
が
伊
勢
参
り
を
す
る

｢本

参
り
｣
が
主
流
で
し
た
が
、
中
に
は

親
や
主
人
の
許
可
な
く
抜
け
出
し
て

参
宮
す
る
者
も
い
て
、
こ
れ
ら
は

｢抜
け
参
り
｣
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
江
戸
時
代
に
は
、
伊
勢
の

お
礼
が
降
っ
た
等
の
噂
が
発
端
と
な

り
、
人
々
が
一
時
期
に
集
中
し
て
参

宮
に
押
し
寄
せ
る

｢お
か
げ
参
り
｣

が
五
〇
~
六
〇
年
周
期
で
流
行
し
ま

し
た
。
時
に
は
五
〇
〇
万
人
も
の

人
々
が
熱
狂
的
に
伊
勢
を
目
指
し
た

そ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
伊
勢
街
道
は
江
戸

時
代
に
は
東
海
道
に
次
い
で
交
通
量

が
多
い
に
ぎ
や
か
な
街
道
で
、
多
く

の
物
資
や
情
報
も
行
き
交
い
、途
中
、

東
海
道
や
伊
勢
別
街
道
、
伊
賀
街
道

等
、
多
く
の
街
道
が
合
流

(分
岐
)

す
る
た
め
、
伊
勢
国
の
幹
線
道
路
と

し
て
、
地
元
の
人
々
に
と
っ
て
も
重

要
な
道
で
し
た
。

◆
現
在
の
道
路

現
在
、
東
海
道
は
国
道
一
号
、
伊

勢
街
道
は
国
道
二
三
号
と
名
前
は
替

わ
り
ま
し
た
が
、
現
在
も
重
要
な
幹

線
道
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

サンシャイン

ま
た
、
高
速
道
路
の
整
備
も
着
々

と
進
ん
で
い
て
、
関
東
方
面
か
ら
は

伊
勢
湾
岸
自
動
車
道
か
ら
東
名
阪
自

動
車
道
を
経
て
近
畿
自
動
車
道
伊
勢

線
で
伊
勢
神
宮
の
す
ぐ
そ
ば
ま
で
来

ら
れ
ま
す
。

関
西
方
面
か
ら
は
西
名
阪
自
動
車

道
か
ら
名
阪
国
道
を
経
て
近
畿
自
動

車
道
伊
勢
線
で
来
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
が
、
第
二
名
神
か
ら
亀
山
J
C

T
を
経
て
近
畿
自
動
車
道
伊
勢
線
へ

と
、
近
い
将
来
来
て
も
ら
え
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

旅
の
途
中
は
、
昔
は
亀
山
宿
で
、

今
は
亀
山
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
パ
ー
ク

(写
真
3
)
で
ひ
と
休
み
し
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
今
話
題
の
シ
ャ

ー
プ
の
亀
山
工
場
が
見
え
ま
す
。

伊
勢
街
道
の
終
着
地
、
伊
勢
神
宮

内
宮
前
は
現
在
、
お
は
ら
い
町
通
り

(写
真
4
)
と
呼
ば
れ
、
休
日
と
も

な
る
と
た
く
さ
ん
の
人
で
に
ぎ
わ
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
お
は
ら
い
町
通
り

の
中
程
に
｢お
か
げ
横
丁
｣
(写
真

5
)
は
あ
り
ま
す
。
お
か
げ
横
丁
は

江
戸
時
代
の
町
並
み
や
、
味
、
文
化

を
現
代
に
伝
え
て
い
ま
す
。

写真 5 おかげ横丁 写真4 おはらい町通り



艦れ鬱◎廳鱗
ふ
き

沖
縄
に
お
け
る
焚
迩
藁
命

◆
は
じ
め
に

道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
読
者
の
み
な

さ
ん
、
初
め
ま
し
て
。
沖
縄
県
東
京

事
務
所
勤
務
及
び
と
ん
び
会
員
一
年

目
の
川
上
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

沖
縄
県
は
日
本
の
最
南
西
端
に
位

置
し
、
東
西
約
一
、
0
0
o
m
、
南

北
約
四
〇
〇
如
に
及
ぶ
広
い
海
域
に

点
在
す
る
四
人
の
有
人
島
を
含
む
一

写真 1 沖縄県は 16 0余りののり
県　

　驚県
な

　
　

　
　島々からなる島

(写真は慶良間諸島)

沖
縄
県
東
京
事
務
所

川
上

呂
二

六
〇
余
の
島
々
で
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
沖
縄
本
島
は
九
州
と
台
湾
の
ほ

ぼ
中
間
に
位
置
し
、
沖
縄
本
島
最
北

へ
ど

端
の
辺
戸
岬
か
ら
は
鹿
児
島
県
の
与

論
島
が
見
え
、
最
西
端
の
与
那
国
島

か
ら
は
気
象
条
件
が
良
け
れ
ば
、
島

影
が
見
え
る
ほ
ど
台
湾
に
近
接
し
て

い
ま
す

(写
真
1
)。

ち
ょ
っ
と
話
が
そ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
沖
縄
に
お
け
る
交
通
革
命

に
つ
い
て
少
し
書
か
せ
て
頂
き
ま

す
。

◆
7
3
0

(ナ
ナ
サ
ン
マ
ル
)

一
九
七
二
年
五
月
一
五
日
の
本
土

復
帰
前
ま
で
の
軍
道
、
軍
営
繕
政
府

道
、
琉
球
政
府
道
と
称
さ
れ
て
い
た

道
路
は
、
本
土
復
帰
後
に
現
在
の
国

道
、
県
道
に
変
わ
り
ま
し
た
。

本
土
復
帰
前
の
沖
縄
で
は
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と
同
じ

｢人
は
左
、
車

は
右
｣
の
交
通
方
法
で
、
本
土
復
帰

後
も
沖
縄
県
で
は
約
六
年
間
は

｢人

は
左
、
車
は
右
｣
の
ま
ま
が
続
い
て

い
ま
し
た
。
沖
縄
県
が
今
と
同
じ
よ

う
に

｢人
は
右
、
車
は
左
｣
に
な
っ

た
の
は
、
一
九
七
人
年
七
月
三
O
日

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

一
九

七
五
年
に
開
催
さ
れ
た

｢沖
縄
海
洋

博
覧
会
｣
の
時
に
は
、
ま
だ

｢人
は

左
、
車
は
右
｣
を
通
行
し
て
い
た
の

で
す
。

｢道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
｣
に

よ
る
と
、
｢交
通
の
方
向
は
、
各
締

約
国
内
の
全
て
の
道
路
に
お
い
て
同

一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
こ
と
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
沖
縄
県
も
本
土

と
同
じ
く

｢人
は
左
、
車
は
右
｣
の

交
通
方
法
に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

戦
後
三
一
年
に
わ
た
り
、
慣
れ
親
し

ん
だ
交
通
方
法
を
変
え
る
に
は
県
民

の
交
通
安
全
確
保
や
理
解
を
得
る
事

が
課
題
で
あ
っ
た
た
め
、
す
ぐ
に
は

交
通
方
法
を
変
更
す
る
事
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
様
々
な
課
題

を
ク
リ
ア
し
た
一
九
七
八
年
七
月
三

〇
日
に
、
沖
縄
県
に
お
け
る
交
通
方

法
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
世
界

で
も
珍
し
い
交
通
方
法
の
変
更
が
実

施
さ
れ
る
七
月
三
〇
日
に
ち
な
ん

で
、
7
3
0

(ナ
ナ
サ
ン
マ
ル
)
と

呼
ん
で
い
ま
し
た
。
ま
た
沖
縄
に
お

け
る

｢交
通
革
命
｣
と
も
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た

(写
真
2
、
図
ー
)。

信
号
機
や
道
路
標
識
等
、
も
と
も

と
は
す
べ
て
右
車
線
用
に
設
置
さ
れ

て
い
ま
し
た
の
で
、
左
車
線
用
に
新

た
に
設
置
さ
れ
た
も
の
は
当
日
ま
で

カ
バ
ー
が
か
け
ら
れ
、
一
斉
に
掛
け

替
え
ら
れ
ま
し
た
。
七
月
二
九
日
午

後
一
〇
時
に
車
両
通
行
止
め
等
の
規

制
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
か
ら

｢人
は

右
、
車
は
左
｣
の
通
行
区
分
へ
の
切

り
替
え
作
業
が
行
わ
れ
、
七
月
三
〇

召り T首矛〒セ 20063
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日
午
前
六
時
か
ら
一
斉
に
新
交
通
方

法
に
よ
る
通
行
が
実
施
さ
れ
ま
し

た
。
当
日
、
各
道
路
沿
い
や
歩
道
橋

等
で
は
多
く
の
人
々
が
沖
縄
に
お
け

る
交
通
革
命
を
見
物
し
て
い
た
そ
う

で
す
。
ま
た
、
そ
の
時
に
は
沖
縄
県

の
警
察
官
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い

の
で
、
全
国
か
ら
約
二
、
八
〇
〇
人

も
の
警
察
官
の
応
援
の
下
、
実
行
さ

れ
た
そ
う
で
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
、

大
き
な
事
故
も
な
く
移
行
で
き
た
よ

う
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
後
し
ば
ら

く
は
、
交
通
渋
滞
や
右
側
通
行
し
て

写真 2 7 3 0変更前 (左) と変更後 (右)

N
継
麟
礎
総
滋
鞄

、

、
た

り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

　

　　

　
　

　
　

　

現
在
の
国
際
通
り
は
交
通
渋
滞
が

激
し
く
、
電
柱
が
立
ち
並
び
、
景
観

も
あ
ま
り
よ
い
と
は
思
わ
れ
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
観
光
客
を
初
め
と
し

て
人
通
り
も
多
い
た
め
、
シ
ン
ボ
ル

ロ
ー
ド
事
業
を
利
用
し
て
、
歩
道
の

拡
幅
や
電
線
類
の
地
中
化
、
ポ
ケ
ッ

ト
パ
ー
ク
等
の
整
備
し
、
景
観
に
配

慮
し
た
魅
力
あ
る
街
路
の
整
備
を
実

施
し
て
い
ま
す

(図
2
)。

近
年
、
郊
外
型
大
型
店
の
進
出
に

よ
り
人
の
流
れ
が
郊
外
に
移
っ
た
こ

と
な
ど
か
ら
、
国
際
通
り
で
は
毎
年

八
月
の
第
一
日
曜
日
に

｢
一
万
人
の

エ
イ
サ
ー
踊
り
隊
｣
を
開
催
し
て
い

ま
夕

き
た
車
と
お
見
合
い
す
る
な
ど
の
ト

ラ
ブ
ル
は
続
い
た
そ
う
で
す
。

交
通
方
法
の
変
更
を
記
念
し

て
、
沖
縄
県
庁
敷
地
内
の
行
政
棟

と
警
察
棟
の
間
に
7
3
0
の
石
碑

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
石
垣
島
に

は
通
称
7
3
0

(ナ
ナ
サ
ン
マ
ル
)

交
差
点
と
呼
ば
れ
る
交
差
点
と
石

碑
が
あ
り
ま
す
。
旅
行
や
仕
事
で

行
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
立
ち

寄

っ
て
み
て
下
さ
い
。

◆
国
際
通
り

国
際
通
り
は
那
覇
市
の
中
心
市
街

地
に
あ
り
、
全
長
約
一
･
六
如
の
商

店
街
で
す
。
国
際
通
り
は
戦
争
で
廃

嘘
と
な
っ
た
那
覇
市
で
、
米
軍
の
物

資
輸
送
の
た
め
に
道
路
を
整
備
し
、

そ
こ
に
商
店
街
が
で
き
て
、
奇
跡
的

な
発
展
を
遂
げ
た
事
か
ら

｢奇
跡
の

一
マ
イ
ル
｣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

図 2 国際通り整備イメージ

ま
す
。
エ
イ
サ
ー
が
身
近
で
見
ら
れ

る
た
め
、
沿
道
に
は
た
く
さ
ん
の
見

物
人
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他

に
も
、
国
際
通
り
で
は

｢琉
球
絵
巻

行
列
｣
等
の
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
が
催

さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
今
年

の

｢
一
万
人
の
エ
イ
サ
ー
踊
り
隊
｣

は
、
八
月
の
第
一
日
曜
日
が
沖
縄
の

旧
盆
と
重
な
る
た
め
、
七
月
三
〇
日

に
行
わ
れ
ま
す
。
是
非
一
度
ご
覧
く

だ
さ
い
。

◆
軌
道
交
通
復
活

平
成
一
五
年
に
、
沖
縄
で
軌
道
系

交
通
機
関
の
沖
縄
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル

が
開
業
し
ま
し
た
。
実
は
沖
縄
で
も

戦
前
は
鉄
道
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

代
表
的
な
も
の
が

｢軽
便
鉄
道

(沖

縄
県
営
鉄
道
)｣
で
す

(写
真
3
)。

一
九
一
四
年
か
ら
那
覇
~
与
那
原
間
、

那
覇
~
嘉
手
納
間
、
那
覇
~
糸
満
間

を
走
っ
て
い
ま
し
た
。
旅
客
や
貨
物

だ
け
で
な
く
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
運
ぶ

手
段
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
沖
縄
戦
で
す

べ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
他
に

｢ち
ん
ち
ん
電
車

(沖



写真3 戦前の軽便鉄道

縄
電
気
軌
道
)｣
と

｢馬
車
軌
道
｣

が
あ
り
ま
し
た
。

｢ち
ん
ち
ん
電
車
｣
は
い
わ
ゆ
る

路
面
電
車
で
、
一
九
一
四
年
か
ら
那

覇
~
首
里
間
を
走
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
ち
ら
の
方
は
バ
ス
と
の
競
合
に
勝

て
ず
、
一
九
三
三
年
に
廃
止
さ
れ
ま

し
た
。

｢馬
車
軌
道
｣
は
軌
道
上
を
馬
に
け

ん
引
さ
せ
て
走
り
、
主
に
サ
ト
ウ
キ

ビ
運
搬
用
に
与
那
原
~
泡
瀬
間
、
那

覇
~
糸
満
間
を
走
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
ち
ら
も
バ
ス
と
の
競
合
に
勝
て
ず
、

一
九
三
八
年
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
様
に
し
て
、
沖
縄
か
ら
長
い
間
、

軌
道
交
通
が
無
く
な
り
ま
し
た
。

本
土
復
帰
の
間
も
な
い
頃
に
軌
道

交
通
の
必
要
性
が
提
起
さ
れ
、
官
民

の
協
力
や
努
力
の
結
果
、
平
成
八
年

度
に
工
事
着
手
し
、
平
成
一
五
年
八

月

一
〇
日
に
運
行
開
始
し
ま
し
た

(写
真
4
、
図
3
)。

イ
ン
フ
ラ
部
は
国
、
沖
縄
県
、
那

覇
市
が
建
設
し
、
沖
縄
都
市
モ
ノ
レ

ー
ル
株
式
会
社

(第
三
セ
ク
タ
ー
)

が
車
両
、
変
電
所
等
を
施
工
し
、
経

営
し
て
い
ま
す
。

連
行
開
始
し
た
平
成
一
五
年
八
月

に
は
、
一
日
平
均
乗
客
数
は
約
四
五
、

九
〇
0
人
に
も
上
り
ま
し
た
が
、
次

第
に
減
少
し
、
平
成
一
七
年
一
月
に

は
約
二
六
、
七
〇
〇
人
ま
で
落
ち
込

み
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
沖
縄

都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
株
式
会
社
等
の
努

写真4 国道沿いを走る ｢ゆい

し
、
平
成

一
五
年
度
で

は
需
要
予
測
約
三

一
、

三
五
0
人
に
対
し
て
、

孕

壽
緘

園

　
　
　
　
　

　

　
　
　

　

　

日
平
均
約
三
一
･

一

理

‘
-

　

　

　
　
　
　　
　

　

　
　　

く
ノ
て
き
蹴
彗
ブ

解け
亀

剪

き
l
‘

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　　
　

　

　
　
　
　　
　
　

　

　
　

　
　

　
　
　

一
七
年
度
は
二
月
末
時

頗

テ

　
　

点
で
需
要
予
測
約
三
三
、

約
三
四
、
0
0
0
人
で

g

“
“
‘

±

達
成
率

一
〇
二
%
と
な

っ
て
お
り
、
最
近
は
順

調
に
伸
び
て
い
ま
す
。

◆
お
わ
り
に

ま
だ

沖
縄
で
は
7
3
0

(ナ
ナ
サ
ン
マ

い
所

ル
)
の
交
通
革
命
以
降
、
数
多
く
の

開
通

離
島
架
橋
や
道
路
整
備
、
モ
ノ
レ
ー

沖
縄
“

ル
建
設
等
を
行
い
道
路
事
情
は
良
く

は
大
幅

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が

事
こ

ら
、
那
覇
市
等
の
中
心
市
街
地
で
は

頃
で

ま
だ
ま
だ
渋
滞
が
解
消
さ
れ
て
い
な

い
所
も
あ
り
ま
す
。
モ
ノ
レ
ー
ル
は

開
通
し
た
と
い
え
ど
も
、
車
社
会
の

沖
縄
で
交
通
渋
滞
が
解
消

(も
し
く

は
大
幅
に
緩
和
)
さ
れ
る
時
が
来
る

事
こ
と
を
願
っ
て
い
る
、
今
日
こ
の

頃
で
す
。

62 道々 テセ 20063



｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣
-一〇
〇
五
年
度
既
刊
号
目
次

(肩
書
は
執
筆
時
の
も
の
で
す
。
な
お
、
◎
は
特
集
記
事
、
0
は
一
般
記
事
等
で
す
。)

○
年
頭
の
挨
拶

O
T
D
M
と
公
共
交
通
の
行
方

○
い
ろ
い
ろ
な

｢み
ち
｣
と
道
路
政
策

○
道
の
身
体
感
覚

○
美
し
い
｢み
ち
｣
を
つ
く
り
た
い

○
西
ア
フ
リ
カ
の
未
来

○

『道
路
行
政
広
報
に
つ
い
て
考
え
る
』、

ち
ょ
っ
と
そ
の
前
に

!

道

長

谷
口

博
明

18
年
1
月
号
(第
脚
号
)
1
頁

山
内

弘
隆

17
年
5
月
号
(第
簸
号
)
1
頁

東
生

り
年
6
月
号
(第
183
号
)
1
頁

◎
各
自
治
体
に
お
け
る
路
上
放
置
車
両
の

実
態
に
つ
い
て

◎
路
上
放
棄
車
処
理
協
力
会
に
つ
い
て

◎
路
上
放
置
車
両
等
障
害
物
を
原
因
と
す
る
国
家

賠
償
請
求
事
例

◎
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一路
上
工
事
縮
減
に
係
る
取
組
み
-

大
阪
府
･横
浜
市
･名
古
屋
市
･大
阪
市

"
年
5
月
号
(第
182
号
)
9
頁

蹴
口隊
講
評
露

梅
本

会

け年
5
月
号
(第
#

#

道
路
巳経
路
交
通
管
理
課

千
木
良
敏
之

17
年
5
月
号
(第
182
号
)
%
頁

僑糟
毅讓

艇穢

古
瀬

高
嗣

“年
5
月
号
(第
鯰曇
封

観鍋劇職隊瀕和鱒鰡
併-々
木“
盡
↑
17
年
7
月
号
(第
鰍
号
)
1
頁

鯨
郛
駄
隷
楸
簾

谷
口
栄
-
17
年
9
月
号
(第
弼
号
)
1
頁

㈱
博
報
堂
企
画
営
業
第
一部

狗
飼

豊

17
年
u
月
号
(第
廊
号
)
1
頁

o
交
通
社
会
実
験
は
ま
ち
づ
く
り
の
切
り
札
に
な
る
か

讓

喉
箋
謹
聴

高
橋

洋
二

撃
惚月
号
第
鯲呈
1
頁

-地
域
の
活
性
化
等
に
資
す
る
道
路
占
用
の
運
用
等
に
つ
い
て
一

◎
地
域
の
活
性
化
等
に
資
す
る
道
路
占
用
の
運
用

等
に
つ
い
て

一路
上
放
置
車
両
の
現
状
、

凝鞠
鱗
廉

舳

顫

け誓
尋
第
尋
)1頁

◎
路
上
放
置
車
両
の
現
状
と
処
理
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

宮
田

晃
伸

17
年
5
月
号
(第
脱
号
)
4
頁

◎
国
土
交
通
省
に
お
け
る
路
上
工
事
縮
減
の
取
組
み

道
路
局
国
道
･防
災
課

福
井

貴
規

17
年
6
月
号
(第
臘
号
)
5
頁

◎
東
北
地
方
整
備
局
管
内
に
お
け
る
路
上
工
事
対

策
へ
の
取
組
み

東
北
地
方
整
備
局
道
路
部
道
路
管
理
課

17
年
6
月
号
(第
鵬
号
)
=
頁

◎
五
十
日
に
お
け
る
路
上
工
事
‐中
止
の
取
組
み
に

癰
囃
“酬
燕"牝
牲□輔
慨
藤
本

善
導

“年
6
月
号
(
第
183号
)
“
頁

つ
い
て

◎
九
州
幹
線
道
路
協
議
会

(路
上
工
事
縮
減
専
門

部
会
)
の
取
組
み
に
つ
い
て

◎
ホ
ー
ム
ぺ
!
ジ
立
ち
上
げ
奮
戦
記

一道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
｣

鯛

艶
艶
讓

児
玉

敏
幸

“年
6
月
旻
鶴
号
)
斜頁

静
雄
聡
整話
謎
鍋
忠
田

友
幸

り年
6
月
ロヌ
第
鵬曇
第頁

◎
道
路
嬢
嬰
団
民
営
健
鯵
燈
み
に
つ
ぃ
て

壁
鱗
鮨
箒
酵
脳

鰍
錮
ギ
7尋
釜
呈
4頁



一平
成
一
六
年
度
社
会
実
験
結
果
と
り
ま
と
め
一

◎
平
成
一
六
年
度
社
会
実
験
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て

◎
歴
史
的
な
補
助
幹
線
道
路
の
歩
車
共
存
化
に

向
け
た
交
通
社
会
実
験

◎
公
共
空
間
を
活
用
し
た
賑
わ
い
と
回
遊
性
の

創
出
実
験

◎
天
神
地
区
の
再
生
に
向
け
た
実
験
的
取
組
み
に

つ
い
て

艇讓
群
讓

土
肥
学

け
年
8
月
号
(第
g

4
頁

鮖
糊
脆
鱗
鼾
鬱
獅
鮒
杉
本
誠
-郎

17年
8
月
号
(第
野
E
u頁

富
山
市
建
設
部
道
路
課

渡
辺

豊

17
年
8
月
号
(第
鯲
号
)
“
頁

鍋
岡野
魂

胖
調

吉
田

宏
幸

け年
8
月
景
第
拶

“頁

◎
豊
中
市
に
ぉ
け
る
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
の

取
組
み

操
篩
馨

講

諦
山
本

幸
久

げ年
n月
号
(第
鯰号
)
燧頁

一踏
切
道
対
策
に
つ
い
て
一

◎
踏
切
対
策
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ

◎
東
京
都
の
踏
切
対
策
基
本
方
針
に
つ
い
て

◎
大
阪
府
に
お
け
る
立
体
交
差
事
業
等
踏
切
道

の
抜
本
対
策
に
つ
い
て

◎
横
浜
市
に
お
け
る
連
続
立
体
交
差
等
踏
切
道
の

改
良
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

17
年
燧
月
号
(第
贈
号
)
4
頁

◎
国
際
物
流
基
幹
ネ
ッ
ト
ワ
1
ク
稜
称
)
の
構
築

鰯
鱗

鼬
撚髓
篠
皆
川

武
士

“年
9
尋

(第
夢
)
4
頁

酊
路
関
係
四
公
団
民
営
化
に
ぁ
た
っ
て
一

◎
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
に
あ
た
っ
て

◎
新
会
社
発
足
に
あ
た
っ
て

◎
道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化
に
つ
い
て

｢バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ
の
取
組
み
一

道

路

長

谷
口

博
明

17
年
10
月
号
(第
187
号
)
1
頁

鰭

経
口鮒罐
鮨

八
木
重
二
郎

り年
m尋

(第
断号
)
3
頁

大
臣
官
房
道
路
関
係
四

)

7

公
団
民
営
化
関
係
組
織

･六
を坊

久
育

1
年
1
月
号

第̂
燧
号
し
5
頁

設

立

準

備

室

道
路
局
地
方
道
･環
境
課

◎
歩
行
空
間
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
推
進
に
つ
い
て

道
路
交
通
安
全
対
策
室

奥
西

史
伸

17
年
11
月
号
(第
188
号
)
4
頁

計

画

係

長

◎
道
路
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ
の
取
組
み
に

つ
い
て

名
古
屋
市
健
康
福
祉
局
陣
生福
祉
部
障
害
施
設
課

名
古
屋
市
緑
政
土
木
部
道
路
部
道
路
維
持
謀

り
年
n
月
号
(第
188
号
)
惚
頁

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
交
通
企
画
課

17
年
12
月
号
(第
鯲
号
)
9
頁

大
阪
府
土
木
部
交
通
道
路
室

17
年
12
月
号
(第
鯲
号
)
蟠
頁

横
浜
市
道
路
局
企
画
謀

17
年
12
月
号
(第
鯲
号
)
“
頁

0
立
体
…交
差
事
▼業
を
は
じ
め
と
し
た
各
]種
‐踏
切
対

螂
苅
部
纈
数
鰹
鰤
謁
鉤
鰺
録

18年
1
月
号{
第
酬号
)
"頁

策
の
取
組
み

｢E
T
C
施
策
に
つ
い
て
-

◎
E
T
C
の
普
及
促
進

-日
本
風
景
街
道
の
概
要
一

◎
日
本
風
景
街
道

(シ
ー
ニ
ッ
ク

道
路
局
有
料
道
路
課

酒
井

浩
一

18
年
1
月
号
(第
190
号
)
3
頁

バ
イ
ウ
エ
イ
ジ
ャ
パ
ン
)

鷲
艇

廳
聽期
擬
横
田

敏
幸

隧年
2
月
号
(籤
号
)
･頁

◎
シキ1
ニ
ッ
ク
バ
イ
ウ
エイ
北
海
道
の
概
要
に
つ
い
て
離
鱗
織裁
縫
鏡聡
糠緋
儲
ん和
泉
…
白駅
袷

旧
年
2
月
号
(第
191
号
)
9
頁

◎
国
際
都
市
,東
京
の
魅
力
あ
る
景
観
形
成
に
向
け
て

鋤
創
斂
幟
癜
酵
郎
鍋
江
頭

邦
雄

18年
2
月
号
(第
馴
号
)
M頁



○
地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
の
運
用
改
善
と
道

整
備
交
付
金
の
創
設

0
道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

施
行
令
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

○
放
置
自
転
車
対
策
に
つ
い
て

道
路
局
地
方
道
蕾
震
盪

石
井

　　
　　
　　
　
　
　

宏
明

17
年
4
月
号
(第
馴
号
)
"
頁

学

○
首
都
高
速
道
路
及
び
阪
神
高
速
道
路
の
新
た
な

料
金
制
度
に
つ
い
て

0
有
料
道
路
駐
車
場
に
つ
い
て
構
造
改
革
特
区
で

実
施
し
た
特
例
措
置
の
全
国
展
開
に
つ
い
て

○
規
制
改
革
･
民
間
開
放
3
か
年
計
画

(改
定
)
に

つ
い
て

道
路
局
有
料
道
路
課

八
木

孝
格

“
年
10
月
号
(第
187
号
)
℃
頁

道
路
局
有
料
道
路
課

青
柳

檄
直

り
年
10
月
号
(第
節
号
)
"
頁

道
路
局
路
政
謀

17
年
10
月
号
(第
鰡
号
)
“
頁

道
路
局
路
政
課

小
宮
山
紀
子

り
年
4
月
号
(第
181
号
)
31
頁

道
路
局
地
方
道
･環
境
課

交
通
安
全
対
策
室

原

久
弥

り
年
4
月
号
(第
閲
号
)
斜
頁

o
有
料
=道
路
に
お
け
る
多
/様
で
弾
力
的
な
料
金
割

麓
鰐
糒
稿
瀧
鰯
繃
鰓
燻
こ椋

翳
…権
【
17年
4月
号人
第
閥号
)
%頁

写
に
つ
い
て

○
平
成
一
六
年
度

国
土
交
通
白
書
に
つ
い
て

道
路
局
総
務
課

柳
橋

隆
則

り
年
5
月
号
(第
182
号
)
斜
頁

o
海
外
の
道
路
課

鰯
鞠"臥鳶毀…輯
録礎
解

武
藤

祥
郎
"年
6
月
号
(第
183号
)
%頁

(ノ
ル
ウ
ェ
ー
.
オ
ー
ス
ト
リ
ア
)

o
本
州
四
国
連
絡
道
路
に
お
け
る
多
様
で
弾
力
的

道
路
局
有
料
道
路
課

八
木

孝
格

17
年
6
月
号
(第
鵬
号
)
“
頁

な
料
金
割
り
に
つ
い
て

O
L
R
T
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
創
設
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課
交
通
係

村
上

昌
仁
一
17
年
7
月
号
(第
開
号
)
“
頁

○
行
政
事
件
訴
訟
法
の
改
正
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

千
木
良
敷
之

17
年
7
月
号
(第
臘
号
)
お
頁

○
国
土
交
通
省
重
点
施
策

(道
路
関
係
)
に
つ
い
て

道
路
局
総
務
謀

17
年
8
月
号
(第
185
号
)
31
頁

○
道
路
関
係
四
公
団
に
お
け
る
多
様
で
弾
力
的
な

料
金
に
つ
い
て

道
路
局
高
速
国
道
課

道
路
局
有
料
道
路
課

綵
楳

癪
翻

17年
8
月
号
第
圈
こ
幻頁

0
平
成
-
五
年
‐度
道
路
マ交
通
管
~理
統
計
の
概
要

髓
縣
謁
麗
聯
鮫
閼

小
林

政
義

17年
8
月
号(
第
185号
)
"頁

o
地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
道
路
政
策
△譲

襲
騙
艇
議
離

島
本
和
仁
"
年
9
月
長
複
号
)
“
頁

中
間
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て

○
平
成
一
五
年
度
道
路
管
理
瑕
疵
実
態
調
査
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

岡
崎

之
彦

17
年
10
月
号
(第
節
号
)
33
頁

o
高
架
道
路
下
占
用
許
可
基
準

の
改
正
に
つ
い
て

麗
宅
腕
群

覊

新
妻

俊
光

ギ
u月
景
第
鯰曇
贅

o
東
/
中
/
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
に
お
け

道
路
局
有
料
道
路
課

栗
原

靖
幸

17
年
12
月
号
(第
鯲
号
)
“
頁

る
料
金
割
引
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

○

｢走
り
や
す
さ
マ
ッ
プ
｣
に
よ
る
観
光
支
援
と

道
路
評
価

○
構
造
改
革
特
別
区
域
内
の
道
路
管
理
者
が
設
置

す
る
標
識
の
特
例
に
つ
い
て

○
第
2
回
国
土
開
発
自
動
車
道
建
設
会
議
の
概
要

に
つ
い
て

○
道
路
施
設
の
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
に
つ
い
て

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

旧
年
2
月
号
(第
飢
号
)
"
頁

道
路
局
路
政
課

18
年
2
月
号
(第
191
号
)
鍵
頁

道
路
局
有
料
道
路
課

18
年
3
月
号
(第
睨
号
)
1
頁

麗蝋
馳
囃
調
輯
録
小
池

昭
広

旧年
3
R争
第
脱邑
9
頁

○
ハ
イ
ウ
ェ
イ
力
i
ド
の
利
用
終
了
に
つ
い
て

道
路
局
有
料
道
路
課

栗
原

靖
幸

18
年
3
月
号
(第
睨
号
)
B
頁

○
自
動
車
専
用
道
路
へ
の
利
便
施
設
の
連
結
に
つ
い
て

中
部
地
方
整
備
局
道
路
都
路
放
課

18
年
3
月
号
(第
睨
号
)
幻
頁

○
地
域
再
生
の
沿
革
と
道
路
整
備
交
付
金
に
つ
い
て

道
路
局
総
務
課

18
年
3
月
号
(第
192
号
)
努
頁

【道
路
の
行
事
等
-

○

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
推
進
標
語
に
つ
い
て

道
路
島諸
路
交
通
管
理
課

中
野

英
樹

17
年
6
月
号
(第
鯲
号
)
熱
頁



○

｢道
の
日
｣
(八
月
一
〇
日
)
に
つ
い
て

道
路
局
総
務
課

柳
橋

隆
則

17
年
7
月
号
(第
鰍
号
)
“
頁

0
"集
い
"
"ふ
れ
あ
い
"
"広
が
る
"
｢道
の
日
｣

B
a
g
旨
君
已
≦
易
饅淺
一
日
だ
け
の
臨
時
開
業

道
路
局
総
務
課

"
年
9
月
号
(第
鯲
号
)
%
頁

｢道
の
駅

品
川
宿
｣

○

｢道
の
日
｣
2
0
0
5

二
〇
周
年
記
念
行
事

17
年
9
月
号
(第
耶
号
)
口
絵

○
日
本
の
大
動
脈
を
つ
く
り
、
ま
も
る

中
日
杢
局
速
道
路
㈱
総
務
部
広
報
室

17
年
12
月
号
(第
鯲
号
)
④
貢

○
本
州
四
国
連
絡
道
路
㈱
の
概
要
と
新
た
な
取
組
み

本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
㈱

17
年
乾
月
号
(第
鯲
号
)
蝸
頁

○

｢信
頼
さ
れ
る
会
社
｣
｢地
域
の
発
展
に
貢
献

東
日
杢
局
遠
道
路
㈱

18
年
1
月
号
(第
190
号
)
24
頁

す
る
会
社
｣
に
向
か
っ
て

○
先
進
の
道
路
サ
ー
ビ
ス
へ

阪
神
高
速
道
路
㈱

18
年
1
月
号
(第
脚
号
)
“
頁

○
四
五
年
以
内
の
債
務
の
確
実
な
返
済
に
向
け
て

佃
日
本
高
速
道
路
保
有
･債
務
返
済
機
構

18
年
2
月
号
(第
191
号
)
お
頁

｢訴
訟
事
例
紹
介
-

○
行
政
の
規
制
権
限
不
行
使
に
よ
る
国
家
賠
償
責

道
路
局
遺
路
交
通
管
理
課

千
木
良
敦
之

17
年
4
月
号
(第
181
号
)
“
頁

任
を
認
め
た
事
例

(そ
の
2
)

○
路
上
障
害
物
に
起
因
す
る
事
故
に
関
し
道
路
管

理
瑕
疵
が
否
定
さ
れ
た
事
例

○
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
無
効
確
認
等
請
求
事
件

○
建
築
基
準
法
四
二
条
二
項
所
定
の
い
わ
ゆ
る

み
な
し
道
路
の
指
定
と
抗
告
訴
訟
の
対
象

○
ト
ン
ネ
ル
の
天
井
に
車
両
を
接
触
さ
せ
た
運
転
手
に

対
し
て
事
故
に
つ
い
て
の
過
失
が
争
わ
れ
た
事
例

一海
外
視
察
報
牛旦

0
欧
州
道
路
実
態
調
査
結
果
に
つ
い
て

縦
晦
蜘
用飜
観
銀

今
井

宗
雄
燧年
3
月
号
第
睨
号
)
“頁

一解
説

道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
関
係
法
｢

大
臣
官
房
進
路
関
係
四

○
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
②

公
団
民
営
化
関
係
組
織

谷
中

謙
一
17
年
4
月
号
(第
圏
号
)
"
頁

設

立

準

備

室

0
ひ
と
･
ま
ち

･
く
ら
し
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

首
都
高
速
道
路
㈱
経
営
企
画
部

17
年
u
月
号
(第
鮒
号
)
綾
頁

○
地
域
か
ら
愛
さ
れ
、
お
客
さ
ま
に
喜
ば
れ
る

西
日
本
高
速
道
路
㈱

“
年
=
月
号
(第
188
号
)
%
頁

会
社
を
目
指
し
て

○
北
海
道

.
岩
内
町
に
お
け
る
地
盤
沈
下
被
害

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

岡
崎

之
彦

17
年
9
月
号
(第
186
号
)
“
頁

3

原
因
裁
定
申
請
事
件

猟

○
鹿
角
市
車
両
転
落
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件

○
県
道
拡
張
工
事
中
の
工
事
現
場
付
近
に
お
い
て
発
生
し
た

交
通
事
故
で
仮
設
歩
道
設
置
義
務
等
が
争
わ
れ
た
事
例

17
年
ぬ
月
号
(第
断
号
)
“
頁

セ　

17
年
n
月
号
(第
雌
号
)
"
頁

17
年
5
月
号
(第
殴
号
)
栃
頁

り
年
6
月
号
(第
脂
号
)
"
頁

17
年
7
月
号
(第
閣
号
)
“
頁

17
年
8
月
号
(第
鯲
号
)
$
頁

o
平
成
-
七
年
度

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
行
事

道
路
雁
厘路
交
通
管
理
謀

17
年
9
月
号
(第
186
号
)
40
頁

報
告
に
つ
い
て

0
平
成
一
七
年
度

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
地
方

行
事
報
告
に
つ
い
て

(東
日
本
編
)

○
平
成
一
七
年
度

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
地
方

行
事
報
告
に
つ
い
て

(西
日
本
編
)

17
年
9
月
号
(第
協
号
)
“
頁

“
年
斡
月
号
(第
187
号
)
姫
頁



○
国
道
下
斜
面
が
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
い
う
公
の

営
造
物

(公
営
造
物
)
に
該
当
す
る
か
争
わ
れ
た
事
例

○
中
央
分
離
帯
等
設
置
に
よ
る
被
侵
害
利
益
の
存

在
が
争
わ
れ
た
事
例

○
国
道
沿
い
の
排
水
溝
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
を

原
因
と
し
て
損
害
賠
償
の
請
求
が
あ
っ
た
事
例

○
道
路
拡
幅
工
事
の
際
の
道
路
周
辺
の
雑
木
の
伐
採

に
よ
っ
て
道
路
の
管
理
瑕
疵
が
争
わ
れ
た
事
例

○
道
と
思
想

(そ
の
1
)

○
道
と
思
想

(そ
の
2
)

○
道
と
思
想

(そ
の
3
)

○
道
と
思
想

(そ
の
4
)

○
道
と
思
想

(そ
の
5
)

○
道
と
思
想

(そ
の
6
)

一と
ん
び
の
広
場
｢

○
東
京
の
道
路
事
情
あ
れ
こ
れ

17
年
12
月
号
(第
189
号
)
“
頁

郎
年
1
月
号
(第
蜘
号
)
拶
頁

18
年
2
月
号
(第
馴
号
)
"
頁

18
年
3
月
号
(第
况
号
)
“
頁

三
木

克
彦

ヮ
年
め
月
号
(第
断
号
)
“
貢

げ
年
n
月
号
(第
188
号
)
“
頁

17
年
棯
月
号
(第
鯲
号
)
艶
頁

踞
年
1
月
号
(第
190
号
)
粥
頁

18
年
2
月
号
(第
跳
号
)
亀
頁

18
年
3
月
号
(第
馴
号
)
父
頁

○
再
発
見
、
大
阪
の
熊
野
街
道

○

｢晴
れ
の
国
｣
岡
山
へ
よ
う
こ
そ

○
道
に
歴
史
あ
り

○

｢新
し
い
空
、
新
し
い
私
｣

い
っ
ぺ
ん
き
ち
ゃ
っ
て
ん

大
阪
府
東
京
事
務
所

山
内

一
浩

17
年
5
月
号
(第
182
号
)
"
頁

岡
山
県
東
京
事
務
所
木
村

圭
二

"
年
5
月
号
(第
182
号
)
51
頁

福
島
県
東
京
事
務
所
今
里

英
生

り
年
6
尋

(筏

号
)
簿
頁

忰　

北
九
州
市
車
豆事
務
所

宮
野

謙
剛

17
年
6
月
号
(第
臘
号
)
繋
頁

東
京
都
建
設
局

古
橋
…
豊
三

17
年
4
月
号
(第
爛
号
)
$
頁

○
あ
っ
ー
い
夏
を
、
今
年
は
九
十
九
里
海
岸
で
!

千
葉
県
東
京
事
務
所

佐
藤

秀
幸

17
年
7
月
号
(第
開
号
)
範
頁

○
大
分
県
南
の
み
ち
づ
く
り

○
京
都
の
顔
づ
く
り

○
石
川
の
実
情
に
応
じ
た
み
ち
づ
く
り

○
兵
庫
の
道
づ
く
り

○
き
ん
さ
い
石
見
路
ツ
ー
デ
ー
ウ
オ
ー
ク

○
北
海
道
の
道
雑
記

○

｢に
ぎ
わ
い
の
軸
｣
の
創
出

-
札
幌
駅
前
通
地
下
歩
行
空
間
-

○
ス
イ
~
ツ
と
行
こ
う

｢日
光
道
｣

○
観
光
都
市
い
ぶ
す
き
の
道
路
利
用

○
新
潟
県
中
越
大
地
震

応
援
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

大
分
県
東
京
事
務
所
畔
津

義
彦

“
年
7
月
号
(第
膨
号
)
引
頁

京
都
市
東
京
事
務
所

田
中

幸
雄

17
年
8
月
号
(第
臘
号
)
“
頁

石
川
県
東
京
事
務
所
酒
井

史
郎

17
年
8
月
号
(第
臘
号
)
“
頁

兵
庫
県
東
京
事
務
所

船
谷

裕
司

り
年
9
月
号
(第
賂
号
)
郎
頁

島
根
県
東
京
事
務
所
吉
村

勉
17
年
9
月
号
(第
騰
号
)
$
頁

北
海
道
東
京
事
務
所
小
林

敏
克

17
年
10
月
号
(第
鮒
号
)
引
頁

札
幌
市
東
京
事
務
所

茂
木

秀
則
17
年
ゆ
月
号
(第
鱒
号
)
匁
頁

栃
木
県
東
京
事
務
所

柏
崎

純
一
17
年
11
月
号
(第
雌
号
)
倦
頁

鹿
児
島
県
丞
只事
務
所

川
原

智
明
り
年
11
月
号
(第
雌
号
)
税
頁

新
潟
県
東
京
事
務
所

東
海
林

晃
17
年
棯
月
号
(第
189
号
)
幻
頁

○
福
岡
は
良
か

｢ま
ち
｣、
今
日
も
元
気
で
す
!

福
岡
市
東
京
事
務
所
井
手

洋
降

り
年
4
月
号
(第
181
号
)
"
頁

○
緑
美
し
い
都
市
の
実
現
に
向
け
て
の
み
ち
づ
く
り

仙
台
市
東
京
事
務
所

安
斎

栄

旧
年
1
月
号
(第
脚
号
)
秘
頁



○
し
ま
な
み
海
道

0
二
〇
一
〇
年
に
向
け
て
の
道
づ
く
り

○
彩
甲
斐
街
道
の
魅
力
づ
く
り
に
向
け
て

○
文
化
の
み
ち

○
三
重
県
の
歴
史
街
道

○
沖
縄
に
お
け
る
交
通
革
命

-連
載

社
会
実
験
一

愛
媛
県
東
京
事
務
所
明
日

俊
幸

18
年
1
月
号
(第
脚
号
)
“
頁

奈
良
県
東
京
事
務
所
害
夢
仲
正
博

18
年
1
月
号
(第
蜘
号
)
“
頁

埼
玉
県
東
京
事
務
所
川
本

勇
人

18
年
2
月
号
(第
191
号
)
“
頁

名
古
屋
車
塁
尿事
務
所

野
村

幸
央

隧
年
2
月
号
(第
馴
号
)
引
頁

三
重
県
東
京
事
務
所
鈴
木

雅
也

18
年
3
月
号
(第
賜
号
)
筧
頁

沖
縄
県
東
京
事
務
所
川
上

呂
二

18
年
3
月
号
(第
耽
号
)
①
頁

○
も
て
な
し
と
に
ぎ
わ
い
の
街
道
づ
く
り
を

目
指
し
た
交
通
実
験
調
査

山
形
県
大
江
町
建
設
水
道
課

17
年
12
月
号
(第
鯲
号
)
“
頁

18
年
1
月
号
(第
190
号
)
“
頁

広
島
市
道
路
交
通
局

○
広
島
市
都
心
回
遊
ゾ
ー
ン
創
出
社
会
実
験
に
つ
い
て

道
路
部
新
た
な
道
づ

清
水

俊
介

り
年
4
月
号
(第
181
号
)
①
頁

く
り
整
備
担
当
課
長

○
道
路
空
間
を
活
用
し
た
中
心
市
街
地
の
ま
ち
づ
く
り

鹿
児
島
市
T
M
O
事
務
局

田
中

文
裕

り
年
5
月
号
(第
脱
号
)
垪
頁

○

｢歩
い
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

"そ
ね
"

豊
中
市
政
策
推
進
部
ま
ち
づ
く
り
支
援
謀

17
年
6
月
号
(第
183
号
)
“
頁

み
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｣
に
つ
い
て

0
自
由
が
丘
が
め
ざ
す
街
づ
く
り
と
交
通
社
会
実
験

雌
難
鬱
舘
賤
難
路
平
井

泰
男

17年
7
月
号(
第
鰍号
)
54頁

○
オ
1
プ
ン
カ
フ
ェ
等
地
域
主
体
の
道
活
用
地
域

番
頭
里
美
課
主
任主
査
丸
山

勉

“
年
9
月
号
(第
186
号
)
"
頁

に
関
す
る
社
会
実
験

○
人
と
環
境
に
や
さ
し
い
交
流
の
里
づ
く
り

島
根
県
津
和
野
町
建
設
課

17
年
10
月
号
(第
187
号
)
"
頁

0
市
街
地
活
州性
-“
…を
目
的
と
し
た

靴
蹠
椒柿
隆滌
振
興
梶鴛原…
ふは
ご

"
年
11
月
号
(第
188
号
)
53
頁

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
運
営
実
験

○
オ
!
プ
ン
カ
フ
ェ
と
行
政

琺
翫
癖
翹
警
箒
古
谷

知
之

輩
u尋

(第
夢
)
“頁

○
八
戸
市
都
心
再
生

に
ぎ
わ
い
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
社
会
実
験

八
戸
市
部
市
政
策
課

○
金
沢
ア
ー
ト
ア
ヴ
ェ
ニ
ユ
ー
で
の

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
社
会
実
験

唯
魂
魂
強

水
野
雅
男
ぞ
2勢

(第
馴呈
#
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